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第１章 入出港・海上工事などに関わる法令の概要

～～どの法令に該当する行為なのか、確認しましょう！～～

◎ 概説

船舶が港に入出港し、荷役などを実施する際には、水深に応じた喫水や船舶に見合っ

た係船能力が確保された岸壁・桟橋などにけい留するとともに、取扱う危険物に応じた安全

対策をとる必要があります。

また、工事・作業・行事などを行う時には、一定の水域を必要とするため、通常の船舶の

運航に影響を与え、船舶交通の安全を阻害するおそれが発生します。

姫路港内ほか海上部で船舶の運航や荷役・けい留、海上部で工事・作業・行事などを行

うこととなった場合は、以下の適用される法令の概要をご確認いただき、必要な手続きをよ

ろしくお願いします。

１ 港則法（Ｐ－１６～Ｐ－１０２に各種申請・届出の説明、Ｐ－１２７～Ｐ－１３６に条文を記載）

（１） 概要

この法律は港内における船舶交通の安全確保と港内の整理整とんを図ることを目的と

しており、港内では多くの船舶が出入りし、一般的な海上交通ルールである海上衝突予

防法のみでは、安全の確保ができないことから、港内の秩序を守り水路の保全・事故防止

に関するルールを定めています。

港則法では

    ・ 船舶の入出港及び停泊に関すること

    ・ 航路及び航法に関すること

    ・ 危険物の荷役・運搬に関すること

    ・ 水路の保全に関すること

    ・ 灯火・信号及び私設信号に関すること

    ・ 工事作業に関すること

    ・ 船舶交通の制限に関すること

などが定められ、港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図っています。

なお港則法は、港内の海上交通取締法規でもあることから、罰則規定もありますので十

分ご注意下さい。

（２）港則法による港の種類

港則法が適用される港のうち、喫水の深い船舶や外国船舶が常時入港する港を「特定

港」といい、港則法事務を取扱うため「港長（こうちょう）」を配置しています。

   姫路港は港則法に定める特定港なっているため、許可申請・届出の手続きを行う際には、

宛先が「姫路港長」となります。

   八木港・相生港・赤穂港については、港則法の適用を受ける適用港で、港長の職権は姫

路海上保安部長がこれを行うこととしており、許可申請・届出の手続きを行う際には、宛先

が「姫路海上保安部長」となります。
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（３） 港の区域

港則法で定める港の区域を「港域（こういき）」といい、姫路港においては西区・網干区・

広畑区・飾磨区・東区の「港区（こうく）」に区切り、概ね各港区の防波堤から内側のけい留

施設が位置する海域を「第１区」、防波堤外側の入港船舶が錨泊する海域を「第２区」（東区

は、第３区）としています。

（４） 港長への許可申請・届出が必要となる事項

・ 危険物の荷役、運搬（法第２３条）

・ 私設信号の設定（法第２９条）

・ 工事・作業（法第３１条）

・ 行事（法第３２条）

・ 入出港届（法第４条、規則第１条）

・ けい留施設の使用届（法第５条第５項、規則第４条第４項）

・ 修繕及びけい船の届（法第８条）

などがあります。

なお、港則法の適用港である八木港・相生港・赤穂港においては、特定港の姫路港で行っ

ている許可申請・届出のうち、「工事・作業の許可」・「私設信号の許可」のみ手続きを行うこと

としています。（第３章で具体的な許可申請、届出について説明します。）

   姫路港長・姫路海上保安部長あての許可申請・届出は、いずれも姫路海上保安部交通

課へ提出してください。

   

   

※１ 姫路港・八木港・相生港・赤穂港の略図は、Ｐ－４～６でご確認ください。

  ※２ 港域を表していない港（海上）に流れ込む河川と海上の境界は、港湾管理区域と河川

管理区域の境界となっています。

  ※３ 八木港・相生港・赤穂港に、港区は設けていません。

※４ 広畑港・飾磨港・木材港などの名称は、使用しないでください。
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【姫路港略図】

中川口右岸突端から１８０度２，７００メートルの地点まで引いた線、同地点から９７度３０分４，

８００メートルの地点まで引いた線、同地点から８７度９，０００メートルの地点まで引いた線、同地

点から０度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに市川潮止堰、野田川向島橋、船場

川最下流旧鉄道橋、水尾川西浜橋、夢前川最下流床止えん堤、汐入川水門、西汐入川水門、

大津茂川大吉橋、網干川東雲橋、揖保川本町橋、中川中川橋及び元川元川橋各下流の河川

水面

姫路港 港域線

東区飾磨区広畑区網干区西区

第１区

第２区 第２区

第１区第１区 第１区

第２区

第１区第１区

第２区

第２区

第１区

第３区

八木港

東航路

飾磨航路

広
畑
航
路
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【八木港略図】

姫路八木港西防波堤灯台（北緯３４度４６分１６秒、東経１３４度４３分２１秒）から３５２度２１０メ

ートルの地点を中心とする半径５００メートルの円内の海面及び三ツ橋下流の八家川水面

水深などの記載情報は、最新の海図でご確認願います。
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【相生港略図】

釜埼から金ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水深などの記載情報は、最新の海図でご確認願います。
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【赤穂港略図】

御埼から御前岩を経て取揚島北端まで引いた線、同地点から３２２度に引いた線及び陸岸

により囲まれた海面並びに大津川石ヶ崎橋、野々内澪樋門、千種川赤穂大橋及び御埼澪元

祿橋各下流の河川水面

水深などの記載情報は、最新の海図でご確認願います。
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２ 海上交通安全法（Ｐ－１０３～Ｐ－１１０に届出の説明、Ｐ－１３７～Ｐ－１５４に条文を記載）

（１） 概要

この法律は、船舶交通が輻輳する海域で、船舶交通について特別の交通方法を定

め、危険防止の規制を行うことで、船舶交通の安全を図ることを目的としており、東京

湾・伊勢湾・瀬戸内海で適用され、船舶の航行方法・船舶の航行に危険を及ぼさないための

措置に関する各種ルールを定めています。

具体的には

危険の防止に関すること

  航路及び航路付近の周辺海域を航行する船舶の安全を確保するため、工事・作業の実

施及び工作物を設置する際には、海上保安庁への許可申請・届出を定めた規定

があります。

本ガイドブックにおいては、このうち、工事・作業及び工作物設置を実施する際の姫路海

上保安部長への届出の手続きについて、ご説明いたします。

（２） 提出先

姫路海上保安部管内の海域においては、海上交通安全法に定める航路はないため「許

可」の手続きはありませんが、海上交通安全法の適用海域で工事・作業の実施及び工作物

を設置する際には、海上交通安全法に基づく「届出」を実施者から行う必要があります。

海上交通安全法に基づく届出は、工事・作業の実施及び工作物の設置を行う海域を管轄

する海上保安部の長を経由することとなっているため、姫路海上保安部長へ届け出ることと

なりますので、姫路海上保安部交通課へ提出してください。

（３） 適用海域

海上保安庁への届出を要しない「海上交通安全法の適用除外海域」とは、港則法で定

める「港域」・港湾法で定める「港湾区域」・漁港漁場整備法で定める「漁港区域」・陸岸に

沿った漁船以外は通常航行しない海域と定めており、これを図に示しますとＰ－８のように

なりますが、付近海域の船舶交通の状況を踏まえたうえで

海上交通安全法の適用海域と適用除外海域との境界付近で実施される行為については

届出の対象となる場合や海上交通安全法の適用海域と港則法で定める港域の境界付近

で実施される行為については港則法の許可申請の対象となる場合がありますので、事前に

実施する行為の概要・実施区域を明らかにした図面などをもとに、姫路海上保安部交通課

へご相談いただくようお願いします。

なお、船舶交通の安全確保と工事・作業中の事故防止の観点から、実施される内容につ

いては「海上交通安全法の適用除外海域」であっても、姫路海上保安部長あての「作業

届」（Ｐ－１１１ 参照）として提出をお願いしておりますので、ご協力をよろしくお願いします。
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３ 航路標識法（Ｐ－１１３～Ｐ－１２１に申請・届出の説明、Ｐ－１５２～Ｐ－１５４に条文を記載）

（１） 概要

この法律は航路標識を整備し、合理的かつ能率的な運営を図ることによって、船舶

交通の安全を確保し、船舶の運航能率の増進を図ることを目的としており、灯火や設

置物の形・色などで港や航路などを示すため、沿岸水域を航行する船舶の指標となる灯台

や灯浮標などの「航路標識」を対象とした設置・管理に関する法律です。

航路標識の設置・管理は海上保安庁が行うこととしていますが、必要により一般の方々で

も行うことができ、航行船舶の安全を確保するために、光り方や光りの強さなどを定め海上

保安庁への許可申請・届出を行っていただくため、本ガイドブックにおいては、その手続き

について説明します。

（２） 許可標識・簡易標識

実効光度（光の強さを言います。）１５カンデラ以上の航路標識を「許可標識」といい、事

前に許可を得たうえで、設置する必要があります。

実効光度１５カンデラ未満の航路標識を「簡易標識」といい、工事・作業などで一時的に

設置する場合を除き、設置、既設設備の変更、運用の廃止の時に届け出る必要がありま

す。

「許可標識」についても設置した後において、既設設備の変更、運用の一時休止、廃

止・撤去を行う際に、設置者・管理者が所要の手続きを行うことが必要となります。

（３） 提出先

灯台などを設置する際には事前に設置目的・施工区域などを明らかにした図面などを

ご用意いただき、姫路海上保安部交通課へ許可申請・届出の手続きをしてください。

４ 水路業務法（Ｐ－１５５～Ｐ－１５９に条文を記載）

（１） 概要

この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学基礎資料を整備し、もっ

て海空交通の安全に寄与するとともに、国際間における水路の情報交換に資するこ

とを目的としており、海図や潮汐表など水路図誌と呼ばれる船舶の安全な航海を計画するう

えでの基礎資料の作成、潮汐や海潮流といった海上で発生する自然現象の観測といった業

務の実施要領を定めています。

海図などの水路図誌は常に最新データに基づき提供することが重要で、水深や港湾の

形状変化があった場合は、姫路海上保安部交通課へ情報提供をお願いしているところで

す。

本ガイドブックにおいては、水路業務法第６条に定める水路測量の許可申請、水路業務

法第１９条に定める海上工事等に係る海上保安庁への通報について、ご説明いたします。

なお水路業務法に関するお問い合わせは、第五管区海上保安本部海洋情報部監理課

情報係（電話：０７８－３９１－６６５１、内線：２５１５）へお願いします。
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（２） 水路測量の許可

海上における深浅測量については、潮位の変化も踏まえその場所の海底から海面まで

の深さを正確に計測する必要があり、その成果については海図などの水路図誌に反映す

るほか、海図に記載されている現水深との確認に用いることから、水路業務法第６条で水

路測量を実施する際には、海上保安庁の許可を得ることとなっています。

水路測量を実施する場所・内容・使用器材などの資料とともに、原則として実施の１ヶ月

前までに許可を得ることとなっています。

港則法に基づく許可申請・届出、海上交通安全法に基づく届出などとは別に、「第６条申

請」を行うことになりますので、余裕を持って第五管区海上保安本部海洋情報部へご相談

をお願いします。

（３） 港則法に基づく許可申請・届出、海上交通安全法に基づく届出などにより、船舶の安全

な航海に必要とされる資料は、海図などの水路図誌に反映されています。

しかしながら、港則法・海上交通安全法が適用されない海域では、海上保安部への許可

申請や届出の義務はなく、ここで工事・作業が行われて新しい岸壁ができた・防波堤が撤

去された、といった内容は海図などの水路図誌に反映されません。

水路業務法第１９条では「港湾の修築や海岸線に重大な変化を生じる工事を行う場合

は、海上保安庁へ通報」しなければならない（Ｐ－１１１・１１２ 参照）、と定めています。

工事作業の着手前に余裕を持って第五管区海上保安本部海洋情報部へご相談をお

願いします。

５ その他

  海上保安庁が所管する法令について説明してまいりましたが、このほかにもご理解をいただ

きたい法令として、港湾法と河川法をご紹介いたします。

（１） 港湾法

港湾法は、交通の発展及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環

境の保全に配慮し港湾の秩序ある整備と適切な運営を図るとともに、航路を開発し

及び保全することを目的としており、港湾管理者として姫路港・八木港は姫路港管理事務

所（電話：０７９－２３５－０１７６）、相生港・赤穂港は光都土木事務所（電話：０７９１－５８－２

２３３）において、事務が行われています。

港湾法では港湾管理者において岸壁、防波堤、航路、泊地などの施設を良好に維持管

理することとされています。

船舶交通の安全確保と良好な港湾を維持することで、海上交通の健全な発展を担ってい

ることになります。

従って、姫路港長・姫路海上保安部長へ許可申請・届出を行うにあたっては、港の管理者

でもある港湾管理者にもご説明をしていただくとともに、行為の着手にあたっては事前に所

要の手続きを行っていただくようお願いします。
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（２） 河川法

   河川法は、洪水・高潮などによる災害発生を防止し、河川が適正に利用・流水の正常な

機能が維持され、河川環境の整備と保全がなされるよう総合的に管理することで、国土の

保全と開発に寄与し、もって公共の安全を確保し公共の福祉を増進することを目的として

おり、一級河川と二級河川に分けたうえで姫路河川国道事務所（電話：０７９－２８２－８２１

１）又は地方自治体の河川管理担当部局に河川管理者を配置して、適切な維持管理がさ

れています。

姫路港・八木港・相生港・赤穂港とも、河川の河口に広がった港であり、港内にはいくつ

もの河川が存在しています。

港は「港湾区域」・｢港域｣といった範囲で示されるのと同じく、河川にも河川法に基づく

「河川区域」が設けられていますが、船舶の航行実態や河川域に設置されている岸壁など

のけい留施設の配置状況から、「河川区域」と「港湾区域」が重複する「河川・港湾区域」が

存在する箇所があり、このような場合は河川管理者に対してもご説明をしていただくととも

に、行為の着手にあたっては事前に所要の手続きを行っていただくようお願いします。

（３） 海上において、行為を行う際に適用される主な法令についてご説明をいたしましたが、

海上部と陸上部で同時に行われる行為については、陸上部で適用される法令もよく理解

しておく必要があります。

  事前に、関係機関と十分な協議調整を図っていただくよう、よろしくお願いします。
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第２章 申請・届出時の留意事項

～～すみやかに申請・届出の準備をしましょう！～～

◎ 概説

  第１章において、姫路港長・姫路海上保安部長へ許可申請・届出を行う必要のある行為

【海上部における行為】であることが明らかとなった場合は、許可申請書・届などの作成を

行い、実施者が申請・届出をお願いします。

  本章では、許可申請・届出にあたって留意していただきたい事項の説明を行いますので、

速やかに手続きを完了していただくよう、よろしくお願いします。

１ 事務取扱時間

  受付時間は、平日(月曜日～金曜日)の午前８時３０分～正午、午後１時～午後４時３０分、

閉庁日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）です。

   ただし、人命救助や流出物の回収・航路障害物の撤去といった緊急を要する場合のみ、

時間外・閉庁日でも取扱いますので、事前に電話連絡をお願いします。

  ※ Ｎａｃｃｓ（港長関係の電子申請システム）についても、同様に取扱います。

  担当課は

   姫路海上保安部 交通課

   住所 〒６７２－８０６３ 姫路市飾磨区須加２９４－１ 姫路港湾合同庁舎３階

   電話 ０７９－２３１－５０６５ FAX ０７９‐２３１－５０６６

  です。

２ 審査基準及び標準処理期間

  港長又は海上保安部長（以下「港長等」という。）は、行政手続法により、港則法・海上交通

安全法・航路標識法の規定による各種許可・届出に対する審査基準及び標準処理期間を

含めて窓口で閲覧・姫路海上保安部ホームページ（http://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/

himeji/setsuchi_todokede/menu.html）で公開しているとともに、Ｐ－１６０～Ｐ－１７０でもご確

認できますので、許可申請を行う場合の参考としてください。

  例として、工事・作業・行事許可申請の際の標準処理期間は、１ヶ月程度となっています。

３ 書類作成上の留意事項

港則法・海上交通安全法・航路標識法など、姫路海上保安部交通課へ提出する許可申

請・届に関する共通の留意事項についてご説明いたします。

（１） 許可申請・届出で用いる書類は市販されていないため、申請者においては姫路海上保

安部ホームページ（http://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/himeji/setsuti_todokede/

menu.html）からダウンロードするか、別冊・資料集の中から所定の様式をパソコン上のデ

スクトップにコピーし、本ガイドブックの各許可申請・届出の記載要領を参考として作成して

ください。
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用紙のサイズはＡ４版を用い、左とじ・横書きとし、Ａ３版用紙などを用いる場合は折り込ん

でください。

なお熱転写式ファックスなど、長期保存に適さない用紙は使用しないでください。

（２） 黒色のペン又はボールペンで記載し、プリンターなどを使用する場合は、黒色インクを使

用してください。

  図面上で、作業区域・施工区域・標識位置などを表示する際には、マーカーなどを用いる

などしてわかりやすくお願いします。

特に、すでに許可・届出をしている書類の変更する内容を記載した許可申請書・届を提出

する場合は、変更前・変更後の項目を明記したうえで、説明文などを用いて変更する部分

をわかりやすく表示していただくようお願いします。

（３） 姫路海上保安部交通課へ提出する日を「提出日」とし、和暦（平成○年○月○日）で記

入してください。

   届出書など、一部郵送で手続きが可能な書類については、郵送した日とします。

（４） 提出していただく申請・届出書類の部数は

   姫路港長又は姫路海上保安部長あて港則法関係書類ほか、届出書→１部

   第五管区海上保安本部長あて海上交通安全法関係書類→２部

を基本としますが、提出者において保管するものなどについては、提出前にご確認をお願

いします。

所定の手続き後に、許可又は受理印を押印して、１部をお返しします。

（５） 申請者は、法人又は団体において代表権を有する方であって、法人又は団体の名称・職

名・氏名を記入のうえ、社印又は私印の押印若しくは署名をしてください。

   作業責任者などの提出者・担当者と必ず一致しない場合があるため、契約書・発注証明

書などで事前に確認をお願います。

（６） 許可又は受理前に記載内容を修正などする場合は、横線２本を引いて削除・その上部余

白部分に新しい内容を記載し、削除部分に訂正印（申請者印又は提出者・担当者印で

可）を押印又は署名してください。

（７） 港長等の許可印、受理印などを押印した書類について、記載内容や申請・届出内容など

を修正することは出来ません。

すでに許可・届出している期間を超えた場合は、再申請・届出を行っていただくことにな

ります。

なお危険物荷役許可申請書やけい留施設使用届など、一部の申請・届出では電話通

報で処理できる項目がありますので、「内容変更許可申請書」又は「変更届」の提出は必

要ありません。

詳細については、各項目の記載要領の説明をご確認願います。

（８） 許可申請・届出書類の記載欄に記入事項がない場合は、「なし」或いは斜線を引き、空白

欄のないようにお願いします。

（９） 特定の船舶が、同一場所で入出港・危険物荷役・けい留を繰り返す場合は、１ヶ月を単位
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とした「包括許可申請」ができます。

この場合は、毎月２０日から月末までに翌月分の許可申請を行うとともに、毎月５日まで

に実績を提出していただくこととなります。

「包括許可申請」を希望される際には、事前に姫路海上保安部交通課へご相談をお願

いします。

（１０） 港則法で規定する船舶は、水上輸送の用に供する船舟類となっており、起重機船・台船

など自ら航行する動力を有しない「無動力船」も含まれています。

このような総トン数の定めのない船舶については、積載トン数の６０パーセントを総トン数

とみなしておりますので、入出港届・けい留施設使用届などの提出の際には、ご注意願

います。

（１１） 許可書は、当該行為の行われている現場に必ず携行し、許可の内容・許可条件・港長

等の指導事項・事故防止措置などを現場関係者に周知し、遵守してください。

また届にあっても、届出内容・安全対策などを現場関係者に周知し、励行してください。

（１２） 表紙を除き、申請・届出書類が複数枚にわたる場合は、ページ数を記載してください。

（１３） 海上保安庁では、申請者の利便性向上を図るため、危険物荷役許可申請・けい留施設

使用届・入出港届などの手続きが事業所のパソコンからできる電子申請として「Ｎａｃｃｓ

（ナックス）」システムの利用促進を行なっています。

利用にあたっては、通信経費以外の料金は無料で、プロバイダとの回線を備えたパソコ

ンがあれば運用できますので、導入されていない方・導入をお考えの方は

  輸出入・港湾関係情報処理センター㈱ 電話：０１２０－７９４５２５（０６－６４４６－３８１２）

    （平日の０８３０～１８００において、対応）ＵＲＬ：http://www.naccs.jp/ へご相談下さ

い。
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第３章 港則法等関係書類の作成・申請要領

～～実施する行為に応じた書類を作成しましょう！～～

◎ 概説

本章においては、港則法が適用される姫路港・相生港・赤穂港・八木港などにおいて実施

される行為に対して、姫路港長・姫路海上保安部長へ許可申請・届出を行っていただく個々

の書類の作成をご説明いたします。

書類の作成・申請をされる方は、船長・発注者などの関係者と事前に調整・確認を行い、記

載事項の漏れや誤りのないよう、記載例をご確認いただきながら正確な書類の作成、許可申

請・届出の手続きを行っていただくようよろしくお願いします。

１ 入出港届

   総トン数２０トン以上の船舶は、姫路港に入港したとき、出港しようとする時には港長に「入

出港届」を提出しなければなりません。

（１） 根拠となる条文

（２） 提出者

  船長。ただし、船長から委任を受けた船主、代理店など若しくは一等航海士などの船舶

の職員でも結構です。

（３） 使用する様式

  第１号様式（別冊・資料集に、保存しています。）を使用してください。

なおこの様式は、税関・入国管理事務所及び港湾管理者へ提出するものと共通となっ

ています。

（４） 届出が必要となる対象船舶

入出港届省略許可を受けた船舶及び次に該当する船舶を除く総ての船舶が、対象となり

ます。

港則法施行規則 第２条                       

次の各号の一に該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。

1 総トン数２０トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろか

いをもつて運転する船舶

2 平水区域を航行区域とする船舶

3 旅客定期航路事業（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第４項に規定する旅客

定期航路事業をいう。）に使用される船舶であつて、港長の指示する入港実績報告書及び

次に掲げる書面を港長に提出しているもの

港則法 第４条

船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の

定めるところにより、港長に届け出なければならない。
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イ 一般旅客定期航路事業（海上運送法第２条第５項に規定する一般旅客定期航路事業を

いう。）に使用される船舶であつては、同法第３条第２項第２号に規定する事業計画（変更

されたものにあつては変更後のもの。）のうち航路及び当該船舶の明細に関する部分を記

載した書面並びに同条第３項に規定する船舶運航計画（変更されたものにあつては変更

後のもの。）のうち運航日程及び運航時刻並びに運航の時季に関する部分を記載した書

面

ロ 特定旅客航路事業（海上運送法第２条第５項に規定する特定旅客定期航路事業をい

う。）に使用される船舶であつては、同法第１９条の３第２項の規定により準用される同法第

３条第２項第２号に規定する事業計画（変更されたものにあつては変更後のもの。）のうち

航路及び当該船舶の明細に関する部分を記載した書面並びに同条第３項に規定する船

舶運航計画（変更されたものにあつては変更後のもの。）のうち運航日程及び運航時刻並

びに運航の時季に関する部分を記載した書面

（５） 提出する時期

① 入港届（入出港届を含む。）

入港後に「遅滞なく」提出していただくもので、「遅滞なく」とは可能な状態の下にあって

は猶予することなく行なうことを意味し、提出することが可能な状態の下においては、直ち

に届け出なければなりません。

入港した際に、出港日時があらかじめ定まっているときは、「入出港届」として提出できま

すが、出港時間が変更となった場合は電話でその旨を通報してください。

② 出港届  

出港前の適宜の時期に提出してください。

（６） 留意事項

① 提出部数は１部ですが、控えが必要な場合は２部ご用意ください。

控えとして提出された入出港届にも、姫路港長の受理印を押印しますが、この控えは入

出港日時や停泊場所などの記載されている内容を港長が証明するものではありませんの

でご注意下さい。

② 船名は、外国船の場合は英語で、日本船の場合は日本語で船舶国籍証書に記載され

ているとおり記入してください。

③ 電算機による事務処理を行っていますので、「前寄港地・次寄港地」の欄には港の名称

を「港における船舶の位置（停泊地）」欄には姫路港内の停泊・係留した場所を記入して

いただくようお願いします。

   Ｎａｃｃｓ申請の場合、出港時に次の港が決定していない・港湾コードが不詳の場合は、

「（国コード）ＺＺＺ」のダミーコードの利用が可能ですが、極力出港後の寄港地を記載する

ようにお願いします。

（港湾コード・岸壁コードは、Ｐ－１７１～１７６でご確認ください。）

④ 本条における「入港」とは、港域線の内側に入ったときをいうのではなく荷役・人の乗下

船・物資補給などの目的をもって港域内に停泊する際、岸壁・桟橋などの係留施設に完
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全に係留したとき、錨泊の場合は錨が海底をかいたときをもって「入港」とします。

  「出港」とは、岸壁・桟橋などの係留施設から係留索を完全に放したとき、錨泊の場合は

海底に着いた錨が立ち上がったとき（起錨となったとき）をもって「出港」とします。

⑤ 港内の岸壁・係留施設を移動して複数の場所で荷役を行う場合などは、仕出港から姫

路港に最初に「入港」した日時、姫路港で最後の荷役を終え次の目的地へ向けて「出港」

する日時を【３ 到着日時/出発日時】に記載し、姫路港内での移動状況は【１６ 備考】に

記載をしておいてください。

⑦ 書面による場合にあっては、届出者の所属又は職名を記載し、署名してください。

⑧ 以下の作成例を参考として、作成をお願いします。

作成例
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2 入出港届・係留施設使用届省略許可申請書

定期的に運航している船舶で、概ね毎日のように入出港する船舶は、あらかじめ港長の許

可を受けていれば入出港届等をその都度提出する必要はありません。

（１） 根拠となる条文

（２） 申請者  

船長。ただし船長から委任を受けた船主・代理店など若しくは一等航海士などの船舶の

職員でも結構です。

（３） 使用する様式

    入出港届省略許可申請は第２号様式、係留施設使用届省略許可申請は第５号様式

（別冊・資料集に、保存しています。）を使用してください。

（４） 許可の対象となる船舶

  主に姫路港を基地とし、係留場所が確保され船舶の動静把握が容易な次に掲げるような

船舶です。

① 同一船舶が、一定の範囲内に停泊すること

② 月に１０回以上入港（係留）すること

（５） 提出する時期

  毎月２０日～末日の間で、許可を受けようとする期間の始期までに、十分余裕をもって申

請してください。

（６） 留意事項

① 許可を申請する期間は、その月の最終日までの1 か月以内に限って申請してください。

② 許可期間が終了した場合は、翌月の５日までに「入出港実績報告書」「係留施設使用実

績報告書」を提出してください。

③ 許可申請の際には、申請する期間の入出港（係留）予定表を添付してください。

④ 「包括許可申請」を希望される際には、事前に姫路海上保安部交通課へ、対象とする船

舶や運航状況などの資料をご提示いただき、ご相談をお願いします。

⑤ Ｐ－２０の入出港届省略許可申請書・Ｐ－２１の係留施設使用届省略許可申請書・Ｐ－２

２の入出港実績報告書の作成例を参考として、作成をお願いします。

港則法施行規則 第２１条

あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第１条（入出港届）及び第４条第４項（係留

施設使用届）の届出をすることを要しない。
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作成例

裏面
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作成例

裏面
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作成例

※ １ 係留施設使用実績報告書は、表題を「係留施設使用実績報告書」

として、本紙に準じて作成してください。

※ ２ 本文は「平成○年○月分の姫路港○○岸壁における係留施設使

用実績は下表のとおりでしたので、報告します。」と記入して提出くだ

さい。
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３ 停泊場所指定願

  港長が行う停泊場所の指定には、港則法第５条第２項に基づき省令の定める特定港で一

定の大きさの船舶に対して指定するものと港則法第２２条に基づき危険物積載船舶に対して

指定するものがあります。

   姫路港は省令の定める特定港ではありませんので、姫路港長は特別の場合を除き、危険

物積載船舶に対してのみ指定しています。

（１） 根拠となる条文

※１ 省令の定めるところ－姫路港各港区の第２区（東区は、第３区）

※２ 省令の定める船舶－総トン数５００トン以上の船舶

※３ 省令の定める特定港－京浜港、阪神港（神戸区・大阪区・堺泉北区）、関門港（若松

区は、３００トン以上）  

港則法第５条

１ 特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところ（※１）により、各々そのトン

数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならな

い。

２ 国土交通省令の定める船舶（※２）は、国土交通省令の定める特定港内（※３）に停泊

しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設（以下「け

い留施設」という。）にけい留する場合の外、港長からびょう泊すべき場所（以下「びょう

地」という。）

の指定を受けなければならない。

この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内におい

てびょう地を指定しなければならない。

３ 前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、

入港船舶に対してびょう地を指定することができる。

港則法第２２条

危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除い

て、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。

但し、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険

物の種類、数量及び保管方法に鑑み差し支えがないと認めて許可したときは、この限りで

ない。

港則法施行規則第３条

法第５条第１項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第１

のとおりとする。
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（２） 申請者

  船長。ただし、船長から委任を受けた船主、代理店など若しくは一等航海士などの船舶

の職員でも結構です。

（３） 使用する様式

  第３号様式（別冊・資料集に、保存しています。）を使用してください。

（４） 対象となる船舶

爆発物以外の危険物を積載して、入港しようとする船舶（総トン数の規制はありません。）

です。

（５） 提出する時期

爆発物以外の危険物を積載して入港するまでに、十分余裕をもって提出してください。

（６） 留意事項

① 「危険物」とは、港則法に定める危険物を言います。（Ｐ－１７７～Ｐ－１９１ 参照）

② 停泊許容量は次のとおりです。危険物専用岸壁（Ｄ岸壁）においては岸壁ごとに定めて

おり、下の停泊許容量は適用しません。

※ 保安港区は、港湾法第３９条第１項第７号により、爆発物その他の危険物を取扱わせること

を目的とする港区として、定められています。

イ 保安港区－姫路港においては指定はありません。

ロ ２種類以上の危険物を積載している場合又は開放された場所と開放しない場所

に積載している場合の停泊許容量は、それぞれの危険物の数量をそれぞれの停泊

許容量で除した商の和が１を超えない数量とします。

【計算式】

     ａ/Ａ＋ｂ/Ｂ＋ｃ/Ｃ＋・・・・≦ 1

停泊許容量
区     分

保安港区 保安港区以外の場所
備      考

係留施設
係船浮標

又は錨地
係留施設

係船浮標

又は錨地

危険物を開放さ

れた場所に積載

している場合

危険物を積載し

てある船艙又は

区画を開放する

場合

荷役許容量

の２倍

荷役許容量

の２倍

荷役許容量

の２倍

（Ｃ１岸壁

の４倍）

当該開放された

場所の危険物の

付近又は同一船

艙 若 し く は区 画

内で他の危険物

の荷役を行うとき

は、荷役許容量

に同じ。

危険物を積載し

てある船艙又は

区画を開放しな

い場合

荷役許容量

の５倍

無制限

荷役許容量

の５倍
無制限
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          ａ．ｂ．ｃ・・・それぞれの危険物積載量

          Ａ．Ｂ．Ｃ・・・それぞれの危険物の停泊許容量

⑤ 港則法施行規則第３条別表第１により、港区ごとに停泊すべき船舶が定められており、姫

路港では危険物を積載した船舶は、各港区の第２区（東区は、第３区）に「指定錨地」を設

けていますので、必ず指定された錨地に錨泊してください。

錨地は、Ｐ－２６及びＰ－１９２・Ｐ－１９３にて確認してください。

⑥ 危険物積載船舶以外の船舶については、錨地の指定を行いませんので、Ｐ－２６に示す

「危険物積載船舶の指定錨地」に停泊しないでください。

航路の付近や余裕水深が確保できない場所、船舶の振れ回り範囲を考慮し他の船舶の

航行に支障がある場所での錨泊をしないよう、事前に安全な位置を確認してください。

⑦ 指定された時刻より早く到着した場合には先船が錨泊していて、錨泊できない場合もありま

す、また、荷役を終え離岸・離桟後に仕向港までの時間調整、航海途中での燃料・食料な

どの物資補給、乗組員の交替などの目的での錨地利用はないようにしてください。

  停泊期間は原則として２日間（４８時間）以内としています。

⑧ 台風接近時や津波襲来時などには停泊場所の指定は行いません。風や波の影響で走錨

するおそれがあることから、港域内にとどまらず播磨灘航路・播磨灘北航路など船舶交通の

輻輳する海域を避けた安全な場所で、厳重な見張りを行い錨泊してください。

⑨ 危険物を積載したまま夜間・休日などに、岸壁・桟橋などへ係留する場合は、岸壁・桟橋

管理者の了承を得てください。

⑩ Ｐ－2７･２８の停泊場所指定願の作成例を参考として、作成をお願いします。
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作成例
（危険物荷役許可申請と併せて申請した場合）
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裏面



- 29 -

４ 係留施設使用届

  姫路港では、総トン数５００トン以上の船舶がけい留施設を使用するときには係留施設使用

届をあらかじめ港長に届け出なければなりません。

（１） 根拠となる条文

（２） 届出者

  係留施設の管理者です。

（３） 使用する様式

  第４号様式（別冊・資料集に、保存しています。）を使用してください。

（４） 届出の対象となる船舶

  総トン数５００トン以上の船舶（船種の区別は、ありません。）です。

（５） 提出する時期

  係留しようとするまでに、十分余裕をもって届出してください。

港則法第５条第５項

特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するとき

は、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければなら

ない。

港則法施行規則第４条第４項

法第５条第５項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン

数５００トン（関門港若松区においては、総トン数３００トン）以上の船舶の係留の用に供す

るときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。

１ 係留の用に供する係留施設の名称

２ 係留の用に供する時期又は期間

３ 係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水

４ 係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量

港則法施行規則第４条第５項

特定港の係留施設の管理者は、次の各号の一に該当する船舶の係留の用に供すると

きは、前項の届出をすることを要しない。

１ 第１条第４項の規定（漁船における、１ヶ月間の入出港の予定の提出）により、同項本

文の書面を港長に提出している船舶

２ 第２条第３項の規定（旅客定期航路事業などに使用される船舶における、事業計画の

うち航路、当該船舶の明細、運航回数及び発着時刻並びに運航の時季に関する部分

を記載した書面の提出）により、同号の書面（港長の指示する入港実績報告書を除く。

）を港長に提出している船舶
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（６） 留意事項

① 係留施設の管理者は、係留しようとする船舶が当該施設の水深・係船能力などを考慮

して、安全に係留できることを確認のうえ届出してください。

② 同一係留施設において、係留船舶が重複しないよう係留時間を調整のうえ届出して

ください。

③ 総トン数が明示されていない無動力の台船・バージ・作業船などは、次のいずれかで

総トン数を算出して、５００トン以上であれば本届を提出してください。

    イ 積載トン数がある場合－積載トン数×０．６

    ロ 積載トン数がない場合－全長×幅×平均喫水（貨物満載状態）×０．６

④ 係留能力を超える船舶は原則としてその施設の利用は使用できません。

やむを得ない事情のある場合には、十分余裕をもって事前に姫路海上保安部交通課へ

相談してください。

なおこのような特殊な係留となる場合は、調整を図っていただくとともに、Ｎａｃｃｓでの申

請・危険物積載船舶については取り扱いません。

⑤ Ｐ－３１の係留施設使用届を参考として、作成をお願いします。
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作成例

裏面
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５ 危険物荷役許可申請書 

  姫路港内において、船舶で危険物の荷役をするには港長の許可が必要となります。 

（１） 根拠となる条文 

 

 

 

 

（２） 申請者   

船長。ただし、船長から委任を受けた船主、代理店など若しくは一等航海士などの船舶

の職員でも結構です。 

（３） 使用する様式 

第３号様式（別冊・資料集に、保存しています。）を使用してください。 

（４） 許可の対象となる船舶   

危険物を貨物として荷役をしようとする総ての船舶です。 

貨物船・タンカーなどの船種を問いません。 

船内消費されるプロパンガス・灯油などの積込みは、危険物の荷役に該当しません。 

（５） 提出する時期 

   危険物の荷役を開始するまでに、十分余裕をもって申請してください。 

   ただし、停泊場所の指定を受けていない船舶にあっては、姫路港長の指揮を受けて 

いる場合を除き、姫路港の境界に入るまでに申請してください。 

（６） 留意事項 

① 危険物の品名は商品名などを使用せず、告示に定められた品名（Ｐ－１７１～Ｐ－１９１ 

参照）を記入してください。 

また、引火性液体類は必ず引火点を記入してください。 

② 船舶の停泊及び荷役時間が、同一岸壁において他の船舶と重複しないよう、確認のうえ 

申請してください。 

③ 危険物の数量は、個品の場合は容器包装の数、ばら積みの場合は容量を記載し、正味

重量は容器包装の重量を差し引いた危険物そのものの重量をトン数で記載してください。 

    なお、火薬類のうち弾薬及び火工品については薬量が判明しているときは正味重量の

下に（ ）書きで薬量を記載してください。 

④ 次の危険物荷役に際しては、荷役する危険物の種類・数量・荷役場所・荷役方法などを

明記した資料とともに、あらかじめ姫路港長と調整してください。 

イ 火薬類を２５キログラム（等級が１ . ３ 、１ . ４ 又は１ . ６ の場合は１トン、爆薬換算量を

いう。）を超えて荷役する場合  

ロ 核分裂性物質等を荷役する場合 

⑤ 荷役許容量は、危険物の種類と荷役場所（岸壁区分等）を考慮して、Ｐ－３４のとおり「危

険物接岸荷役許容量」により荷役量が定められています。 

港則法第２３条第１項  

 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受 

けなければならない。 
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  各一般岸壁においては、Ｐ－３４の表に記載されている種類・数量を超えない範囲で荷

役を行うこととし、超える場合は荷役する危険物の種類・数量・荷役場所周辺の状況など

を勘案し、荷役安全管理体制・荷役時間・荷役方法などの安全対策を明記した資料に基

づき、姫路港長と事前に調整を行ってください。

  危険物専用岸壁においては、あらかじめ承認されている数量が最大荷役量となります。

  承認されていない危険物の荷役・承認をされている種類の危険物であっても、荷役数量

が数量を上回る荷役・最大荷役船型の要目が大きい船舶で行なう荷役、などといった承

認内容と異なる荷役についても、安全対策を明記した資料に基づき、姫路港長と事前に

調整を行ってください。

⑥ ２種類以上の危険物を荷役する場合の許容量は、それぞれの危険物の数量を、それ

ぞれの荷役許容量で除した商の和が１を超えない数量とします。

⑦ 既に危険物を積載している船舶が、一部の危険物を荷卸し又は積込みする場合の荷役

許容量は、荷役しない危険物の数量を停泊許容量（積載場所を開放する場合は荷役許

容量）で除した商と荷役する危険物の数量を荷役許容量で除した商の和が１を超えない

数量とします。

【計算式】

   （ａ1/Ａ1＋ａ2/Ａ2＋・・）＋（ｂ1/Ｂ1＋ｂ2－/Ｂ2＋・・）≦ 1

ａ 1 ，ａ 2・・・・・既に積載していて荷役しない危険物の量

Ａ 1 ，Ａ 2・・・・・既に積載していて荷役しない危険物の停泊許容量

ｂ 1 ，ｂ 2・・・・・荷役する危険物の量

Ｂ 1 ，Ｂ 2・・・・・荷役する危険物の荷役許容量

（注） 上式の計算に際しては、Ｃ２岸壁における火薬類のＡ又はＢは、それぞれＣ２岸壁     

   における火薬類の停泊許容量又は荷役許容量の２倍の数量とする。

⑧ 引火性危険物を荷役する場合は、荷役本船から岸壁・桟橋の施設を直接ホースなどで

結ぶ荷役を行うこととし、荷役本船と岸壁・桟橋の間に他の船舶などを挟んで行う「山越し

荷役」はしないようにしてください。

⑨ 荷役が日没後まで及ぶ或いは日没後に荷役を開始する場合は、照明設備や夜間にお

ける荷役安全管理体制・災害発生時の防災対策など、荷役の安全性について事前に確

立するようにしてください。

⑩ メタン又は液化天然ガス（ＬＮＧ）の荷役にあっては、クールダウン開始をもって荷役開始

とします。

⑪ Ｐ－３５・３６の危険物荷役許可申請書の作成例を参考として、作成をお願いします。
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注）荷役許容量欄の Ａ、Ｂ、Ｃ1、Ｃ2 は岸壁区分
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作成例
（停泊場所指定願と併せて申請した場合）
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裏面
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６ 危険物運搬許可申請書

姫路港内において、船舶で危険物の運搬をするには港長の許可が必要となります。

（１） 根拠となる条文

（２） 申請者  

船長。ただし、船長から委任を受けた船主、代理店など若しくは一等航海士などの船舶

の職員でも結構です。

（３） 使用する様式  

第７号様式（別冊・資料集に、保存しています。）を使用してください。

（４） 許可の対象となる船舶

同一特定港内又は境界付近において、危険物を運搬しようとする船舶です。

（５） 提出する時期

危険物の運搬を開始するまでに、十分余裕をもって申請してください。

（６） 留意事項

① 「運搬」とは、運搬の始発・終着の両地点がその特定港内又は境界付近にある場合をい

います。

② 運搬の許可を受けた船舶は、その運搬に伴う積込み及び荷卸しの許可を併せて受けた

ものとみなします。

③ 運搬する危険物の積込み及び荷卸しに関する代理店が異なる場合は、それぞれの作

業について、第３号様式による「危険物荷役許可申請」の手続きによっても差し支えありま

せん。

④ 申請書類作成及び荷役許容量などに関する留意事項は、前述の危険物荷役許可と同   

  じです。

⑤ 運搬の許可を受けた船舶が他船に積込む（荷卸）場合、荷役する危険物が他船の船用

品でない場合（貨物として扱う場合）は、他船も危険物荷役の許可が必要です。

⑥ Ｐ－３８・３９の危険物運搬許可申請書の作成例を参考として、作成をお願いします。

港則法第２３条第４項

船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、

港長の許可を受けなければならない。
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作成例
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裏面
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７ 危険物荷役・運搬包括許可申請書

（１） 要件

危険物（火薬類を除く。）の荷役又は運搬について、次のような要件を満たす場合は、一船

ごとに1 か月以内の期間を限り、包括的に許可申請をすることができます。

① 危険物の種類、数量その他を勘案し、危険が少ないと認められること

② 荷役又は運搬の回数が非常に多いこと（少なくとも２ ～３日に１回程度）

③ 荷役又は運搬する危険物の種類が毎回同一又は類似のものであり、数量がほぼ一定

していること

④ 危険物の専用船であること、又は一般船舶の場合は数量が少ないこと

⑤ 船内消火設備及び火気管理が十分であること

⑥ 荷役場所は、岸壁区分がＤに属する危険物専用岸壁・桟橋であること

その他の場所であるときは、荷役量が少なく場所が一定であり、Ｄ岸壁区分に準じて安

全対策などの措置が講じられていること

⑦ 荷役船舶及びバースの双方において、適正な荷役安全管理が行われていること

（２） 申請者  

船長又は委任を受けた船主、代理店等若しくは一等航海士などの船舶の職員です。

（３） 使用する様式  

第７号様式（別冊・資料集に、保存しています。）を使用してください。

なお、表題を「危険物荷役包括許可申請書」と修正して提出してください。

（４） 提出する時期

  荷役又は運搬を開始する前月末までに、十分余裕をもって提出してください。

（５） 留意事項

① 危険物を積載したまま夜間・休日などに、岸壁・桟橋などへ係留する場合は、岸壁管理

者の了承を得てください。

② 許可期間中の実績表を一船ごとに、翌日５日までに「危険物荷役実績表」を提出してく

ださい。

③ 許可を申請する期間は、その月の最終日までの1 か月以内に限って申請してください。

④ 許可申請の際には、申請する期間の「危険物荷役予定表」を添付してください。

⑤ 「包括許可申請」を希望される際には、事前に姫路海上保安部交通課へ、対象とする船

舶や運航状況・荷役する危険物などの資料をもとに、ご相談をお願いします。

⑥ Ｐ－４１・４２の危険物荷役包括許可申請書、Ｐ－４３の危険物荷役実績表の作成例を参

考として、作成をお願いします。
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作成例



- 42 -

裏面
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作成例

※１ 危険物荷役予定表は、表題を「危険物荷役予定表」として
本紙に準じて作成してください。

※２ 本文は「平成○年○月分の姫路港における危険物荷役の
予定については、下表のとおりです。」と記入して、提出し
てください。
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８ 危険物専用岸壁承認願

事業活動において、特定の危険物を大量に荷役する際は、荷役船舶に応じた岸壁・桟橋

などの設備を整えるとともに、漏油や火災などを防止するための知識と経験を有する者を配

置した荷役安全管理体制を確立させ、取扱う危険物に応じた防災資器材の配置を行って、

港内航行船舶や付近住民の安全を確保する必要があります。

一般貨物を取扱う岸壁・桟橋と区別し、岸壁区分では「Ｄ岸壁」と呼ばれる「危険物専用

岸壁」として姫路港長の承認を得て荷役を開始することとしています。

ここでは、「危険物専用岸壁」として運用するにあたっての要件・姫路港長への所要の手続

きについて、ご説明をいたします。

（１） 危険物専用岸壁の基準

① 立地条件

イ 荷役船舶の船首から船尾に至る間の陸岸が、当該危険物又は類似の危険物を取扱

う事業所などの構内であること

    当該危険物又は類似の危険物を取扱う事業所以外の事業所などが含まれる場合は、

当該事業所などの火気管理状況その他が、適当と認められること

事業所などの構内以外にある岸壁・桟橋の場合は、岸壁・桟橋上を常時又は一時的

に占用し、立入禁止などの措置がとれること

ロ 原則として、付近の事業所などの同意が得られること

ハ 引火性危険物の荷役を行う岸壁の場合は、岸壁上の荷役場所及び荷役船舶から石

油類のタンク・ボイラー・裸火を使用する作業場などまでの距離が３０メートル以上確保

されていること

     危険物が漏えいした場合に引火するおそれのないような地形又は構造の場合は、上

記の距離を１５メートル程度まで減ずることができる

ニ タンカーによる引火性危険物の荷役を行う岸壁・桟橋の場合は、荷役船舶から他の停

泊船舶までの距離が３０メートル以上あり、又付近航行船舶が３０メートル以上離れて航

行する余地が十分あること

     ただし、荷役船舶の大きさ・付近停泊船舶及び航行船舶の種類や大きさ・輻輳状況な

どにより、上記の距離を適宜増減することができる

② 電気、照明設備

    引火性危険物の荷役を行う岸壁・桟橋上の照明設備その他の電気設備は、引火の原因

とならないものであること

③ 消防防災設備など

イ 荷役船舶又は付近の建物に火災が発生した場合の消火・延焼防止・タンクの冷却・危

険物への注水などのために、必要な消火設備（消火栓の数、ホースの長さなど）が整備

されていること

（消防自動車用道路・自家用消防車の有無なども勘案）

ロ 危険物の種類によっては、化学消火設備を備え又は危険物が漏えいした場合に危険
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を除去するに必要な要具、資材などを整備すること

ハ 消火栓・消火要員その他危険除去に必要な要具などは、その所在位置を明確にして

おき、荷役中は即時使用可能な状態にしておくこと

ニ 緊急時の警報あるいは連絡に必要な設備を備えること

ホ 引火性液体類を取り扱う岸壁・桟橋にあっては、危険物の種類に鑑み有効な場合に

は、オイルフェンスの展張及び油吸着材などの使用について必要な措置が講じてある

こと

④ 荷役安全管理体制

イ 当該事業所などにおける荷役の安全に関する業務を統括管理する者（以下、「荷役統

括管理責任者」という。）、荷役の実施及び安全を管理する者（以下、「荷役管理責任

者」という。）及び荷役管理責任者の指揮監督のもとに荷役現場において荷役の安全を

確認する者（以下、「荷役作業責任者」という。）が適正に配置され、適切な荷役安全管

理を行い得るよう事業所内の規則により、各責任者間の関係・荷役の実施及び安全管

理に関する責任分担などが、明確にされていること

なお小規模の事業所などにおいては、荷役管理責任者が荷役作業責任者を兼務す

ることができるものとする。

ロ 責任分担には、船舶における荷役安全確認の実施結果の把握・確認及び荷役実施

時の現場立会いに関する事項が含まれていること

ハ 当該事業所などの岸壁・桟橋を他の事業者に使用させる場合、荷役作業の全部又は

一部を他の事業者に委託する場合など、施設の管理運営業務若しくは荷役作業の全

部又は一部が当該事業所などの以外の者によって行われる場合には、両者の行う当該

業務の内容及び安全管理に関する責任分担が明確にされていること

ニ 当該事業所などの本社など上部機関における安全担当部門の組織、責任者及び職  

務内容（安全に関する総合調整・企画、教育研修、事業所などに対する指導・助言、安

全点検など）が記載されているとともに、荷役安全管理体制の中での位置付けが、明確

にされていること

ホ 荷役統括管理責任者は、原則として荷役の安全に関する業務を統括管理する者とし、

その他の責任者は、危険物荷役に関し適当な知識経験を有する者であること

⑤ 荷役監督要領

イ 荷役作業時（荷役作業前後の準備などを含む）における責任者の配置（場所・人数な

ど）・責任者の行う荷役安全管理業務の具体的な内容（安全確認・現場立会い・報告・

安全管理記録・安全点検など）及び当該業務の具体的な執行方法（指示及び安全確

認の手段など）が明確に記載されていること

なお施設の管理運営形態など（前記④ハ参照）、荷役船舶などにより荷役作業体制

が異なる場合には、その体制ごとに記載されていること

ロ 安全確認については、荷役作業責任者による船側の荷役安全確認実施結果の具体

的な把握・確認が、また現場立会いについては、荷役作業責任者による作業開始時な
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ど荷役の安全管理上重要な時点における立会いが、少なくとも定められていること

ハ 承認願の安全対策・その他荷役中の注意事項を荷役関係者及び船舶乗組員に周

知させる措置が講じてあること

⑥ 火気の使用及び立入りの禁止の要領

イ 引火性危険物の荷役を行う場合は、岸壁・桟橋上の荷役場所及び荷役船舶から３０メ

ートル以内の陸岸においては、次のような事項を禁止し必要に応じ、境界柵を設置する

とともに注意事項を掲示し、警備員を配置するなどの措置を講じていること

     地形その他を勘案の上、危険物が漏えいした場合に引火のおそれがないと認められる

場合は、上記の距離を１５メートル程度まで減ずることができる

A 無用の者の立入り

Ｂ 消防自動車及び荷役危険物を運搬する自動車以外の自動車の立入り

Ｃ マッチ・ライターその他火焔又は火花を発するおそれのある器具の携行

Ｄ 喫煙その他火気の使用

ロ 引火性危険物以外の危険物の荷役を行う場合、岸壁・桟橋上の荷役場所付近に対し

上記イに準じた措置をとること

ハ 立入禁止区域外においても適正に火気の管理が行われていること

⑦ その他

イ 着桟中のタンカーから３０メートル以内の水面に他船が接近しないよう、タンカーが着

桟中においても３０メートル以遠から視認できる標識を設置するか、警戒船（員）を配置

するものとしていること

ロ 緊急時の警報、構内の連絡、着岸・着桟中の船舶・姫路港長及び消防機関などに対

する通報に関する方法を定め、関係者に周知させる措置が講じてあること

ハ 事故の発生を防止するためのマニュアル及び事故発生時における初期対策、避難

（着岸・着桟中の船舶の緊急離脱のための岸壁・桟橋作業員の手配及び緊急時に本

船乗組員が帰船するための構内立入りの許可に関する事項を含む）などに関するマニ

ュアルを作成し、関係者に周知させる措置が講じてあること

（２） 専用岸壁の承認

① 危険物の荷役に使用する岸壁・桟橋（Ｄ岸壁）の取扱いを受けようとする事業所など（所

有者など当該バースを管理する者）の代表者は、Ｐ－４８の作成例を参考として、別冊・資

料集に保存しています様式を用い、承認願を２部作成し姫路港長へ提出してください。

② 承認願の提出にあたっては、危険物荷役作業手引き・安全規則・防災規則など事業所

で定める自主規定などを添付してください

③ このほか、添付物としては、位置図・構内配置図・タンク配置図、照明・消火・防災設備な

どの配置図、船舶の係留状況図、港外から岸壁までの荷役船舶操船・運航図などがあり

ます。

④ 承認願記載事項に変更が生じた場合は、Ｐ－４９の作成例を参考とし様式の表題を「危

険物専用岸壁変更承認願」として、変更の理由・内容（新旧対象）を記載して提出してくだ
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さい。

なお次の事項に係わる変更については、Ｐ－５０の作成例を参考とし「危険物専用岸壁

変更届」として提出してください。

イ 荷役岸壁の名称

ロ 月間輸送計画及び1 回の最大荷役量（量的に減少する場合に限る）

ハ 最大荷役船舶の要目（船型が小型化する場合に限る）

ニ 陸上の輸送計画

ホ 設備（安全上強化される場合に限る）

ヘ 安全管理に関する責任者の職名、氏名及び受有資格

ト 本社などの安全担当部門の組織、責任者及び職務内容

チ その他、姫路港長が軽微な変更と認める事項

⑤ 「危険物専用岸壁変更承認願」・「危険物専用岸壁変更届」を提出の際には、原承認願

（一番最初に承認を受けた願書を言います。）に対する、変更承認・変更届の経歴を日

付・内容・承認願の場合は文書番号を一覧表にした「変更経歴表」を添付しておいてくだ

さい。

⑥ ばら積みの引火性危険物荷役（引火性液体類及び引火性高圧ガス）を夜間に開始す

る専用岸壁にあっては、次の事項を盛り込んだ安全対策を記載してください。

なお承認する内容によっては、海難防止団体などにおいて検討が必要な場合がありま

すので、前広に姫路海上保安部交通課へ相談してください。

イ 引火性液体類

・ 照明設備（防爆型、照度）

・ 安全設備（荷役の緊急停止設備）

・ 荷役安全管理体制（夜間監視体制、他船の接近防止）

・ 災害発生時の防災体制（消防設備、海洋汚染防止設備、連絡体制など）

・ バース付近の環境など（良好な気象・海象、立入り禁止措置など）

・ 荷役マニュアルなど（マニュアル作成、計画書作成など）

ロ 引火性高圧ガス

・ 照明設備（防爆型、照度）

・ 安全設備（荷役の緊急停止設備）

・ 荷役安全管理体制（夜間監視体制、他船の接近防止、ガス検知など）

・ 災害発生時の防災体制（消防設備、海洋汚染防止設備、連絡体制など）

・ バース付近の環境など（良好な気象・海象、立入り禁止措置など）

・ 荷役マニュアルなど（マニュアル作成、計画書作成など）
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作成例
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９ 港内工事・作業許可申請書

   特定港である姫路港や港則法が適用される相生港・赤穂港・八木港において工事・作業

を実施する時には事前に港長等の許可が必要となります。

（１） 根拠となる条文

（２） 申請者

① 工事又は作業の実施責任者

工事・作業の実施について指揮監督する権限を有する方（通常は、元請業者の代表権

を有する方で、発注者と契約行為を行った方）であって、必ずしも現場において安全管

理・施工管理を監督する作業（現場）責任者と同一ではありません。

このほか、元請業者の代表権を有する方からの「委任状」により、港則法関係書類の一

式について作成・申請の委任を受けた方とします。

② 請負契約を結んで工事・作業を実施する場合は、原則として元請業者

   申請者の方におかれては、契約書の写し・発注証明・施工指示書などをご用意ください。

その際には、工事件名・契約期間・契約者の氏名が記載されたコピーを申請書類の末

尾に添付しておいてください。

（３） 使用する様式

第９号様式（別冊・資料集に保存しています。）を使用してください。

（４） 提出部数

原則１部の提出としますが、航行制限を行うなどの大規模な工事・作業において、作業

（現場）責任者が携行するほか事務所に備え置くなどの理由から、２部以上で申請者が必要

とする任意の部数とします。

（５） 提出する時期

原則として、工事・作業に着手する１ か月前程度までに提出してください。

  これは、姫路港長・姫路海上保安部長が申請の内容を検討するとともに、内容によっては

港則法第３１条

１ 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を

受けなければならない。

２ 港長は、前項の許可をするに当たり、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずる

ことができる。

港則法第３７条の５

第１０条、第２６条、第２９条、第３１条、第３６条第２項、第３６条の２第２項及び第３６条

の３から前条までの規定は、特定港以外の港にこれを準用する。

この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管

区海上保安本部の事務所であって国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとす

る。
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一般船舶の交通制限の実施、水路通報・姫路海上保安部ホームページの沿岸域情報提

供システム（ＭＩＣＳ）などにより関係船舶・海域利用者に対し、事前の周知を図る必要があ

るためです。

  また、一般船舶の航行へ与える影響が大きな工事・作業を実施する場合には、姫路港

長・姫路海上保安部長による航泊禁止措置などをもって、安全を確保する必要があります

ので、発注者や工事・作業を計画されている方は、速やかに計画内容を姫路海上保安部

交通課まで、ご相談いただくようにお願いします。

なお、船舶交通に影響の少ない小規模な起重機船作業・水質調査作業・潜水作業など

のほか、人命・船舶の運航に大きく影響する事案や流出油の防除など、緊急に措置を施

す必要がある場合についてはこの限りではありませんが、工事・作業の実施が決まれば速

やかに申請を行うようにお願いします。

（６） 留意事項

① 通常、工事・作業の実施にあたっては、作業区域付近を航行する一般船舶の安全な航

行を確保するため、区域標示用標識の設置・警戒船の配備、十分な海域利用者への周

知など所要の事故防止措置の策定が重要となります。

② 法第３１条中の「港の境界付近」とは、工事・作業の行為が当該港における船舶の入出

又は在港船舶に影響のある範囲をいいます。

③ 「工事」と「作業」には明確な区別はありませんが、概念的に「工事」とは行為の行われた

場所において、将来的に施設が存在するなどのこん跡を残すもの、「作業」とはこん跡を

残さないものとして区別しています。

④ 一般的に工事又は作業と呼ばれるものでも、船内における清掃作業・通常の漁労活動

など、その行為の及ぼす影響が当該船内に限られるものや自船の周囲における救命艇の

昇降訓練・操船訓練など、港内の船舶交通を阻害するおそれのない行為及び船舶の離

着岸・荷役など、港内で通常行われる行為については除外されます。

⑤ 定置網・海苔養殖筏・かき筏・生け簀など、漁業に関する工作物の設置に付随して行わ

れる簡易標識の設置も、工事又は作業に該当します。

⑥ 潜水して作業する場合は、器具の使用を問わず作業に該当しますので、特別な場合を

除き、警戒船の配備などの事故防止措置を含めて申請を行ってください。

⑦ 水面上における橋梁築造・岸壁補修・架線設置などの施工に伴い、陸上から水面上に

構造物が張り出す・航行船舶の可航高（制限高）に支障が生じる場合は、工事又は作業

に該当します。

   基本的には、岸壁・護岸法線から水面上に及ぶ行為、（点検足場の内部・歩み板上で

行う行為は除く）は海上における工事・作業と捉えますので、姫路港長・姫路海上保安部

長への申請の要否については、速やかに姫路海上保安部交通課までご相談願います。

⑧ 法第３１条第２項の港長の命ずる措置には、次のようなものがあります。

イ 工作物が設置される場合、当該工作物の存在を知らせる標識の設置

  （具体的には、工事・作業・行事の区域を示す簡易標識の設置など）
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ロ 油の流出又は貨物等の散乱を防止するために必要な措置

  （具体的には、ゴミなどの脱落・飛散防止措置）

ハ 浚渫・埋立てなどが行われる場合の当該作業区域を明示する標識の設置

ニ 潜水作業などが行われる場合、他船の接近を警戒・事故防止のための措置

  （具体的には、警戒船・見張り員の配備）

ホ 船底清掃作業が行われる場合のごみなどの脱落防止の措置

ヘ 必要に応じて実施場所又は区域の縮小、時期・時間の変更及び方法の変更

（作業区域・時期については、付近航行船舶への影響を考慮し、必要最小限を基本

にお願いします。）

⑨ 許可を受けた内容に変更が生じる場合は、「港内工事・作業・行事内容変更許可申請

書」（Ｐ－９０・Ｐ－９１ 参照）を変更が生じる前に提出のうえ、変更の許可を受けてください。

⑩ 工事・作業が完了した場合は、作業区域図を添付して「完了届」（Ｐ－６４ 参照）を提出

をお願いします。

   通常は完了届の表紙と作業区域図のみの提出となりますが、築いそ設置や護岸改修な

ど着手前と後で形状が変化する場合は、海図などの水路図誌に反映させる必要があるた

め、完了後の水深・設置位置（北緯・東経表示）を示した図面などの添付をお願いします。

   また磁気探査が終了した時点で、磁気反応の結果や措置内容を記載した「磁気探査結

果報告書」を提出していただきます、海底地盤に影響を与える工事・作業の着手は、提出

された「磁気探査結果報告書」が姫路港長・姫路海上保安部長に受理された後に実施す

るようにしてください。

なお、提出が遅れる場合は電話などにより完了した旨をご連絡ください。

１０ 港内工事・作業許可申請書の作成要領

（１） 第９号様式で提出いただきますが、この用紙 1 枚では記入しきれないこと、位置関係を

分かり易くするため図面等を添付していただくことになりますので、以下の点にご注意下

さい。

① 港内工事・作業許可申請書の構成・編集は、概ね次の順にお願いします。

第９号様式（表紙）→作業区域図・施工区域図→工程表→作業方法→事故防止措置→

緊急時の連絡系統図→使用船舶一覧表・専従警戒要員一覧表→磁気探査結果や水底

土砂の溶出・底質検査表などの資料→契約書・発注証明・委任状などの写し

申請時に添付していただく書類が多くなるときには、目次、ページ数を入れるなどによ

り、内容が分かりやすいようにお願いします。

② 過去に申請した工事・作業許可申請書をベースとして作成する場合には、今回申請す

る内容に正しく書き直したうえで提出してください。

  申請手続きの簡略化を図るため、過去に実施された工事・作業の許可申請書の電子デ

ータを活かすことは結構ですが、内容の確認をしっかり行ってください。

◎ ページ数ごとに、作業（現場）責任者の氏名・連絡先が違う
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◎ 実施する期間が、前回申請と同じ

◎ 発注者に対する「施工要領」・「施工計画書」をそのまま添付し、具体的な事故防止

措置が明記されていない

といった、事例が見受けられます。

③ 申請される方は、工事・作業許可申請書の提出（事前確認における提出も含む、以下同

じ）の際には、発注者のご担当者の方にも同じ書類を提出し、発注内容に沿った申請内

容となっているか、工事・作業許可申請書として求められている記載内容となっているか、

の確認を受けておいてください。

    ※ 契約内容や事前に発注者の方などから説明をいただいている内容と異なった申請と

なった際には、確認作業や追加的安全対策の策定に時間を要し、工事・作業の着手

が遅れるなどの不都合が発生する場合があります。

（２） 第９号様式（表紙）記入時の注意事項

① 第９号様式は、工事・作業・行事の各申請において使用出来ます。

申請時には、表題中の不要な文字は削除し、工事作業の場合は「港内工事・作業許可

申請書」、作業のみの場合は「港内作業許可申請書」と記載してください。

② 港内工事・作業許可申請書の宛先は

姫路港又は姫路港との境界付近で実施する場合→あて先は姫路港長

姫路港以外の相生港・赤穂港・八木港内の港則法適用海域又は同海域境界付近

で実施する場合→あて先は姫路海上保安部長

   と記載してください。

③ １項目 の「目的及び種類」について、発注者との契約件名をそのまま記載するのでは

なく、実際に行う内容を次のように簡潔に記載してください。

  

④ ２項目の「期間及び時間」について、工事・施工区域付近を航行する船舶への影響を考

慮して不要に長い期間は設けないで下さい、

「期間」は、実際に海上の現場で工事に要する期間とし、「契約工期」である必要はあ

りません。陸上でのケーソン製作などの海上で行わない期間は含みません。

＜＜記入例＞＞

◎ 目的 ○○岸壁付近の静穏度を高めるために、○○防波堤を築造するものです。

種類 ○○防波堤築造の第１期工事として、床堀り・土砂の置き換え・基礎捨石工

を施工するものです。

◎ 姫路港○○区○○岸壁前面海域の水深を－○ｍに維持するための、グラブ式浚

渫船による維持浚渫工事を行うものです。

◎ ○○岸壁の損傷状況を調査するため、潜水作業（ﾌｰｶｰ式・２名）を行うものです。
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長期工事で荒天等のための、稼動率を考慮されている場合には含んで頂いて結構

ですが、ある程度現場で必要な期間及び時間を次のように記載してください。

  ※ 「工程表」は、１ヶ月以上の長期に及ぶ工事・作業又は工種が３種類以上の工種を同

時に実施する場合などに、添付してください。（詳細は、Ｐ－５９の１０－（４）参照。）

予備日については、全体の期間を勘案し、不当に長期とならないよう必要とされる日数

を記載してください。

  現場での海上工事・作業が契約工期以上に及ぶ場合は、変更契約又は発注者の証

明等により明らかにしてください。

「時間」は、実際に着手・終了する時間帯を記載し、工種により変動する場合は「日出

から日没」としてください。

  なお夜間に工事・作業を行う場合は、工種ごとに作業時間を記載してください。

⑤ ３項目の「区域又は場所」について、２項目の「期間及び時間」と同様に、一般船舶へ

の影響を少なくするため、工事・作業船の長さや幅＋アンカーの打設位置・測量や浚渫

する範囲などを考慮し、必要最小限の範囲で工事・作業区域を設定したうえで

「区域又は場所」は、姫路港では西区・網干区・広畑区・飾磨区の各第１・２区及び東

区の第１～３区のいずれかを記載し、港区の中のどの付近になるのかを「○○付近海

域」と記載してください。

※ 「西部工業工区」・「木材港」・「飾磨港」といった名称は、使用しないでください。

なお相生・赤穂・八木港には、港区はありませんので港名のみの記載とします。

また、具体的に図面に明記し「作業区域図」・「施工区域図」として添付することとし、

ここでは添付しているページ数のみを記載してください。

⑥ ４項目の「方法」について

「方法」の記入にあたっては、工種が多岐にわたる工事・作業の場合は、概要説明の

後に、施工する順に要領図を添付する等で簡潔・明瞭に説明をお願いします。

Ｐ－１９４～Ｐ－２０５に工事作業許可申請書・作成例を添付していますので、ご確認く

ださい。

  ⑦ ５項目の「その他」について

    「事故防止措置等」については、発注者・申請者の方々において十分検討のうえ記載を

お願いします。

     発注者が申請内容を了解していることを確認するため、契約書の写しなどを末尾に添

＜＜記入例＞＞

◎ 平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 （Ｐ－○○の工程表参照）

  （予備日 平成△△年△△月△△日～平成△△年△△月△△日）

○○○○～○○○○までの間（又は「日出～日没」）

ロ 平成○○年○○月○○日 ○○○○～○○○○

  （予備日 平成△△年△△月△△日 ○○○○～○○○○）
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付するときには、その旨の記載をお願いします、また、発注者が申請書に直接「了解し

た日付、発注者の職名及び氏名の記入・押印」を行っていただいても結構です。

（９） 「作業区域図」・「施工区域図」作成時の注意事項

作成例
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（３） 作業区域について

① 「作業区域」とは、工事・作業船が工事・作業海域に入域し、アンカーを打設する範囲

や仮設物を設置するなどの際に、必要とする区域をいいます。

「施工区域」とは、実際に工事・作業に着手する区域をいいます。

     「作業区域図」・「施工区域図」を作成する際には、符号（イ・ロ・ハやＡ・Ｂ・Ｃなど）により

その範囲を示しますが、原則として時計回りで始点と終点は陸上部へおくようにしてく

ださい。

   ② 符号の始点となる場所は、灯台・防波堤の先端などの海図記載の著名物標を「基点」と

して方位・距離で記入してください。

なお「基点」として用いる著名物標は、正確な名称で記載するとともに、灯浮標など移

動するものは基点に使用しないでください。

  ③ 始点以外の符号は、その前の符号からの方位・距離を計測してください。

    円状の「作業区域図」・「施工区域図」の場合は、基点から中心点の方位・距離を計測

し半径で表してください。

⑤ 「作業区域図」・「施工区域図」は、基点と作業区域・施工区域との位置関係が正確であ

れば、海図の複製に限らず一般の道路地図・任意に作成した位置図などを使用しても、

差し支えありません。

海図の複製を使用する場合は、「Ｗ－○○○（海図番号）の複製」などを記載しておい

てください。

＜＜記入例＞＞

◎ 区域が多角形の場合

次の各点を順次に結んだ線及び陸岸により囲まれた海（水）面

イ 姫路港○○灯台（基点）から○○度○○○メートルの地点（護岸上）

ロ イ地点から○○度○○○メートルの地点

ハ ロ地点から○○度○○○メートルの地点

ニ ハ地点から○○度○○○メートルの地点（護岸上）

◎ 区域が円の場合

姫路港・○○区第○区所在の○○灯台（基点）から○○度○○○メートルを中心とす

る半径○○メートルの円内海域

◎ 作業場所がポイントの場合

姫路港・○○区第○区所在の○○灯台から○○度○○○メートルの地点
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作成例
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（４） 「工程表」について

  ① 着手する工種順に、日付に合わせて矢印などでその期間を記載してください。

     なお日付軸が５日刻みや１０日刻みの場合、その途中から着手する際には必ず日付を

記載しておくようしてください。

  ② 海上部に及ぶ工種のみを記載することとしますが、陸上部の工事・作業と関連する場合

は色や矢印などの形状を変えて、海上部、陸上部の区別を明確にして記載してください。

（５） 「方法」について

ここでいう工事・作業の方法及び手段は、実施される工事・作業が船舶交通に与える影

響の判断を行うことを目的として記載を求めているもので、その内容に応じて「（６）事故防

止措置」に反映され工事・作業実施の際に遵守いただくこととなります。

① 工事・作業の方法及び手段については、工種ごとに要領図（平面図と断面図で構成、

作業区域・施工区域に該当する寸法を記載）を添付し、必要とする作業区域・施工区域

を明記のうえ、工事・作業船の配置状況、工作物の設置状態などがわかるように記載して

ください。

   特に工事・作業船の配置により、付近航行船舶の可航幅が著しく狭くなる場合は、図面

上に工事・作業船の配置及びアンカーの投入場所とともに、標識の設置場所・警戒船の

配置位置・隻数などを記載するとともに、可航海域付近の幅員・アンカーワイヤーの水

深・付近を航行する最大船舶の要目も、把握・記載しておいてください。

② 「方法」として、発注者に対して提示する「施工要領」・「施工計画」をそのまま添付しな

いでください。

施工の精度、陸上部での工事・作業概要など、姫路港長等が許可の対象としない品

質・施工管理などの要素は不要で、海上部における行為に着眼しご説明をお願いします。

    ③ 工種ごとに「作業日数」や工事・作業船が、作業区域へ頻繁に出入りする場合は、１日あ

たりの運航隻数を記載してください。

    ④ 工事・作業の方法及び手段の説明において、積算上で用いる用語・現場関係者のみが

使用する用語などは、使用しないようにしてください。

× 「着火船」・「伝馬船」→ ○ 「作業船」

× 「監視船」→ ○ 「警戒船」

× 「土工」→ ○ 「作業員」

× 「潜水夫」→ ○ 「潜水士」

× 「土捨て場」→○ 「埋立処分場」

⑤ 火薬類を使用する工事・作業は、使用する火薬量から爆破による影響の範囲を詳細に

記載してください。

なお火薬類などの危険物を船舶で運搬する場合は、別途「危険物荷役許可申請」や

「危険物運搬許可申請」を行ってください。

⑥ 仮設足場などの工作物を海面に張り出して設置する場合は、張り出す形や長さ・海面ま

での高さ・標識灯などの設置位置及び規格を図面上に記載してください。
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   また流況観測などで設置する仮設物については、海面上・下がどのように状況で設置さ

れるのかがわかるように図面上へ記載してください。

⑦ ケーソン・台船などを曳航する場合は、曳航形体・曳航全長・警戒船配置・曳航経路を

図面に記載してください。

⑧ 潜水作業については、潜水方式・潜水者数などを記入してください。

⑨ 海洋に投入する用材などについては、海洋環境に影響ないことを明記したうえで関係資

料を添付してください。

※ 詳細は、Ｐ－７０・Ｐ－７１参照

（６） 「事故防止措置等」について

「事故防止措置」とは、工事・作業の実施に係る安全対策のほか、付近航行船舶に対す

る安全対策を具体的に記載していただく項目で、工事・作業を実施する際に遵守していた

だくものです。

実際に工事・作業に従事する関係者が、その内容を理解したうえで確実に励行され、有

効な対策でなければなりません。

「事故防止措置」の記載にあたっては、全ての工事・作業に共通する事項と、実際に着手

する行為に応じて措置する事項がありますので、実際に着手する工事・作業の内容に応じ

て十分吟味し、理解のうえ記載してください。

① 全ての工事・作業に共通する記載事項

Ａ 作業（現場）責任者・安全管理責任者などの氏名・連絡先及び安全管理体制

    施工管理の実施責任者である「現場代理人」が作業（現場）責任者として安全対策の

実質的な指揮・監督を行っていただきます、必ず氏名・連絡先（携帯電話番号）を記載

してください。

    なお、作業（現場）責任者を補佐する「副作業（現場）責任者」との２名以上の体制を確

保するようにしてください。

  Ｂ 工事・作業の中止基準

一般の工事・作業と潜水作業に分かれており、概ね

一般の工事・作業・・・風速１０ｍ／秒以上、波高１ｍ以上、視程２㎞以下

潜水作業・・・風速８ｍ／秒以上、波高０．５ｍ以上、視程１㎞以下

ですが、工事・作業を実施する海域の条件などから、安全に工事・作業が施工できる条

件を勘案して策定してください。

このほか、津波注意報が発表されたとき・海上風警報が発表されたとき・作業（現場）

責任者の判断で、工事・作業の続行が危険と判断されたとき・姫路港長（姫路海上保安

部長）の指示があったときも、工事・作業は中止としてください。

   Ｃ 港内の船舶交通に支障が生じるおそれがある場合など、姫路港長（姫路海上保安部

長）からの指示があれば、その内容に従って行動をしてください。

   Ｄ 工事・作業区域付近を航行する船舶がある場合、これらの船舶の航行に支障が生じる

おそれがあるときは、工事・作業を一時中断して工事・作業船などは退避し、工事再開
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の安全が作業（現場）責任者によって確認された後、工事・作業を再開してください。

Ｅ 工事・作業を実施する前に、付近の海域利用者など「利害関係者との調整」において

実施する内容を説明し、工事・作業が円滑に実施できるよう工事・作業中の協力を求

めるとともに、了解を得ておいてください。

また、作業区域内に供用中の岸壁・桟橋が存在するなど、入出港船舶との競合が生

じる場合は、岸壁・桟橋管理者と協議・調整を行い、具体的に工事・作業船の退避要

領などを確立しておいてください。

【記入例】

    岸壁・桟橋などへの入出港船舶に対する工事・作業船退避要領

     イ 作業（現場）責任者は、次の連絡体制により入出港船舶を把握し、対象船舶の入

出港までに作業船退避要領のとおり工事作業船を退避させる

     ロ 岸壁・桟橋管理者は、入出港前日の１５００までに現場（作業）責任者に、入出港船

舶の情報を伝達する

ハ 退避要領（例－１）

岸壁・桟橋管理者 ℡・・

通報責任者 ○○○○

船舶運航者  ℡・・・

通報責任者 ○○○○

○○社

℡・・・・

責任者

○○○○

工事・作業船

警戒船入

出

港

情

報

可
航
幅
確
保

工
事
・
作
業
船
退
避

●

工 事 ・
作業船

岸  壁

対象船舶Ｌ＝○○ｍ

３Ｌ＝○○○ｍ

退避ライン
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工事・作業船は工事・作業を中断し、入出港船舶の３Ｌ以上を直径とする円内海域から退避、

●印のアンカーブイを一時撤去してアンカーワイヤーを緩めて、確実に海底へ沈めておきます。

ニ 退避要領（例－２)

工事・作業船は作業を中断し、上図作業船退避ラインから退避、●印のアンカー

ブイを一時撤去してアンカーワイヤーを緩めて、確実に海底に沈めておきます。

このほか

・ 隣接する○○岸壁・桟橋には大型船が離着桟しますので、同バースを借受けている

△△海運と毎日○○時に打合せを行い、翌日の離着桟予定と工事・作業内容の調

整を行います

  ・ 隣接する○○岸壁・桟橋には△△運輸の定期船が離着桟しますので、離着桟に支   

障がある場合、作業を一時中断して作業船を退避させるよう調整しております

  ・ 隣接して工事・作業を行う××建設とは協議し、作業区域が重複しないよう調整済み

です

    など、明確に記載をお願いします。

  Ｆ 工事・作業に従事する作業員などに対しては、救命胴衣の着用を指示し救命浮環など

を適宜の場所に配置するなど、海中転落に備えた対策を講じてください。

  Ｇ すでに許可を得ている工事・作業内容に変更が生じる場合は、変更が生じる前に「港内

工事・作業内容変更許可申請書」を提出し、許可を受けておいてください。

  ※ 「港内工事・作業内容変更許可申請書」については、Ｐ－９０・Ｐ－９１ 参照

  Ｈ 姫路港長（姫路海上保安部長）の許可した工事・作業許可書は現場に携行し、いつで

も提示できるよう、保管を行ってください。

桟 
 

橋

対
象
船
舶

工事・
作業船

●

← ○○ｍ →

退避ライン
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作成例
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作成例
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② 着手する行為に応じて措置する事項

実施する工事・作業の種類や規模などにより、検討・実施していただく事故防止措置は異

なりますので、次の各項目を参考として記載をお願いします。

Ａ 夜間において、工事・作業船のアンカーを打設した状態で係留する場合や工作物の設

置などで水深減少が生じている場合などにおいては、海域の範囲を明示するブイや標識

灯の設置・維持管理要領に関する対策を記載してください。

Ｂ 港内や港の境界付近は船舶交通が輻輳していることから、工事・作業を行うにあたっては

航行船舶が工事・作業区域に誤って進入する、工事・作業により可航幅が狭められた海域

では、航行船舶の行き会いに支障が生じ、衝突・乗揚げといった事故の発生を防止すると

いった事前の対策が必要となります。

このため、次のような工事・作業を行う場合は「警戒船」を実施状況に応じて配備し、事故

の防止に努めていただくようにお願いします。

a 姫路港長（姫路海上保安部長）公示による交通制限を伴う場合

ｂ 航路・航路周辺海域等で行う場合

ｃ 爆破・潜水作業など、危険度が特に高い場合

このほか、実施海域の地形や船舶交通の状況などを考慮し、必要に応じて警戒船を配

備してください。

Ｃ 工事・作業区域が広範囲・長期にわたる工事･作業や複数の警戒船を配備して行う場合

については、具体的な警戒船の役目・配備中の警戒内容などを明記した、「警戒船管理・

運用要領」を定めたうえで、警戒業務管理者を配置し、その実施・連絡体制をより明確に

しておいてください。

なお警戒船の業務・性能及び警戒業務管理者の業務については、以下のとおりです。

  Ⅰ 警戒船の業務

    警戒船の主な業務は次のとおりですが、警戒船には警戒業務に専従する「専従警戒要

員」（警戒船業務講習を受講した方）を船長とは別に、１名以上配置してください。

   イ 工事・作業及び航行制限の内容に関する情報を通航船舶などへ提供すること

   ロ 工事・作業に従事する船舶の交通を整理すること

   ハ 工事･作業区域に異常接近する船舶などに対して注意喚起すること

   ニ 工事・作業区域内の施設及び工事・作業に従事する船舶に異常接近する船舶などの

警戒を行うとともに、関係者にその状況を通報すること

   ホ 工事・作業区域を示す標識その他の関連施設の異常の有無の確認を行うとともに、関

係者にその状況を通報すること

へ 工事・作業の実施に伴って発生した海上交通の安全を阻害する事故に対し、人命の

安全の確保及び被害の拡大防止のための必要な措置を行うこと

Ⅱ 警戒船の性能（堪航性、速力及び設備等）

イ 堪航性

警戒船が配備される海域において予想される気象・海象条件のもとで、警戒業務を適
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切に実施するために十分な堪航性・居住性などを有すること

ロ 速力

移動しながら行われる工事・作業 移動せずに行われる工事・作業

工事・作業船の工事・作業中における

速力に、３ノットを加えた速力又は工事・

作業区域付近を航行する船舶の速力の

平均のうち、大きい方の速力以上の速力

工事・作業区域付近を航行する船舶の速

力の平均以上の速力

ハ 設備等

設備の種類 全ての警戒船が装備するもの 必要に応じて装備するもの

連絡設備

他の警戒船、工事・作業現場、

警戒業務管理者及び関係海上

保安官署との連絡（間接的な連

絡でも可）が可能な通信設備

超短波無線電話

（国際 VHF）

船舶電話

監視機材 双眼鏡 レーダー

注意喚起機材
拡声器、手旗及び赤旗（１ｍ×１

ｍ）並びに信号灯又は探照灯

探照灯、サイレン、国際信号旗、

テープレコーダー

表示機材

警戒船であることが容易に認識

可能な横断幕又は標示板

夜間での警戒船の存在が容易に

認識可能な灯火（例：青色閃光

灯（約 90 回／分））及び標示板

その他 海図及び海事法令集 消火ポンプ、関係港長公示集

Ⅲ 警戒業務管理者の業務

  警戒業務管理者（警戒船管理講習を受講された方）の主な業務は次のとおりです。

   なお、必要に応じて、警戒業務管理者を補佐する警戒業務管理補助者を配置し、警戒

業務の適切な管理を実施してください。

  イ 警戒業務の統括及び実施の確保に関すること

ロ 警戒船の運用及び警戒業務の実施に関し、必要な情報の収集及び専従警戒要員に

対する当該情報の伝達に関すること

ハ 警戒の実施に関し、警戒船・関係海上保安官署との連絡に関すること

ニ 警戒船の船長及び専従警戒要員に対する工事・作業の内容の周知に関すること

ホ 警戒船乗組員の教育・訓練に関すること

へ その他警戒業務の実施に関し必要な事項に関すること

Ｄ 潜水作業中にあっては、警戒船の配備・国際信号書のＡ旗を示す信号版の掲揚・潜水

士との連絡手段の確保などの安全対策を記載してください。

Ｅ 水底土砂を撤去する・鋼矢板などを打設するなど、海底地盤に衝撃を与える工事・作業

の実施前には、次に示す表の範囲の磁気探査を実施しその結果を記載するとともに、磁

気探査結果報告書として磁気反応の結果や措置内容を記載しておいてください。
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なお過去に磁気探査を実施して、その後爆発物が発見されるおそれが少ないと考えられ

る場合は、磁気探査を省略することで安全な工事・作業が担保できる理由・過去の実施結

果などを提示していただき、提示資料などをもとに磁気探査の省略を検討しますので、事

前に発注者とご相談願います。

また磁気探査を行っても反応せずに、掘削中や撤去された土砂の中から爆発物が発見

される事例もあることから、その場合には赤旗・ブイなどで位置を明示し、警戒船・見張り員

を配備するとともに、姫路港長（姫路海上保安部長）へ速やかに連絡を行なって、指示を

仰いでください。

Ｆ 橋梁の下面に仮設足場などを設置し、満潮時の可航高が減少する場合は、チューブライ

トなどで仮設足場などの存在を明示するとともに、現状における満潮時の可航高を看板な

どで航行船舶に知らせる措置を講じてください。

Ｇ 工事・作業などに使用する灯浮標・簡易標識灯の形状や灯質などについては、「浮標識

を定める告示（昭和５８年７月５日、海上保安庁告示第１３１号） 」に準じて取扱い、概ね次

表のとおり設置する場所などにより、定められた灯質の標識を設置する必要がありますが、

光力（実効光度：１５Ｃｄ（カンデラ）以上）などによっては航路標識法に基づく許可を必要

とする場合がありますので、事前に姫路海上保安部交通課へお問い合わせください。

（Ｐ－１１３の「１８航路標識に関する許可・届出手続き」も併せてご確認願います。）

  なおブイや標識灯・汚濁防止膜など、工事・作業で一時的に設置するものには、所有者・

連絡先を明記するとともに、荒天により流出させないよう維持管理を行ってください。

  流出させた際には、速やかに姫路港長（姫路海上保安部長）へ連絡するとともに、責任を

もって全量回収を行ってください。

工  種 磁気探査範囲

浚渫 施工区域内及び法肩から外方２０メートル

杭及び矢板打ち 法線から両側１０メートル

ボーリング ボーリング箇所を中心に半径５メートル
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Ｈ 工事・作業区域付近を航行する船舶への影響や海域利用者との調整などの結果、日没

から日出までの夜間の時間帯において工事・作業を実施する場合は、照明設備・警戒要

領・連絡体制などの必要な体制を整えておくよう、事前に検討をしておいていただくようお

願いします。

また工事・作業船が工事・作業区域内又は付近海上において夜間停泊を行うことがある

場合には、保船要員との連絡系統・停泊状況を明示する標識灯の設置状況及び荒天時

の避難先を記載しておいてください。

【記入例】

Ⅰ 照明設備

  イ 夜間作業中は、別図のとおり作業船に○○Ｗの作業灯○基を設置し、安全に作業

が出来るよう照明を施します

  ロ 作業船のアンカー設置位置に灯浮標（単閃黄光、毎４秒に１閃光、光達距離○km）

を設置します

  ハ 作業船の四隅に標識灯（単閃黄光、毎４秒に１閃光、光達距離○km）を設置します

（照明設備が設置出来ない船舶・施設などの場合）

Ⅱ 警戒措置

  イ 夜間作業中は、工事・作業区域の両端付近に警戒船を各１隻配備します

    （Ｐ－○○の警戒船配置図 参照）

  ロ 警戒船には、夜間でも警戒船の存在が容易に視認可能な標示板及び標識灯（青

灯  質

設 置 場 所
塗

色
灯

色
周期等

頭

標
備    考

①工事作業区域

②航泊禁止区域

③花火大会の行事

区域など

黄 黄

単閃光

毎３～４秒に１

閃光

－

光達距離は、付近の海上交通の実

態、付近の地形（背景光等）を考慮

して適切なものとしてください

海上構造物

シーバース

ボーリング櫓など

黄 白

モ ー ル ス 符

号、毎 ８秒 に

Ｕ（･･－）

－

光達距離は、上記に同じ

ただし、航泊禁止区域の中に設置

する場合などは上記の黄色の特殊

標識としてください

海苔・牡蠣筏など 黄 黄

単閃光

毎３～４秒に１

閃光

－

設置間隔・灯高・光達距離は兵庫県

の魚場標識設置基準に基づき設置

してください

①防波堤先端

②潜堤（海面下の

消波堤等）

水路などの入口付近では、側面標識（右舷、左舷）などを設置する

必要がありますので、事前に姫路海上保安部交通課と調整してくださ

い
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色閃光灯、回転数９０回／毎分、視認距離○km）を掲げ、接近船舶があれば、探照

灯・拡声器などにより注意を喚起します

なお探照灯を使用する場合は、相手船を眩惑させないよう注意します

  ハ 警戒船には、専従警戒要員○名を乗組ませて２交代で実施します。

     専従警戒要員 姫路太郎 業務講習 ◎◎第○○号（H○.○.○）

     専従警戒要員 飾磨二郎 業務講習 ◎◎第○○号（H○.○.○）

  ニ 適宜海面を照射し、油・資機材の流出などを確認するとともに、流出などがあれば

直ちに回収します

Ⅲ 連絡体制

  イ 夜間作業中は、作業（現場）責任者として○○○○を配置します

  ロ 夜間の連絡体制を確立し、緊急時には速やかに必要な要員・船舶などが確保でき

るよう即応体制を整えます

  ハ 次の関係者に対する連絡体制を確保します

   ○○海運（○○岸壁管理者）、○○会社（隣接工事施工者）

  ニ 夜間作業の実施については、次の関係先に説明し了承を得ております

    ○○海運・○○漁協・○○自治会

Ｉ 工事・作業の作業（現場）責任者は、工事・作業で用いる資機材の海中への脱落・流失防

止の措置を講じるとともに、工事・作業で発生したゴミや廃棄物は、陸上で産業廃棄物とし

て適切に処分を行うことを工事・作業従事者に対して、十分に徹底をしておいてください。

また工事・作業を施工した結果、構造物の新たな設置や水深の減少などが生じる場合は、

乗揚げや推進器などの損傷といった海難事故を未然に防止し、船舶が航行する海域の安

全を確保しなければなりません。

これらの対策を確立しておくことを「水路の保全」といい、港則法第２４条において次のよう

に定めています。

港則法第２４条

何人も、港内又は港の境界外１０,０００メートル以内の水面においては、みだりに、バラ

スト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。

２ 港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を

船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐ

ため必要な措置をしなければならない。

３ 港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第１項の規定に違反して

廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対

し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
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このため、仮設足場内にはネットを展張する、コンクリートの解体作業・塗装前のケレン作

業などでは、飛散防止用の受け台を設置する、などの工夫で海中への脱落・流出防止を講

じるようにしてください。

工事・作業に伴う水深変化が生じた場合は、現水深を確認するための水路測量を行う必

要があるほか、新たな工作物を設置した場合など、海図に記載されている事項に変化を生

じた場合は、海図補正の手続きを行う必要があります。

工事・作業施工後の水深を海図に反映するには、「水路業務法第６条に定める水路測量

の許可申請」の手続きを要するため、第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係（電

話：０７８-３９１-６５５１）へ、原則として１ヶ月前までにご相談をお願いします。

Ｊ 海洋汚染防止に関する所要の措置

  「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」には、船舶・海洋施設などからの油や廃棄

物の排出の規制がありますので、海洋汚染の防止に関しては以下の事項について注意して

施工してください。

Ⅰ ボーリング櫓や足場上で行なう工事・作業に伴って発生する廃棄物及び油類などは、海

上に落下・流出しないように回収し、陸上に運搬して処分することとしてください。

   万一海中に落下させた場合は、責任をもって回収をお願いします。

Ⅱ 浚渫など海水の濁りを発生させる工事・作業の実施にあたっては、周辺に汚濁防止膜

（カーテン長：○メートル付）を展張してください。

Ⅲ 水底土砂（海洋又は海洋に接続する公共水域から除去された土砂（汚泥を含む））につ

いて、埋立て用材に流用する・海域に排出しようとする場合（公有水面埋立法の許可、若

しくは承認を受けて埋立をする場所又は廃棄物の処理場所として設けられている場所に

排出する場合を含む）には、Ｐ－７１のとおり「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法

律施行令第５条第１項」及び「ダイオキシン特別措置法」に基づく溶出・底質検査を実施し、

それぞれの基準値以下でなければ、海上への排出はできないため、事前に確認しておい

てください。

Ⅳ 海洋に投入する用材は、含有物が溶け出して海洋に拡散されることがないなど、海洋環

境に影響ないことを明記したうえで、関係資料を添付しておいてください。

Ⅴ 海域に海洋施設（人を収容することが出来る構造の工作物・物の処理・輸送又は保管の

用に供する工作物などで、陸地との往来が出来ないもの）を設置しようとする場合は、「海

洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第１８条の２」に基づき、姫路海上保安部長に

「海洋施設設置届」（Ｐ－７２～７４ 参照）を設置の開始の３０日前までに提出するが必要

となりますので、ボーリング櫓・作業台などを設置する場合は、速やかに提出をお願いしま

す。

Ⅵ 既設の構造物を撤去する場合、打設された鋼管杭や鋼矢板・張り石や敷き石なども、全

て撤去することとし、「原状回復」することを前提として工事・作業の検討をしてください。

  不用意に海底部へこれらのものを存置することは、後々の港湾工事の支障になるばかりで

はなく水深減少の原因となり、明確な存置理由がない場合は、海中に投棄されたものとみ
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なされる場合がありますので、発注者・施工者の方々におかれては十分に注意をお願い

します。

Ⅶ 本項に関しては、姫路海上保安部警備救難課海上環境係（電話：０７９－２３４－１０１６）

へお問い合せください。



- 72 -

※ 海洋施設設置届

作成例
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作成例
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作成例
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③ 事故防止措置以外の記載事項

Ａ 緊急時の連絡系統図について、事故や災害が発生した場合に速やかに確認・連絡を行

うための重要な書類となりますので、作業（現場）責任者を中心として関係機関を網羅し、

連絡先の電話番号は十分確認を行っておくようにしてください。

  姫路港長（姫路海上保安部長）にあっては、姫路海上保安部交通課：０７９－２３１－５０６

５を連絡先に設定し、事件・事故の緊急連絡先「１１８」とともに併記しておいてください。

Ｂ 使用船舶一覧表について、工事・作業に使用する船舶は、用途・船名・総トン数・船舶の

大きさ（全長・全幅・喫水）、船舶番号又は船舶検査済票の番号・能力（曳船は機関馬力、

警戒船は速力、起重機船は吊り能力、土運船は積載量及び廃棄物船登録番号）・電話番

号などを記載し、下表を参考として添付してください。

  ここでいう「用途」とは、測量を行うなら「測量船」・曳航するなら「曳船」といったように、Ｐ－

５９の１０－（５）－④を参照して使用する船舶の目的で記載してください。

  また使用船舶は、船舶検査証書・船舶検査手帳・小型船舶操縦者免状などのコピーは

添付せず、上記項目を網羅した「使用船舶一覧表」（下表 参照）にしておいてください。

Ｃ 警戒船に乗船する専従警戒要員についても、受講の種別（専従警戒要員とは、業務講習

を受講している方を言いますので、ここでは「業務」となります。）・氏名・生年月日・受講年

月日・受講番号などを「専従警戒要員一覧表」にして添付し、受講証のコピーは添付しない

でください。

Ｄ 潜水作業を行う際にあっては、労働安全衛生規則上の観点から、有資格者である潜水士

による作業が前提であり、潜水士免許のコピーを工事・作業許可申請書へ添付する必要は

ありません。

Ｅ 契約書・発注証明・委任状などについては、全て本紙の必要はありませんので、してくださ

い。必要な部分（工事件名、契約期間、発注者及び契約書の署名・押印のある部分）のみ

のコピーを添付

用 途 船 名 総㌧数 船舶の大きさ 船舶番号 能力・装備等

起重機船 △△丸 ――― 00×00×0ｍ ―――― 000 ㌧吊り

曳 船 □□丸 000 ㌧ 00×00×0ｍ 00000 000 馬力、VHF

警戒船 ○○丸 000 ㌧ 00×00×0ｍ 000-0000 00 ﾉｯﾄ、℡番号



- 76 -

作成例



- 77 -

１１ 港内行事許可申請書（相生港・赤穂港・八木港においては「作業許可申請書」）

（１） 根拠となる条文

（２） 申請者

行事の実施について、行事全般を指揮監督しその権限を有する「行事実施責任者」です。

このほか、行事実施責任者からの「委任状」により、港則法関係書類の一式について作

成・申請の委任を受けた方とします。

（３） 使用する様式

第９号様式（別冊・資料集に保存しています。）を使用し、姫路港内で実施される場合は、

表題中の工事・作業を削除し「港内行事許可申請書」、相生港・赤穂港・八木港内で実施さ

れる場合は、表題中の工事・行事を削除し「港内作業許可申請書」として申請してください。

（４） 提出部数

原則１部の提出としますが、航行制限を行うなどの大規模な行事の実施において、行事

（作業）責任者が携行するほか大会本部に備え置くなどの理由から、２部以上で申請者が

必要とする任意の部数とします。

（５） 提出する時期

原則として、行事を実施する１ か月前までに提出してください。

これは、姫路港長・姫路海上保安部長が申請の内容を検討するとともに、内容によっては

一般船舶の交通制限の実施、水路通報・姫路海上保安部ホームページの沿岸域情報提

供システム（ＭＩＣＳ）などにより関係船舶・海域利用者に対し、事前の周知を図る必要がある

ためです。

行事の実施が決まれば速やかに申請を行うようにお願いします。

（６） 留意事項

Ｐ－５２の９－（６）工事・作業許可申請の留意事項のほか、以下の事項について留意願

います。

① 「行事」とは、端艇競争・祭礼・パレード・海上訓練・海上カーニバル・海上花火大会・遠

泳大会・海上デモなどで、一般的には一定の計画のもとで統一された意思に従って複数

の船舶などが参加して行われる社会的な活動を言います。

なお、海上デモなどを１隻で行う場合でも、通常とは違った航行形態となるときは許可が

必要な場合があります。

② 参加する船艇が少数であっても水域を占用（ブイなどの設置を含む）する・通常の航行

形態とは異なった形で航行する場合は、行事に該当します。

③ １隻の船内において行われる納涼大会などは、当該船舶が通常の航行形態とは異なっ

た形で行動することのない限り、行事には該当しません。

港則法第３２条

特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受け

なければならない。
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１２ 港内行事許可申請書の作成要領

（１） 「様式第９号」を使用し、以下の注意事項を確認のうえ作成をしてください。

① 申請時には、表題中の不要な文字は削除し、姫路港内で実施の場合は「港内行事許可

申請書」、相生港・赤穂港・八木港内で実施の場合は「港内作業許可申請書」と記載して

ください。

② 港内行事（作業）許可申請書の宛先は

姫路港又は姫路港との境界付近で実施する場合→あて先は姫路港長

姫路港以外の相生港・赤穂港・八木港内の港則法適用海域又は同海域境界付近

で実施する場合→あて先は姫路海上保安部長

   と記載してください。

③ 基本的に様式第９号→行事（作業）実施区域図→行事（作業）の進行表・スケジュール

→行事（作業）方法→事故防止措置→緊急時の連絡系統図→使用船舶一覧表・専従

警戒要員一覧表の順に綴って下さい。

過去に申請した港内行事（作業）許可申請書をベースとして作成する場合には、今回

申請する内容に正しく書き直したうえで提出してください。

④ １項目の「目的及び種類」について、実際に行う行事（作業）内容を次のように簡潔に記

載してください。

⑤ ２項目の「期間及び時間」について、行事（作業）実施区域付近を航行する船舶の安全

を確保するため、必要最小限とし行事の開始及び終了年月日・時刻を正確に記載してく

ださい。

  ここでいう「行事（作業）の開始」・「行事（作業）の終了」とは、行事（作業）そのものの開

始・終了ではなく、海上において事前に行われる準備・撤収作業を含みます。

Ａ 「期間」は、行事（作業）の進行表・スケジュールと一致した期間及び時間を次のように

記載してください。

  ※ 「行事（作業）の進行表・スケジュール」は、行事（作業）開始の事前準備（海上部に限

る）から資器材の撤収までの間において、実施される内容と時間帯を明確に記載してく

ださい。

予備日を設定する場合は、その日時を記載してください。

Ｂ 「時間」は、実際に海上部において着手・終了する時間帯を記載してください。

＜＜記入例＞＞

・ 海洋汚染防止思想普及活動のための海上パレード

・ 油流出事故を想定したオイルフェンス展張訓練

・ 帆走技術向上のための第○回○○杯ヨットレース大会

・ 第○回海の祭典協賛行事のためのモーターボート試走展示会



- 79 -

⑥ ３項目の「区域又は場所」について、２項目の「期間及び時間」と同様に、一般船舶の航

行に対する影響を少なくするため、行事（作業）の行われる場所又は行事（作業）実施位

置及び航行経路などを決定したうえで記載し、必要最小限の範囲を行事（作業）実施区

域とし

Ａ 「区域」は、姫路港では西区・網干区・広畑区・飾磨区の各第１・２区及び東区の第１

～３区のいずれかで記載してください。

※ 「西部工業工区」・「木材港」・「飾磨港」といった名称は、使用しないでください。

なお相生・赤穂・八木港には、港区はありませんので港名のみの記載とします。

Ｂ 「場所」は、行事（作業）を行う場所とし、「区域」の中のどの付近になるのかを「○○

付近海域」と記載してください。

Ｃ 詳細な「区域」・「場所」については、具体的に図面に明記し「行事（作業）実施区域

図」・「行事（作業）参加船運航経路図」として添付することとし、ここでは添付しているペ

ージ数のみを記載してください。

Ｄ 「行事（作業）実施区域図」は、基点と行事実施区域との位置関係が正確であれば、

海図の複製に限らず、一般の道路地図・任意に作成した位置図などを使用しても、差

し支えありません。

海図の複製を使用する場合は、「Ｗ－○○○（海図番号）の複製」などを記載してお

いてください。

⑦ ４項目の「方法」について

「行事（作業）」の実施方法及び手段は、「行事（作業）」の概要説明（行事実施計画書

があれば、添付）を行った後に、実施する順に参加人員・パレードの場合は船隊の編成

状況・航行速力ほか、音響信号や旗流信号などを用いる場合も、要領図で簡潔・明瞭

に説明してください。

行事（作業）内容が多岐にわたる場合、申請時に添付していただく書類が多いときに

は、ページ数を入れるなど分かりやすいようにお願いします。

  ⑧ ５項目の「その他」について

   Ａ 「事故防止措置等」については、上記１２－(１)－⑦の「方法」と同様に行事（作業）実

施責任者において必要な措置の記載をお願いします。

   Ｂ 特記事項があれば、記載してください。

＜＜記入例＞＞

平成○年○月○○日 ○○○○から○○○○まで

（予備日 平成○年○月○○日 ○○○○から○○○○まで）

（詳細なスケジュールは、Ｐ－○○のとおり）
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作成例

himeji-kotsu
線



- 81 -

（２） 「行事（作業）実施区域図」・「行事（作業）参加船運航経路図」作成時の注意事項

① 「行事（作業）実施区域図」とは、などの際に行事（作業）で使用する船舶が行事海域

に入域しアンカーを打設する範囲や行事参加船が運航する範囲で、必要とする区域を

いいます。

「行事（作業）参加船運航経路図」とは、実際に行事（作業）参加船を運航させる際の

経路を示す図面をいいます。

  ② 「行事（作業）実施区域図」を作成する際には、符号（イ・ロ・ハやＡ・Ｂ・Ｃなど）によりそ

の範囲を示しますが、原則として時計回りで始点と終点は時計回りに陸上部へおくよう

にしてください。

  ③ 符号の始点となる場所は、固定されて移動しない灯台・防波堤の先端などの著名物標

を「基点」として方位・距離で記入してください。

なお「基点」として用いる著名物標は、正確な名称で記載するとともに、灯浮標など移

動するものは基点に使用しないでください。

  ④ 始点以外の符号は、その前の符号からの方位・距離を計測してください。

    円状の「行事（作業）実施区域図」の場合は、基点から中心点を方位・距離を計測し半

径で表してください。

＜＜記入例＞＞

◎ 区域が多角形の場合

次の各点を順次に結んだ線及び陸岸により囲まれた海（水）面

イ 姫路港○○灯台（基点）から○○度○○○メートルの地点（岸線上）

ロ イ地点から○○度○○○メートルの地点

ハ ロ地点から○○度○○○メートルの地点

ニ ハ地点から○○度○○○メートルの地点（岸線上）海（水）面

◎ 区域が円の場合

姫路港・○○区第○区所在の○○灯台（基点）から○○度○○○メートルを中心とする半

径○○メートルの円内海域
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※ 行事実施区域図、作成例 作成例
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（３） 「行事（作業）の進行表・スケジュール」作成時の注意事項

  ① 実施する行事（作業）順に、時間に合わせて矢印などでその期間を記載してください。

実施する行事（作業）が、複数日に及ぶ場合はカレンダーの日付も表記しておいてくだ

さい。

  ② 海上部に及ぶ行事（作業）のみを記載することとしますが、陸上部の行事（作業）と関連

する場合は色や矢印などの形状を変えて、明確に区別して記載してください。

（４） 「方法」作成時の注意事項

① 行事（作業）の方法及び手段については、当該行事（作業）が船舶交通に及ぼす影響

が事故防止措置の策定につながりますので、行事（作業）ごとに要領図（平面図に行事

（作業）実施区域に該当する寸法を記載、必要により断面図も同じ要領で記載）を添付し、

「行事（作業）実施区域図」・「行事（作業）参加船運航経路図」を記入するなど、行事（作

業）参加船舶の配置・運航状況などがわかるように記載してください。

   特に行事（作業）参加船舶の配置により、付近航行船舶の可航幅が著しく狭くなる場合

は、図面上に行事（作業）参加船舶の配置及び標識の設置場所・警戒船の配置位置・隻

数などを記載するとともに、可航海域付近の幅員・航行する最大船舶の要目も、把握・記

載しておいてください。

② 行事（作業）の集客効果や演出内容、陸上部での行事概要などの港長等が許可の対

象としない要素のみを記載した「行事実施計画」・「行事進行要領」では、実施される行事

（作業）がどの程度船舶交通へ影響するのか、判断できないこともありますので、海上部

における行為についてのご説明をお願いします。

    ③ 複数のイベントがある行事ではイベントごとの「行事（作業）参加船舶」の数を記載してく

ださい。

    ④ 行事（作業）の方法及び手段の説明において、現場関係者のみが使用する用語などは、

使用しないようにしてください。

× 「着火船」・「伝馬船」→○ 「作業船」

× 「監視船」→○ 「警戒船」

⑤ 海上花火大会においては、使用する火薬量等から都道府県知事により「保安距離」が定

められており、煙火消費に伴う「保安距離」の範囲を記載してください。

なお火薬類などの危険物を船舶で運搬する場合は、別途Ｐ－３２の「５危険物荷役許可

申請」・Ｐ－３７の「６危険物運搬許可申請」を行ってください。

⑥ 台船などを曳航する場合は、曳航形態・曳航全長・警戒船配置・曳航経路を図面に記

載してください。

（５） 「事故防止措置」作成時の注意事項

「事故防止措置」とは、申請を行おうとする行事（作業）そのものを安全に遂行する対策の

ほか、付近航行船舶に対する安全対策を具体的に記載していただく項目となります。

申請する行事（作業）に従事する関係者が、その内容を理解したうえで確実に実施され、

有効な対策でなければなりません。
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「事故防止措置」の検討・記載にあたっては、実施方法に応じて措置する事項があります

ので、申請内容を十分吟味し理解のうえ記載してください。

① 全ての行事（作業）内容に共通する記載事項

Ａ 行事（作業）責任者・安全管理責任者などの氏名・連絡先及び安全管理体制

    行事運営・進行を統括管理し、安全対策の実質的な指揮・監督を行う立場の方を行

事（作業）責任者といい、必ず氏名・連絡先（携帯電話番号）を記載してください。

    なお行事（作業）が広範囲・多種に及ぶ場合は、行事（作業）責任者を補佐する「副行

事（作業）責任者」との２名以上の体制を確保するようにしてください。

Ｂ 行事（作業）の中止基準

概ね「風速１０ｍ／秒以上、波高１ｍ以上、視程２㎞以下」ですが、煙火消費許可におけ

る中止基準や行事を実施する海域の条件などから、若干の増減が生じます。

このほか、津波注意報が発表されたとき・海上風警報が発表されたとき・行事（作業）責

任者の判断で、行事（作業）の続行が危険と判断されたとき・姫路港長（姫路海上保安部

長）の指示があったときも、行事（作業）は中止としてください。

  Ｃ 港内の船舶交通に支障が生じるおそれがある場合など、姫路港長（姫路海上保安部

長）からの指示があれば、その内容に従って行動をしてください。

  Ｄ 行事（作業）実施区域付近を航行する船舶がある場合、これらの船舶の航行に支障が

生じるおそれがあるときは、行事（作業）を一時中断して行事（作業）参加船舶などは退避

し、行事（作業）再開の安全が行事（作業）責任者によって確認された後、行事（作業）を

再開してください。

  Ｅ 行事（作業）を実施する前に、付近の海域利用者などへ実施する内容を説明し、行事

（作業）が円滑に実施できるよう行事（作業）中の協力を求めるとともに、了解を得ておい

てください。

また、行事（作業）実施区域内に供用中の岸壁・桟橋が存在するなど、入出港船舶との

競合が生じる場合は、岸壁・桟橋管理者と協議・調整を行い、具体的に行事（作業）参加

船舶の退避要領などを確立しておいてください。

このほか

・ 隣接する○○岸壁・桟橋には大型船が離着桟しますので、同バースを借受けている

△△海運と事前に打合せを行い、行事（作業）内容の調整を行います

  ・ 隣接する○○岸壁・桟橋には△△運輸の定期船が離着桟しますので、離着桟に支   

障がある場合、行事（作業）を一時中断して作業船を退避させるよう調整しております

  ・ 隣接して工事・作業を行っている××建設とは協議し、工事・作業区域と行事（作業）

実施区域が重複しないよう調整済みです

    など、明確に記載をお願いします。

（詳細は、Ｐ－６１の１０－（６）－①－Ｅをご覧ください。）

  Ｆ 行事（作業）に従事する関係者などに対しては、救命胴衣の着用を指示し救命浮環など

を適宜の場所に配置するなどの海中転落に備えた対策も講じていてください。
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  Ｇ すでに許可を得ている行事（作業）内容に変更が生じる場合は、変更が生じる前に「港

内行事（作業）内容変更許可申請書」を提出し、許可を受けておいてください。

   ※ 「港内工事・作業・行事内容変更許可申請書」については、Ｐ－９０ 参照

  Ｈ 姫路港長（姫路海上保安部長）が許可した行事（作業）許可書は現場に携行し、いつで

も提示できるようにしてください。

  Ｉ 行事（作業）が完了した後には、速やかに「完了届」を提出してください。

   ※ 詳細は、Ｐ－８６参照

作成例
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作成例

himeji-kotsu
線
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② 行事（作業）の種類ごとの記載事項

実施する行事（作業）の種類や規模などにより、検討・実施していただく事故防止措置は

異なりますので、次の各項目を参考として記載をお願いします。

・ 港内や港の境界付近は船舶交通が輻輳していることから、行事（作業）を行うにあたって

は航行船舶が行事（作業）実施区域に誤って進入する、行事（作業）の実施により可航幅

が狭められた海域では、通常の航行船舶の行き会いに支障が生じ、衝突・乗揚げといった

事故の発生を防止するといった事前の対策が必要となります

このため、次のような行事（作業）を行う場合は「警戒船」を行事の実施状況に応じて配備

し、事故の防止に努めていただくようにお願いします

（詳細は、Ｐ－６５の１０－（６）－②－Ｂ・Ｃをご覧ください。）

・ 行事（作業）に使用する灯浮標・簡易標識灯の形状や灯質などについては、「浮標識を定

める告示（昭和５８年７月５日、海上保安庁告示第１３１号） 」に準じて取扱い、設置する場

所などにより、定められた灯質の標識を設置する必要があります。

なおブイや標識灯など、行事（作業）で一時的に設置するものには、所有者・連絡先を明

記するとともに、荒天により流出させないよう維持管理を行ってください。

また、Ｐ－１１３の「１８航路標識に関する許可・届出手続き」も、併せてご確認願います。

  流出させた際には、速やかに姫路港長（姫路海上保安部長）へ連絡するとともに、責任を

もって全量回収を行ってください

（詳細は、Ｐ－６７の１０－（６）－②－Ｇをご覧ください。）

・ 日没から日出までの夜間の時間帯において行事（作業）を実施する場合は、照明設備・

警戒要領・連絡体制などの必要な体制を整えておくよう、事前に検討をしておいていただ

くようお願いします。

また行事（作業）参加船舶が、行事（作業）実施区域内又は行事（作業）区域付近海上

において夜間停泊を行うことがあるため、保船要員との連絡系統・停泊状況を明示する標

識灯の状況及び荒天時の避難先を記載しておいてください

（詳細は、Ｐ－６８の１０－（６）－②－Ｈをご覧ください。）

・ 行事（作業）の行事（作業）責任者は、行事（作業）実施で用いる資機材の海中への脱落・

流失防止の措置を講じるとともに、行事（作業）で発生したゴミや廃棄物は、陸上で産業廃

棄物として適切に処分を行うことを行事（作業）従事者に対して、十分に徹底しておいてくだ

さい。

これらの対策を確立しておくことを「水路の保全」といい、港則法第２４条において定めてい

ます。

（詳細は、Ｐ－６９の１０－（６）－②－Ｉをご覧ください。）

③ 事故防止措置以外の記載事項

Ａ 緊急時の連絡系統図は事故や災害が発生した場合に速やかに確認・連絡を行うため

の重要な書類となりますので、行事（作業）責任者を中心として関係機関を網羅し、連絡先

の電話番号は十分確認を行っておくようにしてください。



- 88 -

  姫路港長（姫路海上保安部長）にあっては、姫路海上保安部交通課：０７９－２３１－５０６５

を連絡先に設定し、海の事件・事故の緊急連絡先「１１８」とともに併記しておいてください。

Ｂ 使用船舶一覧表について、行事（作業）に使用する船舶は、用途・船名・総トン数・船舶の

大きさ（全長・全幅・喫水）、船舶番号又は船舶検査済票の番号・能力（曳船は機関馬力、

警戒船は速力など）・電話番号などを記載し、Ｐ－７５の１０－（６）－③－Ｂを参考として添付

してください。

ここでいう「用途」とは、作業を行うなら「作業船」・曳航するなら「曳船」といったように、Ｐ－

５９の１０－（５）－④を参照して使用する船舶の目的で記載してください。

  また使用船舶は、配船業者の都合から使用される予定の数隻から数十隻の船舶を提示

される場合が多く、このため船舶検査証書・船舶検査手帳・小型船舶操縦者免状などのコ

ピーは添付せず、上記項目を網羅した「使用船舶一覧表」にしておいてください。

Ｃ 警戒船に乗船する専従警戒要員についても、受講の種別（専従警戒要員とは、業務講習

を受講している方を言いますので、ここでは「業務」となります。）・氏名・生年月日・受講年

月日・受講番号などを「専従警戒要員一覧表」にして添付し、受講証のコピーは添付しない

でください。
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作成例
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１３ 港内工事・作業・行事内容変更許可申請書の作成要領

工事・作業・行事の許可を姫路港長（姫路海上保安部長）から受けた後に、何らかの理由

で許可内容の一部分を変更する際に行う手続きを「内容変更許可申請」といい、原許可（一

番最初に許可を受けた申請書をいいます。）で許可された期間内において手続きを完了す

るようにしてください。

（１） 「変更内容」とは、許可された申請書の内容で、期間及び時間・区域又は場所・方法・事

故防止措置など、どの部分をどう変更するのかをいい、表紙に記載するか「詳細な内容につ

いては、Ｐ－○○ 参照」と記載してください。

その際、原許可で記載されている期間及び時間・区域又は場所については、変更ごとに新

しい内容になりますが、その他の項目については全て「追加」措置を講じるため、原許可に

おける事項を取り消すことなく、新たな事項を加えていくことになります。

【記載例】

期間を延長する場合→「期間の延長」

工事・作業・行事の区域を大きくする→「工事・作業区域又は行事実施区域の変更」

工事・作業・行事の内容を追加する→「工事・作業又は行事の追加」

事故防止措置を新たに加える→「事故防止措置の追加」

使用船舶を新たに加える→「使用船舶の追加」

（２） 「変更理由」とは、原許可の内容では工事・作業・行事の実施が不可能である、何らかの

理由のことをいい、表紙に記載するか「詳細な変更内容については、Ｐ－○○ 参照」として

ください。

【記載例】

期間の延長→「水中障害物が存在し、所定の工程で工事・作業が実施できないため」

工事・作業区域又は行事実施区域の変更→

「工事・作業船、行事参加船舶の配置が変わるため」

工事・作業又は行事の追加→「発注者・行事実施者の指示による」

事故防止措置の追加→「新たに工事・作業・行事内容を追加するため」

使用船舶の追加→「配船の都合による」

（３） 表紙に続いて作業区域図・施工区域図を綴り、「工事・作業・行事の方法」以降は原許可

と変更許可とがわかるように着色或いは明確に明示された作業区域図・施工区域図・工程

表又は行事の進行表やスケジュール・方法・使用船舶一覧表など、変更する書類のみを

添付してください。

   原許可全てを改めて作成・添付する必要はありませんが、「変更理由」を明らかにする資

料を添付してください。

（４） 長期にわたる工事・作業の場合、様々な内容変更が生じるため許可を行う回数が多くなり

ますので、許可日・変更回数・変更内容などを記載した「工事・作業内容変更許可一覧

表」を作成し、これまでの変更履歴が明らかになるようにしておいてください。

（５） 内容変更許可した申請書には姫路港長（姫路海上保安部長）の許可印を押印しますが、
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許可番号については原許可に対し「枝番号」を付して「－２」「－３」として返却しますので、

原許可とともに現場に携行しておいてください。

（６） 以下の「港内工事・作業・行事内容変更許可申請書」作成例を参考として、作成をお願い

します。

作成例
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１４ 私設信号使用許可申請書

（１） 根拠となる条文

（２） 申請者

港内で使用する私設信号を定めようとする方で、私設信号を所有し運用・維持・管理を行

う設置者です。

（３） 使用する様式

第８号様式（別冊・資料集に保存しています。）を使用してください。

（４） 提出部数

原則１部の提出としますが、事務所に備え置くなどの理由から、２部以上で申請者の任意

の部数とします。

（５） 提出する時期

   本件は信号の方法や意味など、申請内容の検討などの手続きを終えて許可となるため、

私設信号の使用を開始しようとする２か月前までに、余裕をもって提出してください。

（６） 留意事項

① 私設信号とは、国際信号書による旗りゅうや灯火・文字盤などの手段により、ある特定の

意味を表すための信号を言います。

② 国際信号書には、旗りゅう信号による船舶との交信の意味が規定されており、また灯火な

どは航行管制を行ううえで重要な意義を有していることから、これらと混同したり不必要な

信号を設定することによる混乱を防ぐために、許可制度としているものです。

③ このため、国際信号書に定められている信号のほか、法令などに掲揚が定められている

信号と同じ信号は許可できませんので、私設信号の設置を検討されている場合には、速

やかに姫路海上保安部交通課へご相談願います。

④ 設定者は、国・地方公共団体・私企業体・私人などを問いません。

⑤ 海上保安庁では、係留施設の使用に関する信号の発受業務は現在のところ実施してお

りませんので、信号を発する場所を海上保安庁の信号所とするものについては、許可でき

ません。

（７） Ｐ－９３の私設信号使用許可申請書、Ｐ－９４の私設信号使用変更許可申請書の作成例

を参考として、作成をお願いします。

港則法第２９条

特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなけれ

ばならない。

港則法施行規則第１５条

法第２９条（法第３７条の３の規定により準用する場合を含む。）の規定による許可の申請

は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を具して、これをしなければならない。
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作成例

裏面
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作成例
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１５ 船舶交通の制限

（１） 根拠となる条文

（２） 制限の内容及び周知

① 姫路・相生・赤穂・八木港内において、船舶交通の安全を阻害するような事態が生じた

場合に、姫路港長（姫路海上保安部長）が一般船舶に対して船舶交通の制限を行うこと

により、船舶交通の安全を確保しようとするもので、一般的には航路や船舶交通の輻輳海

域で大規模な工事などが行われる場合に、「姫路港長（姫路海上保安部長）公示」により

航泊禁止・航行制限などの措置を執ることをいいます。

② 制限などを行う場合は、船舶交通の安全上必要がある場合に限られており、その期間・

区域なども必要最小限に留めることとしています。

③ 制限などを行った場合は、法第３７条第２項に基づき公示し、姫路海上保安部交通課

（その他の海上保安（監）部署、海上保安航空基地など）での掲示・水路通報及び姫路海

上保安部ホームページの沿岸域情報提供システム（ＭＩＣＳ）への掲載及び海事関係団体

へ通知しております。

④ 法第３７条第３項は、海難などが発生した場合で油類などの危険物の流出・船舶の沈没

などにより、一般船舶の航行が危険であると判断した場合に航行制限などを行うもので、

急を要する場合は海難現場において巡視船などで交通整理を行うほか、大阪湾海上交

通センターなどから無線電話などにより姫路港長（姫路海上保安部長）公示の内容を放

送して、関係船舶へ周知します。

    なお重油・潤滑油などの油が流出し、防除作業を行っている場合は、海洋汚染及び海

上災害の防止に関する法律第３９条の２に基づき、姫路海上保安部長が同様に巡視船

などにより、一般船舶に対して当該海域からの退去・進入の中止などの航行制限を行う場  

合があります。

  ⑤ 「姫路港長（姫路海上保安部長）公示」により航泊禁止・航行制限などの措置を講じて

いる海域へは、許可のない船舶の航行はできません。

やむを得ない理由から、航泊禁止・航行制限区域内を航行する場合は、事前に「航泊

港則法第３７条

１ 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又

は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

２ 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間

は、港長がこれを公示する。

３ 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又

は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止

し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域

に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染及び

海上災害の防止に関する法律第４２条の８の規定の適用がある場合は、この限りでない。
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禁止区域内航行許可申請書」により姫路港長（姫路海上保安部長）の許可を得てください。

Ⅰ 申請者

      航泊禁止・航行制限区域内を航行しようとする船舶の船長又は委任を受けた船主、

代理店など若しくは一等航海士などの船舶の職員です。

Ⅱ 使用する様式

     別冊・資料集の様式を使用してください。

Ⅲ 提出部数

原則１部の提出としますが、事務所に備え置くなどの理由から、２部以上で申請者の任

意の部数とします。

Ⅳ 提出する時期

     航泊禁止・航行制限区域内を航行するまでに、十分余裕をもって申請してください。

Ⅴ 留意事項

イ 申請を行う際には、該当する航泊禁止・航行制限区域内の航行を必要最小限としてく

ださい。

ロ 事前に姫路港長（姫路海上保安部長）公示を入手し、その制限内容を理解・把握して

おくようにしてください。

ハ 航泊禁止・航行制限区域内を航行する前に、当該区域内の状況を把握し進入するこ

とに支障がないことを確認しておいてください。

ニ 航泊禁止・航行制限区域内を航行中は、見張りを厳重に行い、安全な速力で航行し

てください。

ホ 警戒船が配備されている場合は、その指示に従ってください。

ヘ 許可された内容に変更が生じる場合は、速やかに姫路海上保安部交通課へ連絡を

行ってください。

⑥ Ｐ－９７の航泊禁止区域内航行許可申請書の作成例を参考として、作成をお願いしま

す。
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作成例
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（３） 引火性危険物積載タンカー及びＬＮＧ積載タンカーへの接近・接舷の制限

   姫路港では、本条項に基づき引火性危険物を積載したタンカー及びＬＮＧ積載タンカー

への接近・接舷を制限しておりますので、許可がない船舶などは停泊中の当該タンカーへ

の接近、接舷は行うことはできません。

（詳細は、Ｐ－９９・Ｐ－１００ 参照）

    やむを得ない理由により、引火性危険物積載タンカー及びＬＮＧ積載タンカーへ接近又

は接舷する必要が生じた場合は、次のとおり引火性危険物積載タンカー・ＬＮＧ積載タン

カーへの接近・接舷許可申請書を提出して許可を受けてください。

① 申請者

    接近・接舷しようとする船舶の船長又は接近・接舷して積込み作業などを行う作業の責

任者の方です。

② 使用する様式

    別冊・資料集に保存している様式を使用してください。

③ 提出部数

原則１部の提出としますが、事務所に備え置くなどの理由から、２部以上で申請者の任

意の部数とします。

④ 提出する時期

    接近・接舷しようとするまでに、十分余裕をもって申請してください。

⑤ 留意事項

イ 当該タンカーの燃料を給油する船舶・水先人や入港手続きのための代理店職員など

を運搬する船舶などで、一定の条件を満たしている場合は本制限から除外されますが、

舶用品・荷役機器などの揚積み作業などは許可の対象となります。

ロ 安全対策については様式の記入例を参考とし、船体同士の接触防止・火気管理の状

況・荒天時の中止基準・緊急連絡体制などについて記入してください。

     なお夜間の場合は、船舶交通の輻輳海域や相当の防爆型照明設備がない場合は許

可できませんので、ご注意ください。

⑥ Ｐ－１０１・Ｐ－１０２の引火性危険物積載タンカー及びＬＮＧ積載タンカーへの接近・接

舷許可申請書の作成例を参考として、作成をお願いします。
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作成例
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作成例
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１６ 海上交通安全法に基づく作業・工作物設置の届出

   船舶交通が輻輳する播磨灘において、航路及び航路付近の周辺海域を航行する船舶の

安全を確保するため、工事作業の実施及び工作物を設置する際の海上保安庁への許可

申請・届出を定めた規定が「海上交通安全法」です。

「海上交通安全法上の航路又は航路周辺海域」として、海上交通安全法第３０条第１項に

基づく工事・作業の許可は、第五管区海上保安部管内においては明石海峡航路において

実施される場合に必要です。

姫路海上保安部管内においては、許可の手続きを要する海域はなく、「明石海峡航路以

外の海上交通安全法適用海域」として、海上交通安全法第３１条第１項に基づく工事・作業

の届出について実施者から行う必要があります。

このため、宛先は第五管区海上保安本部長とし、姫路海上保安部長を経由して送付を行

うことから、姫路海上保安部交通課へ提出してください。

（１） 根拠となる条文

海上交通安全法第３１条

（航路及びその周辺海域以外の海域における工事等）

次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上

保安庁長官に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行

為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

一 前条第１項第１号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者

二 前号に掲げる海域（港湾区域と重複している海域を除く。）において工作物を設置しようと

する者  

２ 海上保安庁長官は、前項の届出に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該届出のあった日から起算して３０日以内に限り、当該届出をした者に対し、船舶交通の

危険を防止するため必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要

な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 当該届出に係る行為が船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。

二 当該届出に係る行為が係留施設を設置する行為である場合においては、当該係留施設

に係る船舶交通が他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。

３ 海上保安庁長官は、第１項の届出があつた場合において、実地に特別な調査をする必

要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があ

るときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合において

は、同項の期間内に、第１項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通

知しなければならない。

４ 国の機関又は地方公共団体は、第１項各号に掲げる行為（同項ただし書の行為を除く。）

をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、海上保安庁長官にその旨を通知

しなければならない。
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（２） 届出者

工事・作業許可申請と同じく、「工事又は作業の実施責任者」又は「請負契約を結んで工

事・作業を実施する場合は、原則として元請業者」であって、工事又は作業を行おうとする

方及び工作物を設置しようとする方です。

（詳細は、Ｐ－５１の９－（２） 参照）

（３） 使用する様式

  特に規定はありませんが、同法施行規則第２７条に記載する事項が規定されており、「別

冊・資料集」の様式を用いＡ－４版で順次横書きして作成してください。

（４） 提出する時期

  工事・作業などを実施する始期の概ね１ヶ月前までに、原則３部の提出としますが、作業

（現場）責任者が携行するほか事務所に備え置くなどの理由から、３部以上で届出者が必要

とする任意の部数とします。

  なお法第３１条第１項に基づく「工事･作業の届出」は、郵送でも受付けています。

  詳細については、姫路海上保安部交通課にお問い合せ願います。

（５） 留意事項

① 届出は、海上保安庁長官に行うよう規定されていますが、法第３７条によりその権限は管

区海上保安本部長に委任されておりますので、名あてを第五管区海上保安本部長（姫路

海上保安部長経由）として提出してください。

② 届出は、実施する海域により担当する保安部などへ提出していただく必要がありますの

で、Ｐ－８を参考として事前にその担当海域は最寄りの保安部へ電話などでお問い合わ

せください。

③ 国の機関又は地方公共団体が提出する場合は、届出の例により「通知（法第３１条第４

項の規定）」として提出していただくとともに、届出者はその「事務所の長」としておいてくだ

さい。

海上交通安全法第３２条

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工事

又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他当該違反行為に

係る工事若しくは作業又は工作物の設置に関し船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため

必要な措置（第４号に掲げる者に対しては、船舶交通の危険を防止するため必要な措置）をと

るべきことを命ずることができる。

１ 第３０条第１項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

２ 第３０条第３項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第４項の規定により海上保

安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反した者

３ 第３０条第６項の規定に違反して当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなか

つた者

４ 前条第１項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
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④ 通常、工事・作業の実施者とは請負人又は自ら工事を行う方をいいますが、工作物の設

置者とは工作物の建築主であり、請負契約の注文者又は自ら設置する方となります。

⑤ 特殊な工事・交通制限が必要となる工事及び大規模な工事などについては、届出前に

十分な調整のうえ最寄りの海上保安官署にご相談をお願いします。

⑥ 海上交通の安全を確保するため

Ａ 許可を受ける場合には、申請者に対して

作業届等の届出者に対しては、法第３１条第２項に基づく当該行為の禁止・制限・必要

な措置の命令

Ｂ また法第３２条に基づき、違反行為者に対する措置命令として、工事・作業の中止や

工作物の除去・移転・改修など

の制限などを行う場合があります。

⑦ 表紙の記載要領について、基本的にはＰ－５４の１０－（２）を参考にしてください。

７項目の「当該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる

措置の概要」については、Ｐ－６０の１０－(６)を参考としてください。

⑧ １０項目の係留施設の設置にあっては、事前に当該係留施設の使用計画として係留さ

せる対象船舶・係留能力・確保されている水深・取扱貨物・１日あたりの使用回数などの資

料を姫路海上保安部交通課に提出いただき、協議・調整を図った後に届け出るようにして

ください。

⑨ Ｐ－１０６～Ｐ－１０９の海上交通安全法に基づく作業・工作物設置届、Ｐ－１１０の作業・

工作物設置完了届の作成例を参考として、作成をお願いします。
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作成例
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作成例
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作成例
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作成例
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作成例
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１７ 海上交通安全法の除外区域における作業届

    播磨灘においては、海上交通安全法で定める作業届提出についてご説明をいたしました

が、法第１条第２項第１号から４号において、港則法に基づく港の区域・港則法に基づく港

以外の港湾に係る港湾法の区域・漁港漁場整備法に基づく漁港区域・陸岸に沿う海域のう

ち漁船以外の船舶が通常航行していない海域

   については、海上交通安全法が適用されない「除外区域」として、海上交通安全法に基づく

作業届の提出は必要ないこととされています。

   しかし

・ マリンレジャーの普及に伴い、プレジャーボートや水上オートバイなどは主に沿岸域を航

行するため、工事・作業の状況を水路通報や姫路海上保安部ホームページの沿岸域情

報提供システム（ＭＩＣＳ）において周知することで、事故の発生を未然に防止する必要が

ある

・ 工事・作業中に事故が発生した場合、姫路海上保安部や関係機関により早期の対応を

行う必要があり、工事・作業の状況を事前に把握し作業（現場）責任者などとの連絡手段

を確立しておく必要がある。

  などの理由から、海上交通安全法で定める作業届と同じ書式で提出をお願いしています。

作成要領についてはＰ－１０４の１６－（２）から（５）と全く同じで、提出する宛先のみ「姫路海

上保安部長」として、姫路海上保安部交通課へ提出していただくようお願いします。

また海上交通安全法の除外区域で行う工事・作業のうち、防波堤や岸壁を築造・撤去する・

水深が変化するなど、現在の形状と出来形が異なる場合にあっては、水路業務法第１９条第

１項に基づき第五管区海上保安本部長へ通報することが必要となります。

通報手続きについては、第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係（電話：０７８-３

９１-６５５１）へ、事前にご相談をお願いします。

なおＰ－１１２に「水路業務法第１９条第１項に基づく通報」の作成例を参考として、作成をお

願いします。

  

海上交通安全法第１条第２項

この法律は、東京湾、伊勢湾（伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する

海域を含む。）及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、こ

れらの海域と他の海域（次の各号に掲げる海域を除く。）との境界は、政令で定める。

１ 港則法（昭和２３年法律第１７４号）に基づく港の区域

２ 港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法 （昭和２５年法律第２１８号）第２条第

３項に規定する港湾区域

３ 漁港漁場整備法 （昭和２５年法律第１３７号）第６条第１項 から第４項までの規定により市

町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域

４ 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海

域
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作成例
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１８ 航路標識に関する許可・届出手続き

航路標識法に基づき、船舶交通の安全を確保し、船舶の運航能率の増進を図るために、

灯火や設置物の形・色などで港や沿岸水域を航行する船舶の指標となる灯台や灯浮標など

を総称して「航路標識」といいます。

航路標識の設置にあたっては、他の航路標識と見誤らないために、定められた規則に基

づき設置する必要があります。

このため、灯浮標などの仕様書・製造会社からの説明などで、実効光度が１５カンデラ以

上（光の強さを言います。）の機能を有する場合は、「許可標識」として海上保安庁の設置許

可の手続きを行う必要があり、設置した後において既設の航路標識の設備を変更したり、運

用の一時休止や廃止・撤去を行う際にも、設置者・管理者において所要の手続きを行うこと

が必要となりますので、注意が必要です。

また実効光度１５カンデラ未満の航路標識は「簡易標識」といい、工事・作業などで一時的

に設置する場合を除き、海苔網・牡蠣筏など漁具の設置場所を明示するため、長期にわた

って設置する場合には、設置後に姫路海上保安部へ届け出る必要があります。

いずれの場合も、灯浮標などの設置する際には事前に設置目的・施工区域などを明らか

にした図面などをご提示いただき、姫路海上保安部交通課において許可申請・届出の手続

きしてください。

なお使用する様式は、「別冊・資料集」に保存していますのでご利用いただくとともに、Ｐ－

１１４の航路標識設置許可申請書、Ｐ－１１５の航路標識設置及び管理許可申請書、Ｐ－１１

６の航路標識管理許可申請書、Ｐ－１１７の航路標識現状変更許可申請書、Ｐ－１１８の航路

標識休止許可申請書、Ｐ－１１９の航路標識廃止許可申請書、Ｐ－１２０の簡易標識設置届、

Ｐ－１２１の簡易標識廃止届の作成例を参考として、作成をお願いします。
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作成例



- 115 -

作成例
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作成例
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作成例
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作成例
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作成例
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簡易標識設置届、作成例 作成例
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簡易標識廃止届、作成例
作成例
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１９ 大型作業船の回航計画・プレジャーヨットなどのクルージング計画の提出

   起重機船や工事・作業で用いる船舶などは、明石海峡・来島海峡などの狭水道を航行し、

九州・関東地方など遠隔地の工事・作業現場まで回航されることが、多くあります。

その際には、回航される海域までの間において、遵守していただきたい様々な海上交通

法規があるため、事前にご理解をいただくとともに、回航中に発生したトラブルに対し迅速に

対応するため、回航における動静を把握にご協力をいただいております。

このため、第五管区海上保安本部管内から他管区管内へ回航する場合にあっては、事

前に曳航船団の構成・回航経路・主な地点の航過予定日時・緊急時の連絡体制などを姫路

海上保安部交通課までお知らせいただくようお願いします。

またプレジャーボートやヨットなどで、クルージング計画を予定されている方々におかれて

も、同様に計画内容について姫路海上保安部交通課にご相談いただき、回航途中の注意

事項などを参考として、安全なクルージングを行っていただくようお願いします。

なお回航計画・クルージング計画について、所定の様式はありませんのでお手持ちの資

料でご説明をいただき、追加資料があれば作成をして添付していただきます。

なお使用する様式は、「別冊・資料集」に保存していますのでご利用いただくとともに、Ｐ－

１２３～Ｐ－１２５の回航計画書の作成例を参考に、作成をお願いします。
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作成例
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作成例
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作成例
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第４章 許可申請・届出などで用いる資料集

～～資料を確認して許可申請書・届を作成しましょう！～～

  これまでにご説明した各種許可申請・届出にあたって、作成例と使用する資料を次のとおり

まとめています。

  ページ数をクリックしていただくと、その項目にジャンプしますので、提出していただく書類を

ご確認いただき、許可申請書・届の作成をお願いします。

１ 港則法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２７

２ 海上交通安全法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３７

３ 航路標識法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５２

４ 水路業務法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５５

５ 審査基準及び標準処理期間 ････････････・････････････････・・・・・・・・・･･････・・・・・・・ １６０

６ 港湾コード（日本）（抜粋） ････････････・････････････････・・・・・・・・・･･････・・・・・・・・・・ １７１

７ 岸壁コード一覧表 ････････････・････････････････・・・・・・・・・･･････・・・・・・・・・・・・・・・・ １７３

８ 港則法に定める危険物 ････････・････････････････・・・・・・・・・･･････・・・・・・・・・・・・・・・ １７７

９ 姫路港の各港区ごとに停泊すべき船舶（港則法施行規則第３条別表第１・抜粋） ･･・・・ １９２

１０ ＜作成例＞港内工事・作業許可申請書（岸壁補修工） ････････・・・・・・・・････・・・・・・ １９４

１１ ＜作成例＞港内作業許可申請書（ボーリング作業） ･・・･･･････・・・・・・・・････・・・・・・ ２００

１２ ＜作成例＞港内作業許可申請書（深浅測量工・潜水作業） ･・･･･・・・・・・････・・・・・・ ２０３

１３ ＜作成例＞港内行事許可申請書（ヨットレース） ･・・・・・・・・・・・･･･・・・・・・････・・・・・・ ２０６

１４ ＜作成例＞警戒船管理運用要領 ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･・・・・・・････・・・・・・ ２０９
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港則法

（昭和二十三年七月十五日法律第百七十四号）

最終改正：平成二一年七月三日法律第六九号

第一章 総則（第一条―第三条）

第二章 入出港及び停泊（第四条―第十一条）

第三章 航路及び航法（第十二条―第二十条）

第四章 危険物（第二十一条―第二十三条）

第五章 水路の保全（第二十四条―第二十六条）

第六章 灯火等（第二十七条―第三十条の二）

第七章 雑則（第三十一条―第三十七条の六）

第八章 罰則（第三十八条―第四十三条）

附則

   第一章 総則

（法律の目的）

第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

（港及びその区域）

第二条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

（定義）

第三条 この法律において「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運

転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

２ この法律において「特定港」とは、きつ水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出

入する港であつて、政令で定めるものをいう。

   第二章 入出港及び停泊

（入出港の届出）

第四条 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の

定めるところにより、港長に届け出なければならない。

（びよう地）

第五条 特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は

積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。

２ 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、

けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設（以下「けい留施設」という。）にけい

留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所（以下「びよう地」という。）の指定を受けなけれ
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ばならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内に

おいてびよう地を指定しなければならない。

３ 前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船

舶に対しびよう地を指定することができる。

４ 前二項の規定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項の規定にかかわらず、当該び

よう地に停泊しなければならない。

５ 特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国

土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。

６ 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に

対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。

７ 港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設の使用に関し船

舶との間に行う信号その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。

第六条 削除

（移動の制限）

第七条 雑種船以外の船舶は、第四条、第八条第一項、第十条及び第二十三条の場合を除い

て、港長の許可を受けなければ、第五条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、

又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。但し、海難を避けようとする場合そ

の他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

２ 前項但書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なけれ

ばならない。

（修繕及びけい船）

第八条 特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、その

旨を港長に届け出なければならない。

２ 修繕中又はけい船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなけれ

ばならない。

３ 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又はけい船中の船舶に対し、

必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

（けい留等の制限）

第九条 雑種船及びいかだは、港内においては、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶

にけい留し、又は他の船舶の交通の妨となる虞のある場所に停泊させ、若しくは停留させては

ならない。

（移動命令）

第十条 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命

ずることができる。

（停泊の制限）

第十一条 港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な

事項は、国土交通省令でこれを定める。
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   第三章 航路及び航法

（航路）

第十二条 雑種船以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省

令で定める航路（次条から第三十七条まで及び第三十七条の三において単に「航路」という。）

によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場

合は、この限りでない。

第十三条 船舶は、航路内においては、左の各号の場合を除いては、投びようし、又はえい航し

ている船舶を放してはならない。

一 海難を避けようとするとき。

二 運転の自由を失つたとき。

三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

（航法）

第十四条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する

他の船舶の進路を避けなければならない。

２ 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。

３ 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。

４ 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

第十四条の二 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航

路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で

定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要が

あると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止す

るため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。

第十五条 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航す

る汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。

第十六条 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速

力で航行しなければならない。

２ 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。

第十七条 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右

げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだ

けこれに遠ざかつて航行しなければならない。

第十八条 雑種船は、港内においては、雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。

２ 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶

であつて雑種船以外のもの（以下「小型船」という。）は、国土交通省令で定める船舶交通が著

しく混雑する特定港内においては、小型船及び雑種船以外の船舶の進路を避けなければなら

ない。
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３ 小型船及び雑種船以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令で定め

る様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。

第十九条 国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により第十四条第

三項若しくは第四項、第十五条又は第十七条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支

障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に

関して特別の定めをすることができる。

２ 第十四条から前条までに定めるもののほか、国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港に

おける航法に関して特別の定めをすることができる。

第二十条 削除

   第四章 危険物

第二十一条 爆発物その他の危険物（当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。）を積載

した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければなら

ない。

２ 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。

第二十二条 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合

を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。但し、港長が爆

発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保

管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。

第二十三条 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可

を受けなければならない。

２ 港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、

港の境界外において適当の場所を指定して前項の許可をすることができる。

３ 前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある

船舶とみなす。

４ 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の

許可を受けなければならない。

   第五章 水路の保全

第二十四条 何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラ

スト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。

２ 港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積

み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置を

しなければならない。

３ 港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨

て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱

落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
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第二十五条 港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状

態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のた

め必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては

最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、海洋

汚染等及び海上災害の防止に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十六号）第三十八条

第一項 、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四

十二条の四の二第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告

をすることを要しない。

第二十六条 特定港内又は特定港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶

交通を阻害する虞のあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命

ずることができる。

   第六章 灯火等

第二十七条 海上衝突予防法 （昭和五十二年法律第六十二号）第二十五条第二項 本文及び

第五項 本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項 の規定による灯火を表示して

いる場合を除き、同条第二項 ただし書及び第五項 ただし書の規定にかかわらず、港内にお

いては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやす

い場所に表示しなければならない。

２ 港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項 た

だし書及び第七項 の規定は適用しない。

第二十八条 船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

第二十九条 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受け

なければならない。

（火災警報）

第三十条 特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が

発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長

音（海上衝突予防法第三十二条第三項 の長音をいう。）を五回吹き鳴らさなければならない。

２ 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

第三十条の二 特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内にお

いて、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見易いところに、前条に定める火災警報の方

法を表示しなければならない。

   第七章 雑則

（工事等の許可及び進水等の届出）

第三十一条 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可

を受けなければならない。

２ 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができ

る。
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第三十二条 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を

受けなければならない。

第三十三条 特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長

さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出な

ければならない。

第三十四条 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内におい

ていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

２ 港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。

（漁ろうの制限）

第三十五条 船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはなら

ない。

（灯火の制限）

第三十六条 何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火

をみだりに使用してはならない。

２ 港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火

を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。

（喫煙等の制限）

第三十六条の二 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、

又は火気を取り扱つてはならない。

２ 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場

合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は

火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律第四十二条の五第一項 の規定の適用がある場合は、この限りでない。

（船舶交通の制限等）

第三十六条の三 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所に

おいて交通整理のため行う信号に従わなければならない。

２ 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定す

る水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項

を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

一 当該船舶の名称

二 当該船舶の総トン数及び長さ

三 当該水路を航行する予定時刻

四 当該船舶との連絡手段

五 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港のけい留施設

３ 第一項に規定する水路に接続する海上交通安全法 （昭和四十七年法律第百十五号）第二

条第一項 に規定する航路を航行しようとする船舶が、同法第二十二条 の規定による通報をす
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る際に、併せて、当該水路に係る前項第五号に掲げるけい留施設を通報したときは、同項の規

定による通報をすることを要しない。

４ 第一項の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、国土交通省令で定める。

第三十七条 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航

路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

２ 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港

長がこれを公示する。

３ 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通

の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における

危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当

該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港内若しくは特定港の

境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特

定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。ただし、海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の八 の規定の適用がある場合は、この限りで

ない。

４ 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通

の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港

内又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置

を講ずべきことを勧告することができる。

（原子力船に対する規制）

第三十七条の二 港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 （昭和三

十二年法律第百六十六号）第三十六条の二第四項 の規定による国土交通大臣の指示があ

つたとき、又は核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）、核燃料物質によつて汚染された

物（原子核分裂生成物を含む。）若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認め

るときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若し

くは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境

界付近から退去することを命ずることができる。

２ 第二十一条第一項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。

（港長が提供する情報の聴取）

第三十七条の三 港長は、特定船舶（小型船及び雑種船以外の船舶であつて、第十八条第二

項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航

路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省

令で定める当該特定港内の区域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。）

に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関す

る情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航

路及び区域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる

情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
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２ 特定船舶は、前項に規定する航路及び区域を航行している間は、同項の規定により提供され

る情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で

定める場合は、この限りでない。

（航法の遵守及び危険の防止のための勧告）

第三十七条の四 港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路及び区域において適用され

る交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に

著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合に

おいて、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、

必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更

その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

２ 港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧

告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

（準用規定）

第三十七条の五 第十条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十六条第二項、第三

十六条の二第二項及び第三十六条の三から第三十七条の二までの規定は、特定港以外の港

について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を

管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うも

のとする。

（行政手続法 の適用除外）

第三十七条の六 第十条（前条において準用する場合を含む。）、第十四条の二、第二十一条

第一項（第三十七条の二第二項（前条において準用する場合を含む。）において準用する場

合を含む。）又は第三十六条の二第二項若しくは第三十七条第三項（これらの規定を前条に

おいて準用する場合を含む。）の規定による処分については、行政手続法 （平成五年法律第

八十八号）第三章 の規定は、適用しない。

２ 前項に定めるもののほか、この法律に基づく国土交通省令の規定による処分であつて、港内

における船舶交通の安全又は港内の整とんを図るためにその現場において行われるものにつ

いては、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。

   第八章 罰則

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。

一 第二十二条、第二十三条第一項若しくは第四項又は第三十七条の二第二項（第三十七条

の五において準用する場合を含む。）において準用する第二十一条第一項の規定の違反とな

るような行為をした者

二 第三十七条の二第一項（第三十七条の五において準用する場合を含む。）の規定による処

分の違反となるような行為をした者
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第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰

金に処する。

一 第五条第一項、第七条第一項、第十二条、第十三条又は第三十六条の三第一項（第三十

七条の五において準用する場合を含む。）の規定の違反となるような行為をした者

二 第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定

するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者

三 第八条第三項、第十条（第三十七条の五において準用する場合を含む。）、第十四条の二

又は第三十七条第一項若しくは第三項（これらの規定を第三十七条の五において準用する場

合を含む。）の規定による処分の違反となるような行為をした者

四 第二十四条第一項又は第三十一条第一項（第三十七条の五において準用する場合を含

む。）の規定に違反した者

五 第二十四条第三項又は第二十六条、第三十一条第二項若しくは第三十六条第二項（これ

らの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。）の規定による処分に違反した者

六 第二十五条の規定に違反した者

第四十条 第三十六条の二第二項（第三十七条の五において準用する場合を含む。）の規定に

よる処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第四条、第八条第二項、第二十一条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為

をした者

二 第八条第一項、第二十四条第二項、第二十九条（第三十七条の五において準用する場合

を含む。）、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反した者

三 第三十四条第二項の規定による処分に違反した者

第四十二条 第十一条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、

三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人

又は人の業務に関して第三十九条第四号若しくは第五号又は第四十一条第二号若しくは第

三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰

金刑を科する。

   附 則 （平成二一年七月三日法律第六九号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 次条の規定 この法律の施行の日前の政令で定める日

（経過措置）
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第二条 この法律による改正後の港則法第三十六条の三第二項及び第三項並びに海上交通

安全法第二十二条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前におい

ても行うことができる。

（罰則に関する経過措置）

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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海上交通安全法

（昭和四十七年七月三日法律第百十五号）

最終改正：平成二一年七月三日法律第六九号

第一章 総則（第一条・第二条）

第二章 交通方法

  第一節 航路における一般的航法（第三条―第十条の二）

  第二節 航路ごとの航法（第十一条―第二十一条）

  第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則（第二十二条―第二十四条）

  第四節 航路以外の海域における航法（第二十五条）

  第五節 危険防止のための交通制限等（第二十六条）

  第六節 灯火等（第二十七条―第二十九条）

  第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置（第二十九条の二・第二十九条の三）

第三章 危険の防止（第三十条―第三十三条）

第四章 雑則（第三十四条―第三十九条）

第五章 罰則（第四十条―第四十三条）

   第一章 総則

（目的及び適用海域）

第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方

法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図

ることを目的とする。

２ この法律は、東京湾、伊勢湾（伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接す

る海域を含む。）及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、

これらの海域と他の海域（次の各号に掲げる海域を除く。）との境界は、政令で定める。

一 港則法 （昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく港の区域

二 港則法 に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八号）

第二条第三項 に規定する港湾区域

三 漁港漁場整備法 （昭和二十五年法律第百三十七号）第六条第一項 から第四項 までの規

定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域

四 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海

域

（定義）

第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定

める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
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２ この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。

二 巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。

三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。

イ 漁ろうに従事している船舶

ロ 工事又は作業を行なつているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国

土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示している

もの

３ この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ海上

衝突予防法 （昭和五十二年法律第六十二号）第三条第四項 及び第十項 並びに第三十二条

第一項 に規定する当該用語の意義による。

   第二章 交通方法

    第一節 航路における一般的航法

（避航等）

第三条 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は航路

をこれに沿わないで航行している船舶（漁ろう船等を除く。）は、航路をこれに沿つて航行して

いる他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。

この場合において、海上衝突予防法第九条第二項 、第十二条第一項、第十三条第一項、第

十四条第一項、第十五条第一項前段及び第十八条第一項（第四号に係る部分に限る。）の規

定は、当該他の船舶について適用しない。

２ 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、若しくは航路を

これに沿わないで航行している漁ろう船等又は航路で停留している船舶は、航路をこれに沿つ

て航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければなら

ない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項 及び第三項 、第十三条第一項、第

十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項（第三号及び第四号に係る部分

に限る。）の規定は、当該巨大船について適用しない。

３ 前二項の規定の適用については、次に掲げる船舶は、航路をこれに沿つて航行している船

舶でないものとみなす。

一 第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条（第四項を除く。）又は第二十条第一

項の規定による交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している船舶

二 第二十条第三項又は第二十六条第二項若しくは第三項の規定により、前号に規定する規

定による交通方法と異なる交通方法が指示され、又は定められた場合において、当該交通方

法に従わないで航路をこれに沿つて航行している船舶
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（航路航行義務）

第四条 長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令

で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航

路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命

若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

（速力の制限）

第五条 国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を

除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力（対水速力をいう。以下同じ。）を超える速力

で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するため

やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

（追越しの場合の信号）

第六条 追越し船（海上衝突予防法第十三条第二項 又は第三項 の規定による追越し船をい

う。）で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通

省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、同法第九条第四項 前段の規

定による汽笛信号を行うときは、この限りでない。

（追越しの禁止）

第六条の二 国土交通省令で定める航路の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区

間をこれに沿つて航行している他の船舶（漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船

舶として国土交通省令で定める船舶を除く。）を追い越してはならない。ただし、海難を避ける

ため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでな

い。

（進路を知らせるための措置）

第七条 船舶（汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。）は、航路外

から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に

知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号による表示その他国土交通省令で定

める措置を講じなければならない。

（航路の横断の方法）

第八条 航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横

断しなければならない。

２ 前項の規定は、航路をこれに沿つて航行している船舶が当該航路と交差する航路を横断す

ることとなる場合については、適用しない。

（航路への出入又は航路の横断の制限）

第九条 国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路

から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるもの

をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむ

を得ない事由があるときは、この限りでない。
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（びよう泊の禁止）

第十条 船舶は、航路においては、びよう泊（びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同

じ。）をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するため

やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

（航路外での待機の指示）

第十条の二 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案

して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通

省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため

必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を

防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。

    第二節 航路ごとの航法

（浦賀水道航路及び中ノ瀬航路）

第十一条 船舶は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分

を航行しなければならない。

２ 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。

第十二条 航行し、又は停留している船舶（巨大船を除く。）は、浦賀水道航路をこれに沿つて

航行し、同航路から中ノ瀬航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該

巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条第一項並びに海上衝突予

防法第九条第二項 及び第三項 、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段

並びに第十八条第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、当該巨大船につ

いて適用しない。

２ 第三条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合における浦賀水道航路をこれに沿つて

航行する巨大船について準用する。

（伊良湖水道航路）

第十三条 船舶は、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央

から右の部分を航行しなければならない。

第十四条 伊良湖水道航路をこれに沿つて航行している船舶（巨大船を除く。）は、同航路をこ

れに沿つて航行している巨大船と行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、当該巨

大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項 及

び第三項 、第十四条第一項並びに第十八条第一項（第三号及び第四号に係る部分に限

る。）の規定は、当該巨大船について適用しない。

２ 第三条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合における伊良湖水道航路をこれに沿

つて航行する巨大船について準用する。

（明石海峡航路）

第十五条 船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分

を航行しなければならない。
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（備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路）

第十六条 船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部

分を航行しなければならない。

２ 船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。

３ 船舶は、宇高西航路をこれに沿つて航行するときは、南の方向に航行しなければならない。

第十七条 宇高東航路又は宇高西航路をこれに沿つて航行している船舶は、備讃瀬戸東航路

をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避け

なければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項 及び第三項 、第十五

条第一項前段並びに第十八条第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、当

該巨大船について適用しない。

２ 航行し、又は停留している船舶（巨大船を除く。）は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行し、

同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとしており、又は宇高西航路をこれに沿つて南の

方向に航行し、同航路から備讃瀬戸東航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがある

ときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条第一項並びに

海上衝突予防法第九条第二項 及び第三項 、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条

第一項前段並びに第十八条第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、当該

巨大船について適用しない。

３ 第三条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合における備讃瀬戸東航路をこれに

沿つて航行する巨大船について準用する。

（備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路）

第十八条 船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなけれ

ばならない。

２ 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならな

い。

３ 船舶は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を

航行しなければならない。

４ 第十四条の規定は、水島航路について準用する。

第十九条 水島航路をこれに沿つて航行している船舶（巨大船及び漁ろう船等を除く。）は、備

讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している他の船舶と衝突するおそれがあるとき

は、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九

条第二項 、第十二条第一項、第十五条第一項前段及び第十八条第一項（第四号に係る部分

に限る。）の規定は、当該他の船舶について適用しない。

２ 水島航路をこれに沿つて航行している漁ろう船等は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の

方向に航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなけれ

ばならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項 及び第三項 、第十五条第一

項前段並びに第十八条第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、当該巨大

船について適用しない。
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３ 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行している船舶（巨大船を除く。）は、水島航路をこれに沿

つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければな

らない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項 及び第三項 、第十五条第一項前

段並びに第十八条第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、当該巨大船に

ついて適用しない。

４ 航行し、又は停留している船舶（巨大船を除く。）は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方

向に若しくは備讃瀬戸南航路をこれに沿つて東の方向に航行し、これらの航路から水島航路

に入ろうとしており、又は水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北

航路若しくは東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあると

きは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条第一項並びに

海上衝突予防法第九条第二項 及び第三項 、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条

第一項前段並びに第十八条第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、当該

巨大船について適用しない。

５ 第三条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合における水島航路をこれに沿つて航

行する巨大船について準用する。

（来島海峡航路）

第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなけ

ればならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上

衝突予防法第九条第一項 の規定は、適用しない。

一 順潮の場合は来島海峡中水道（以下「中水道」という。）を、逆潮の場合は来島海峡西水道

（以下「西水道」という。）を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつ

た場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波

止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行し

ようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。

二 順潮の場合は、できる限り大島及び大下島側に近寄つて航行すること。

三 逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄つて航行すること。

四 前二号の規定にかかわらず、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場

合又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする場合は、その他の船舶の

四国側を航行すること。

五 逆潮の場合は、国土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。

２ 前項第一号から第三号まで及び第五号の潮流の流向は、国土交通省令で定めるところによ

り海上保安庁長官が信号により示す流向による。

３ 海上保安庁長官は、来島海峡航路において転流すると予想され、又は転流があつた場合に

おいて、同航路を第一項の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船

舶交通の危険を生ずるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿つて航行し、又は航行

しようとする船舶に対し、同項の規定による航法と異なる航法を指示することができる。この場合
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において、当該指示された航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九

条第一項 の規定は、適用しない。

４ 来島海峡航路をこれに沿つて航行しようとする船舶の船長（船長以外の者が船長に代わつて

その職務を行うべきときは、その者。以下同じ。）は、国土交通省令で定めるところにより、当該

船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならな

い。

第二十一条 汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は、国土交通省令で定めるところにより

信号を行わなければならない。ただし、前条第三項の規定により海上保安庁長官が指示した

航法によつて航行している場合は、この限りでない。

一 中水道又は西水道を来島海峡航路に沿つて航行する場合において、前条第二項の規定に

よる信号により転流することが予告され、中水道又は西水道の通過中に転流すると予想される

とき。

二 西水道を来島海峡航路に沿つて航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとするとき、又

は同水道から同航路に入つて西水道を同航路に沿つて航行しようとするとき。

２ 海上衝突予防法第三十四条第六項 の規定は、来島海峡航路及びその周辺の国土交通省

令で定める海域において航行する船舶について適用しない。

    第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則

（巨大船等の航行に関する通報）

第二十二条 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の

名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交

通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更する

ときも、同様とする。

一 巨大船

二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの

三 危険物積載船（原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している

船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。）

四 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶（当該引き船の船首から当該

物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交

通省令で定める距離以上となる場合に限る。）

（巨大船等に対する指示）

第二十三条 海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶（以下「巨大船等」という。）の航路に

おける航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めると

きは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、航行予定時刻の変更、

進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することが

できる。
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（緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例）

第二十四条 消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行う

ためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示し

ているときは、第四条、第五条、第六条の二から第十条まで、第十一条、第十三条、第十五条、

第十六条、第十八条（第四項を除く。）、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による

交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定に

よる通報をしないで航行することができる。

２ 漁ろうに従事している船舶は、第四条、第六条から第九条まで、第十一条、第十三条、第十

五条、第十六条、第十八条（第四項を除く。）、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規

定による交通方法に従わないで航行することができ、及び第二十条第四項又は第二十二条の

規定による通報をしないで航行することができる。

３ 第三十条第一項の規定による許可（同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しな

い場合には、港則法第三十一条第一項 （同法第三十七条の五 において準用する場合を含

む。）の規定による許可）を受けて工事又は作業を行つている船舶は、当該工事又は作業を行

うためやむを得ない必要がある場合において、第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定め

るところにより灯火又は標識を表示しているときは、第四条、第六条の二、第八条から第十条ま

で、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条（第四項を除く。）、第二十条第一

項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をするこ

とができ、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる。

    第四節 航路以外の海域における航法

第二十五条 海上保安庁長官は、狭い水道（航路を除く。）をこれに沿つて航行する船舶がその

右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、

危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道を

これに沿つて航行する船舶の航行に適する経路（当該水道への出入の経路を含む。）を指定

することができる。

２ 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件、工作物の設置状況又は船舶交通の

状況により、船舶の航行の安全を確保するために船舶交通の整理を行う必要がある海域（航路

を除く。）について、告示により、当該海域を航行する船舶の航行に適する経路を指定すること

ができる。

３ 第一項の水道をこれに沿つて航行する船舶又は前項に規定する海域を航行する船舶は、で

きる限り、それぞれ、第一項又は前項の経路によつて航行しなければならない。

    第五節 危険防止のための交通制限等

第二十六条 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交

通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示

により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。
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ただし、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合に

おいて、告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

２ 海上保安庁長官は、航路又はその周辺の海域について前項の処分をした場合において、当

該航路における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示（同項た

だし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法）により、

期間及び航路の区間を定めて、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、

第十六条、第十八条（第四項を除く。）、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による

交通方法と異なる交通方法を定めることができる。

３ 前項の場合において、海上保安庁長官は、同項の航路が、宇高東航路又は宇高西航路で

あるときは宇高西航路又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路又は備讃瀬戸南航路で

あるときは備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項の処分をすることができる。

    第六節 灯火等

（巨大船及び危険物積載船の灯火等）

第二十七条 巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国

土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。

２ 巨大船及び危険物積載船以外の船舶は、前項の灯火若しくは標識又はこれと誤認される灯

火若しくは標識を表示してはならない。

（帆船の灯火等）

第二十八条 航路又は政令で定める海域において航行し、又は停留している海上衝突予防法

第二十五条第二項 本文及び第五項 本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項

の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項 ただし書及び第五項 ただし書の規

定にかかわらず、これらの規定に規定する白色の携帯電燈又は点火した白灯を周囲から最も

見えやすい場所に表示しなければならない。

２ 航路又は前項の政令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている長さ十

二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項 ただし書及び第七項

の規定は適用しない。

（物件えい航船の音響信号等）

第二十九条 海上衝突予防法第三十五条第四項 の規定は、航路又は前条第一項の政令で定

める海域において船舶以外の物件を引き又は押して、航行し、又は停留している船舶（当該引

き船の船尾から当該物件の後端まで又は当該押し船の船首から当該物件の先端までの距離

が国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。）で漁ろうに従事しているもの以外のも

のについても準用する。

２ 船舶以外の物件を押して、航行し、又は停留している船舶は、その押す物件に国土交通省

令で定める灯火を表示しなければ、これを押して、航行し、又は停留してはならない。ただし、

やむを得ない事由により当該物件に本文の灯火を表示することができない場合において、当

該物件の照明その他その存在を示すために必要な措置を講じているときは、この限りでない。
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    第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置

（海上保安庁長官が提供する情報の聴取）

第二十九条の二 海上保安庁長官は、特定船舶（第四条本文に規定する船舶であつて、航路

及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令

で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。）に対し、国土交通

省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶

の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び海域を安

全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土

交通省令で定めるものを提供するものとする。

２ 特定船舶は、航路及び前項に規定する海域を航行している間は、同項の規定により提供され

る情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で

定める場合は、この限りでない。

（航法の遵守及び危険の防止のための勧告）

第二十九条の三 海上保安庁長官は、特定船舶が航路及び前条第一項に規定する海域にお

いて適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若し

くは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると

認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると

認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところによ

り、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

２ 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に

対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

   第三章 危険の防止

（航路及びその周辺の海域における工事等）

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁

長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

一 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者

二 前号に掲げる海域（港湾区域と重複している海域を除く。）において工作物の設置（現に存

する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。）をしようとする者

２ 海上保安庁長官は、前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次

の各号のいずれかに該当するときは、許可をしなければならない。

一 当該申請に係る行為が船舶交通の妨害となるおそれがないと認められること。

二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行われることにより船舶交通の妨害と

なるおそれがなくなると認められること。

三 当該申請に係る行為が災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的に行われ

るものであると認められること。
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３ 海上保安庁長官は、第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるとき

は、当該許可の期間を定め（同項第二号に掲げる行為については、仮設又は臨時の工作物に

係る場合に限る。）、及び当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き当該許可

に船舶交通の妨害を予防するため必要な条件を付することができる。

４ 海上保安庁長官は、船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため特別の必要が生じたとき

は、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

５ 海上保安庁長官は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反

したとき、又は船舶交通の妨害を予防し、若しくは排除するため特別の必要が生じたときは、そ

の許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

６ 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定

により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措

置をとらなければならない。

７ 国の機関又は地方公共団体（港湾法 の規定による港務局を含む。以下同じ。）が第一項各

号に掲げる行為（同項ただし書の行為を除く。）をしようとする場合においては、当該国の機関

又は地方公共団体と海上保安庁長官との協議が成立することをもつて同項の規定による許可

があつたものとみなす。

８ 港則法 に基づく港の境界付近においてする第一項第一号 に掲げる行為については、同法

第三十一条第一項 （同法第三十七条の五 において準用する場合を含む。）の規定による許

可を受けたときは第一項 の規定による許可を受けることを要せず、同項 の規定による許可を

受けたときは同法第三十一条第一項 （同法第三十七条の五 において準用する場合を含

む。）の規定による許可を受けることを要しない。

（航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等）

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ、当該各号に掲げる行為をする

旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その

他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

一 前条第一項第一号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者

二 前号に掲げる海域（港湾区域と重複している海域を除く。）において工作物の設置をしようと

する者

２ 海上保安庁長官は、前項の届出に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

届出のあつた日から起算して三十日以内に限り、当該届出をした者に対し、船舶交通の危険

を防止するため必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を

とるべきことを命ずることができる。

一 当該届出に係る行為が船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。

二 当該届出に係る行為が係留施設を設置する行為である場合においては、当該係留施設に

係る船舶交通が他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。

３ 海上保安庁長官は、第一項の届出があつた場合において、実地に特別な調査をする必要が

あるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、
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その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期

間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければな

らない。

４ 国の機関又は地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為（同項ただし書の行為を除く。）を

しようとするときは、同項の規定による届出の例により、海上保安庁長官にその旨を通知しなけ

ればならない。

５ 海上保安庁長官は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が

第二項各号のいずれかに該当するときは、当該国の機関又は地方公共団体に対し、船舶交

通の危険を防止するため必要な措置をとることを要請することができる。この場合において、当

該国の機関又は地方公共団体は、そのとるべき措置について海上保安庁長官と協議しなけれ

ばならない。

６ 港則法 に基づく港の境界付近においてする第一項第一号 に掲げる行為については、同法

第三十一条第一項 （同法第三十七条の五 において準用する場合を含む。）の規定による許

可を受けたときは、第一項の規定による届出をすることを要しない。

（違反行為者に対する措置命令）

第三十二条 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に

係る工事又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他当該違

反行為に係る工事若しくは作業又は工作物の設置に関し船舶交通の妨害を予防し、又は排

除するため必要な措置（第四号に掲げる者に対しては、船舶交通の危険を防止するため必要

な措置）をとるべきことを命ずることができる。

一 第三十条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

二 第三十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上

保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反した者

三 第三十条第六項の規定に違反して当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらな

かつた者

四 前条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

（海難が発生した場合の措置）

第三十三条 海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該海難に

係る船舶の船長は、できる限りすみやかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置

その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要及

びとつた措置について海上保安庁長官に通報しなければならない。ただし、港則法第二十五

条 の規定の適用がある場合は、この限りでない。

２ 前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十六号）第三十八条第一項 、第二項若しく

は第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一

項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については前項の規定による通報をす

ることを要しない。
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３ 海上保安庁長官は、船長が第一項の規定による措置をとらなかつたとき又は同項の規定によ

り船長がとつた措置のみによつては船舶交通の危険を防止することが困難であると認めるとき

は、船舶交通の危険の原因となつている船舶（船舶以外の物件が船舶交通の危険の原因とな

つている場合は、当該物件を積載し、引き、又は押していた船舶）の所有者（当該船舶が共有

されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人）に対し、当該

船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するため必要な措置（海洋汚染等及び海上災害の

防止に関する法律第四十二条の七 に規定する場合は、同条 の規定により命ずることができる

措置を除く。）をとるべきことを命ずることができる。

   第四章 雑則

（航路等の海図への記載）

第三十四条 海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、第一条

第二項の政令で定める境界、航路、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水

道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央、第二十五条第一項及び第二項の規定

により指定した経路並びに第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項の海域を記載する

ものとする。

（航路等を示す航路標識の設置）

第三十五条 海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第五条、第六条の

二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並

びに第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路を示すための指標となる航路

標識を設置するものとする。

（交通政策審議会への諮問）

第三十六条 国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議

会の意見を聴かなければならない。

（権限の委任）

第三十七条 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で

定めるところにより、管区海上保安本部長に行なわせることができる。

２ 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に

属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

（行政手続法 の適用除外）

第三十七条の二 第十条の二又は第二十条第三項の規定による処分については、行政手続法

（平成五年法律第八十八号）第三章 の規定は、適用しない。

（国土交通省令への委任）

第三十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項

は、国土交通省令で定める。

（経過措置）



- 150 -

第三十九条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合に

おいては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と

判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めること

ができる。

   第五章 罰則

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に

処する。

一 第十条の規定の違反となるような行為をした者

二 第十条の二又は第二十六条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるよう

な行為をした者

三 第二十三条の規定による海上保安庁長官の処分に違反した者

四 第三十条第一項の規定に違反した者

五 第三十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上

保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反した者

六 第三十一条第二項、第三十二条又は第三十三条第三項の規定による海上保安庁長官の

処分に違反した者

七 第三十三条第一項の規定に違反した者

第四十一条 第四条、第五条、第九条、第十一条、第十五条、第十六条又は第十八条第一項

若しくは第二項の規定の違反となるような行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第七条又は第二十七条第一項の規定の違反となるような行為をした者

二 第二十二条の規定に違反した者

三 第三十条第六項又は第三十一条第一項の規定に違反した者

第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第四十条第四号から第六号まで又は前条第三号の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

      附 則 （平成二一年七月三日法律第六九号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中海上交通安全法第二十六条第一項及び第二項の改正規定 公布の日から起算

して六月を超えない範囲内において政令で定める日

二 次条の規定 この法律の施行の日前の政令で定める日

（経過措置）
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第二条 この法律による改正後の港則法第三十六条の三第二項及び第三項並びに海上交通

安全法第二十二条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前におい

ても行うことができる。

（罰則に関する経過措置）

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表

航路の名称 所在海域

浦賀水道航

路

東京湾中ノ瀬の南方から久里浜湾沖に至る海域

中ノ瀬航路 東京湾中ノ瀬の東側の海域

伊良湖水道

航路

伊良湖水道

明石海峡航

路

明石海峡

備讃瀬戸東

航路

瀬戸内海のうち小豆島地蔵埼沖から豊島と男木島との間を経て小与島と小瀬居

島との間に至る海域

宇高東航路 瀬戸内海のうち荒神島の南方から中瀬の西方に至る海域

宇高西航路 瀬戸内海のうち大槌島の東方から神在鼻沖に至る海域

備讃瀬戸北

航路

瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から佐柳島と二面島との間に至る海域

で牛島及び高見島の北側の海域

備讃瀬戸南

航路

瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から二面島と粟島との間に至る海域で

牛島及び高見島の南側の海域

水島航路 瀬戸内海のうち水島港から葛島の西方、濃地諸島の東方及び与島と本島との間

を経て沙弥島の北方に至る海域

来島海峡航

路

瀬戸内海のうち大島と今治港との間から来島海峡を経て大下島の南方に至る海

域
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航路標識法

（昭和二十四年五月二十四日法律第九十九号）

最終改正：平成一六年六月九日法律第八四号

（この法律の目的及び用語の定義）

第一条 この法律は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて

船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。

２ この法律において「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、

海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、

霧信号所、無線方位信号所その他の施設をいう。

（航路標識の設置及び管理）

第二条 航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。但し、海上保安庁以外の者にお

いても、その者が行う事業又は事務の用に供するため、国土交通省令の定めるところにより海

上保安庁長官の許可を受けて、その者の費用で、航路標識を設置し、又は管理することができ

る。

第三条 前条但書の規定により許可を受けて設置した航路標識の所有者又は管理者は、当

該航路標識の機能に支障が生じないように努めなければならない。

２ 海上保安庁以外の者が設置した航路標識がその所有者又は管理者の責に帰すべき事由

又は通常予想すべき事由によつて、その機能に支障をきたし、船舶交通の安全に障害を生じ

たときは、海上保安庁長官は、当該所有者又は管理者に対し、その障害の除去のために必要

な措置をすべきことを命ずることができる。

第四条 前条第二項に規定する場合の外、船舶交通の安全を図るため必要があると認めると

きは、海上保安庁長官は、海上保安庁以外の者が設置した航路標識の所有者又は管理者に

対し、当該航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

２ 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交

通省令の定めるところにより、海上保安庁以外の者が設置し、又は管理する航路標識を直接

に管理し、又は収用することができる。

（航路標識の現状の変更）

第五条 海上保安庁以外の者が設置した航路標識の管理者が、その航路標識を廃止し、そ

の位置を変更し、その他その現状を変更しようとするときは、国土交通省令の定めるところによ

り、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

２ 前項の管理者は、その管理している航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省

令の定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。

（航路標識の告示）

第六条 海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の廃止、位置

の変更その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
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（事故発見者の報告義務）

第七条 航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又はもより

の管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。

（灯火等の制限）

第八条 何人も、みだりに航路標識と誤認される虞がある灯火を使用し、又は音響を発しては

ならない。

２ 海上保安官は、前項に規定する行為をし、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音

響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずること

ができる。

（工事等の制限）

第九条 航路標識の機能の障害となる虞のある建築物の建設、沈没物の引揚その他の工事

又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。

２ 海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権原を有する者に対し、

航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。

（植物についての制限）

第十条 何人も、航路標識の附近に、当該航路標識の視認を妨げる虞のある植物を植えては

ならない。

２ 海上保安庁長官は、前項の規定に違反して植えられた植物についてその権原を有する者

に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきこと

を命ずることができる。植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも同様である。

３ 航路標識を設置したときに現にあつた植物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるよう

になつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移

植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

（船舶についての制限）

第十一条 船舶（はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下同じ。）は、み

だりに航路標識に損傷を及ぼす虞のあるほどこれに接近して航行させてはならない。

２ 船舶は、航路標識にけい留させてはならない。

３ 船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触する虞のある場所に停泊又は停留

させてはならない。

（汚損行為の禁止）

第十二条 何人も、航路標識をよごし、又は損傷を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

（損失補償）

第十三条 第四条第一項若しくは第二項又は第十条第三項の規定によつて生じた損失に対

しては、左に定めるところにより補償をするものとする。

一 補償の額は、第四条第一項の場合にあつては当該航路標識の改善、移転、撤去その他

の措置をするのに通常要すべき費用、同条第二項の規定により航路標識を収用する場合にあ

つては当該航路標識を建設するとすれば通常要すべき費用から当該航路標識の減価部分に
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相当する額を控除した額、第十条第三項の場合にあつては植物の障害となる部分の除去、移

植その他の措置をするのに通常要すべき費用及び時価によつて算定した当該植物について

の損失額に相当する金額とする。

二 補償を受けようとする者は、海上保安庁長官に、補償を受けたいと思う金額を記載した申

請書を提出しなければならない。

三 海上保安庁長官は、前号の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定しなけ

ればならない。この場合において海上保安庁長官は、当該申請人に対しあらかじめ期日及び

場所を通知してその申立を聞かなければならない。

２ 前項第三号の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをも

つて補償の額の増額を請求することができる。

３ 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

（聴聞の特例）

第十四条 海上保安庁長官又は海上保安官は、第八条第二項、第九条第二項又は第十条

第二項若しくは第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第

八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を

行わなければならない。

２ 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る関係

人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第十五条 削除

（罰則）

第十六条 第十一条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第十七条 左の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

一 第八条第二項、第九条第二項又は第十条第二項若しくは第三項の規定による命令に違

反した者

二 第十二条の規定に違反した者

      附 則 （平成一六年六月九日法律第八四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。

（検討）

第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。
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水路業務法

（昭和二十五年四月十七日法律第百二号）

最終改正：平成一九年六月六日法律第七七号

第一章 総則（第一条―第五条）

第二章 水路測量及び海象観測の実施等（第六条―第二十条）

第三章 水路測量及び海象観測の成果（第二十一条―第二十五条）

第四章 水路に関する業務の受託（第二十六条）

第五章 削除

第六章 罰則（第二十八条―第三十条）

附則

   第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて

海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資す

ることを目的とする。

（水路測量）

第二条 この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその

成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。

２ 前項の規定は、土地の測量について測量法 （昭和二十四年法律第百八十八号）の適用を

妨げるものと解釈してはならない。

（海象観測）

第三条 この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷及びこれらに関連する

諸現象の観測をいう。

（水路図誌）

第四条 この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦及びそ

の他の水路に関する図誌をいう。

（航空図誌）

第四条の二 この法律において「航空図誌」とは、航空図、航空暦及びその他の航空に関する

図誌をいう。

（水路測量標）

第五条 この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第六条の規定により許可を受け

た者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。

２ 水路測量標の種類及び形状は、国土交通省令で定める。
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   第二章 水路測量及び海象観測の実施等

（海上保安庁以外の者が実施する水路測量）

第六条 海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、

又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければなら

ない。但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定め

る場合は、この限りでない。

（水路測量の実施方法の勧告）

第七条 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対

し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。

（水路測量の実施の公示）

第八条 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間そ

の他必要な事項を公示しなければならない。第六条の規定による許可をしたときも同様とする。

（水路測量の基準）

第九条 海上保安庁又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界

測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な

決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行

わなければならない。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の世界測地系に従

つて行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、世界測地系に代えて

国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる。

２ 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定

して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で

定める値であるものであること。

二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。

三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

（資料又は報告の提出の要求）

第十条 海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体その他港湾施設の管理者

に対し、その管理する港湾施設の状況について資料又は報告の提出を求めることができる。

第十一条 海上保安庁長官は、特に必要があるときは、船舶に対し、水路図誌の編修に必要な

報告の提出を求めることができる。

（土地又は水面の立入）

第十二条 海上保安庁の職員は、水路測量又は海象観測のため必要があるときは、国、地方公

共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入ることができる。

２ 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた水面若しくは土地に立ち入る場合には、あ

らかじめその旨を所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に

対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
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３ 海上保安庁の職員が、第一項の規定により土地又は水面に立ち入る場合には、その身分を

示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

（障害物の除去）

第十三条 海上保安庁の職員は、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは、あ

らかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することがで

きる。

第十四条 海上保安庁の職員は、離島又はこれに類する場所で水路測量を実施する場合にお

いて、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を

著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず承諾を得ないで、障害となる植物又はかき、

さく等を伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に

通知しなければならない。

（損失の補償）

第十五条 前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占

有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。

２ 前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。

３ 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償

の額の増額を請求することができる。

４ 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

（水路測量標及び測量船の保全）

第十六条 何人も、正当な理由がないのに、水路測量標を毀損し、移転し、その他水路測量標

の効用を害する虞のある行為をしてはならない。

第十七条 海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量又は海象

観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

第十八条 船長は、船舶を、正当な理由がないのに前条の標識を掲げる船舶に著しく接近させ

て航行させてはならない。

（水路関係事項の通報）

第十九条 港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上

保安庁長官に通報しなければならない。

２ 都道府県知事は、漁業法 （昭和二十四年法律第二百六十七号）第十条 若しくは第二十二

条 の規定に基づき、定置漁業若しくは国土交通大臣の指定する共同漁業につき免許をしたと

き、又は同法第六十五条第一項 若しくは第二項 の規定に基づく都道府県規則により、国土

交通大臣の指定する漁業の許可をしたときは、次の事項を海上保安庁長官に通報しなければ

ならない。同法第三十七条 から第四十条 までの規定に基づき漁業権を取り消し又は変更した

ときその他通報した事項を変更したときは、これらの事項についても、また同様とする。

一 定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間

二 共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の

期間のうち国土交通大臣の指定するもの
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第二十条 船長は、水中に沈没物その他航海の障害となる虞のある物件があることを発見し、又

は海上保安庁の刊行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、

遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。

   第三章 水路測量及び海象観測の成果

（成果の公表）

第二十一条 海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを

公表しなければならない。

（成果の提出）

第二十二条 第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、

遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。

第二十三条 海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水

路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安

庁長官に通報しなければならない。

（水路図誌及び航空図誌の保護）

第二十四条 海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航

海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して

航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受

けなければならない。

第二十五条 海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行

しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

２ 海上保安庁長官は、前項の刊行物が海上の安全の確保に支障を及ぼすものでない限り、こ

れを許可しなければならない。

   第四章 水路に関する業務の受託

（水路に関する業務の受託）

第二十六条 海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量

及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の作製、編修又は印刷を行うことができる。

   第五章 削除

第二十七条 削除

   第六章 罰則

第二十八条 第十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

二 第十八条の規定に違反した者
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三 第二十四条又は第二十五条第一項の規定により承認又は許可を受けなければならない事

項を承認又は許可を受けないでした者

第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

   附 則 （平成一九年六月六日法律第七七号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。
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審査基準及び標準処理期間
○港則法（昭和２３年法律第１７４号）

条項 処分内容 審査基準 標準処理期間

法第８条

第２項

修 繕 中 又 は

け い 船 中 の
船 舶 の 停 泊

場所の指定

（１） 一般船舶の航行及び停泊その他港湾

の運営に支障の少ない場所であること。
（２） びょう泊して行う場合は、いかりかきが良

好な場所であること。
（３） 風、浪、潮汐等の影響の少ない場所で

あること。

１０分～１時間

程度

法第２２条
本文

危 険 物 積 載
船 舶 に 対 す

る 停 泊 等 の
場所の指定

停泊等の場所が次の要件を満たす場合で
あること。

（１） 積載している危険物が停泊許容量を超
えないものであること。

（２） 船だまり、航路筋等船舶のふくそうする
場所又は陸上の保安物件等から離れた

場所であること。
（３） 他の危険物積載船舶から離れた場所で

あること。

１０分～１時間
程度

法第２２条

ただし書

爆 発 物 以 外

の 危 険 物 積
載 船 舶 に 対

す る 停 泊 許
可

停泊の期間並びに危険物の種類、数量及

び保管方法に鑑み差し支えないと認められる
こと。

１日～２日程度

法第２３条
第１項

第４項

危 険 物 の 荷
役・運搬の許

可

（１） 全種類共通
① 危険物専用岸壁以外の場合

・ 荷役許容量を超えない場合
荷役許容量を超えないことが確認される

こと
・ 荷役許容量を超える場合

危険物の種類、数量、バースの位置、周
囲の状況等を勘案し、申請書等の添付書

類に記載されている荷役安全管理体制、
荷役時間、陸上の輸送計画、安全対策等

によって、荷役の安全性が確保されている
ことが確認されること。

② 危険物専用岸壁の場合
当該専用岸壁において取り扱うことが

承認された危険物の種類、数量、当該専
用岸壁に関わる安全対策等が遵守され

ること。
③ 包括許可が行なえる場合

・ 荷役の回数が非常に多いこと（原則毎日
１回以上、少なくとも２～３日に１回程

１０分～１時間
程度

（荷役許容量を
超える場合は１

～７日）

（包括許可の場
合は１～１０日）
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度）。

・ 荷役する危険物の種類が毎回同一又は
類似のものであり、数量もほぼ一定であ

ること。
・ 危険物の専用船であること（一般船舶で

あるときは、荷役量が少ないこと。）。
・ 船内の消火設備及び火気管理が十分

であること。
・ 荷役場所は、危険物専用岸壁であるこ

と、もしくは、荷役量が少なく場所が一定
であり、専用岸壁に準じて安全対策の措

置が講じられた場所であること。
・ 荷役船舶及びバースの双方において適

正な荷役安全管理が行なわれているこ
と。

（２） 引火性危険物の場合
① 夜間に荷役が開始される場合には、バ

ースの照明設備、安全設備、荷役安全
管理体制及び災害発生時の防災体制並

びにバース付近の環境等の状況から、
荷役の安全性が確保されること。

② 他船越え荷役、いわゆる山越し荷役で
ないこと。

法第２９条 私 設 信 号 の
許可

（１） 全種類共通
・ 国際信号書による信号の意味を変えた

ものでないこと。
・ 国際信号書による信号を用いれば足りる

ようなものでないこと。
（２） 係留施設の使用に関する信号の場合

   統一を図るための指導に沿って作成され
たものであること。

２～１０日

法第３１条

第１項

工事・作業の

許可

当該申請に係る行為が次のいずれかに該

当すること。
（１） 以下のとおり、船舶交通の妨害となるお

それがないと認められること。
① 海上における工事・作業の場合は、当

該海域を航行する船舶が通常の操船方
法により容易に通航できるものであるこ

と。
② 空域における工事・作業の場合は、当

該海域を通航する船舶のうち最大マスト
高以上の空域において実施されるもので

あって、資器材の落下のおそれがないこ
と。

１ヶ月以内
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③ 海底における工事・作業の場合は、当

該海域を通航する船舶のうち最大のもの
が余裕水深を保つことができ、かつ、通

常船舶が投びょうすることのない水域に
おいて実施されること。

（２） 許可に付された条件に従って行なわれ
ることにより船舶交通の妨害となるおそれ

がなくなると認められること。
（３） 災害の復旧その他公益上必要やむを得

ず、かつ、一時的に行なわれるものであ
ると認められること。

法第３２条 行事の許可 （１） 船舶交通の安全上支障を生じるおそれ
のない計画であること。

（２） 現場における指揮者の所在、指揮系
統、連絡方法等が確立されていること。

（３） 秩序ある行動がとれる体制にあること。
（４） 行事参加者の危険防止措置及び他船

に対する警戒措置が適当であること。
（５） 事故発生時の対策が適当であること。

（６） 関係者の集合及び解散の場所、行事要
領等が適当であること。

１ヶ月以内

則第２１条

第１項

入 出 港 届 の

省略許可
け い 留 施 設

使 用 届 の 省
略許可

（入出港届の省略許可）

（１） 同一船舶を同一の場所に係留すること。
（２） 月平均１０回程度以上入港すること。

（けい留施設使用届の省略許可）
（１） 同一船舶を同一の場所に係留すること。

（２） 月平均１０回程度以上離着桟すること。

１日～２日程度

則第２１条

第２項

え い 航 の 制

限 の 免 除 の
許可（則第９

条第１項）

（１） 船舶交通のふくそうする時間帯でないこ

と。
（２） えい航経路が一般船舶の航行等に支

障がないこと。
（３） えい船の能力が十分であり、警戒船が

配備されていること。

１０分～１時間

程度
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審査基準及び標準処理期間
○航路標識法（昭和２４年法律第９９号）

条項 処分内容 審査基準 標準処理期間

法第２条

ただし書

設置・管理の

許可

別添「航路標識の許可申請要領、審査基

準及び標準処理期間」中Ⅲ審査基準による。

電波標識又は

海上交通安全
法適用海域に

設置される航路
標識の場合２０

日以内
上記以外の場

合
１０日以内

法第５条

第１項

現 状 変 更 の

許可

同上 同上

法第１３条

第１項
第３号

損 失 補 償 額

の決定

補償額は以下により算出されたものである

こと。
（１） 第４条第１項の場合

    当該航路標識の改善、移転、撤去その
他の措置をするのに通常要すべき費用

（２） 第４条第２項の場合
    航路標識を建設するとすれば通常要

すべき費用から当該航路標識の減価部
分に相当する額を控除した額

（３） 第１０条第３項の場合
    植物の障害となる部分の除去、移植そ

の他の措置をするのに通常要すべき費
用及び時価によって算出された当該植

物についての損出額

過 去 に処 分 の

先例がないこと
から、現段階で

は標準処理期
間の設定はでき

ない。
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審査基準及び標準処理期間
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

（昭和４５年法律第１３６号）

条項 処分内容 審査基準 標準処理期間

法第４条

第４項

船舶からの排

出の承認

（１） 油の排出について、水産資源及び漁業

操業に対して影響のないよう配慮された
ものであること。

（２） 海洋汚染の防止に関する試験、研究又
は調査（以下「試験等」という。）が海洋の

汚染の低減又は抑制に真に寄与するも
のであること。

（３） 試験等の目的を達するために必要最小
限の排出であること。

（４） 試験等の効果に比して、汚染の程度が
著しく甚大ではないこと。

（５） 大量の油の排出を行なった場合の回収
計画が適切であること。

（６） 試験等の目的が水槽実験により十分達
成されるものではないこと。

過 去 に処 分 の

先例がないこと
から、現段階で

は標準処理期
間の設定はでき

ない。

法第９条の２

第４項

有 害 液 体 物

質 の 事 前 処
理の確認

事前処理の方法が令別表第１の７第１号の

下欄に掲げる基準に適合していること。

申請書の内容

の審査に２０分
程度

事前処理の実
施 当 日 におい

て半日程度

法第１０条

第３項

廃 棄 物 の 排

出 計 画 の 確
認

（１） 排出計画における排出海域及び排出方

法が令別表第３第１号及び第２号の基準
に適合していること。

（２） （１）の規定による排出海域及び排出方
法に関する基準を異にする２以上の廃棄

物が混合している場合においては、当該
２以上のそれぞれの廃棄物につき、これ

に係る（１）の規定による基準に適合して
いること。

（３） 排出に当たって、当該廃棄物ができる
限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆積

するような必要な措置を講じ、また、水産
動植物の生育に支障を及ぼすおそれが

ある場所を避けるよう努めること。

過 去 に処 分 の

先例がないこと
から、現段階で

は標準処理期
間の設定はでき

ない。
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法第１１条 廃 棄 物 排 出

船の登録

（１） 登録を受けようする船舶の設備及び構

造が則第１２条の５の技術上の基準に適
合していること。

（２） 船舶法又は船舶安全法の適用がある船
舶については、当該船舶が、船舶国籍

証書、船舶検査証書、船舶検査手帳等
により適法なものとして認められること。

３週間程度

則第１２条の

５
第２項

廃 棄 物 排 出

船 の 設 備 及
び 構 造 の 承

認

承認を受けようとする設備及び構造が、則

第１２条の５第１項第１号又は第２号の技術上
の基準と同等の廃棄物の適正な排出を確保

するための性能を有すること。

３週間程度

法第１８条

第４項

航空機からの

油 の 排 出 の
承認

法第４条第４項の審査の基準に同じ。 過 去 に処 分 の

先例がないこと
から、現段階で

は標準処理期
間の設定はでき

ない。

法第１９条の

２
第３項

油 等 の 焼 却

計画の確認

（１） 焼却計画における焼却海域及び焼却方

法が令別表第４の基準に適合しているこ
と。

（２） （１）の規定による焼却海域又は焼却方
法に関する基準を異にする２以上の油等

が混合している場合においては、当該２
以上のそれぞれの油等につき、これに係

る（１）の規定による基準に適合している
こと。

（３） 焼却海域につき、次に掲げる場所を避
けるよう努めること。

① 沿岸の陸域における生活環境に支障
を及ぼすおそれがある場所

② 水産動植物の生育に支障を及ぼすお
それがある場所

③ 輸送活動、漁ろう活動、レクリエーショ
ン活動その他の海洋における活動に係

る環境の保全に支障を及ぼすおそれの
ある場所

５週間程度

法第４３条
第２項

船 舶 等 の 廃
棄 計 画 の 確

認

（１） 廃棄海域が、水深１５００メートル以上の
海域であること又は水深１５００メートル未

満の海域のうち海洋を汚染するおそれが
ないと認めて国土交通大臣が指定する

海域であること。
（２） 当該船舶等から残油その他の当該船舶

３週間程度



- 166 -

等の内部にある物が流出せず、かつ、当

該船舶等の全部又は一部が浮上し、又
は移動しないような方法で沈めること。
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処分基準
○港則法（昭和２３年法律第１７４号）

条項 処分内容 処分基準

法第５条

第３項

同条第２項に

規 定 す る 特
定 港 以 外 の

特 定 港 に お
けるびょう地

の指定

気象・海象の状況、港内のふくそう状況、工事・作業の実施

等により一時に多数の船舶が出入りして混雑する状況等か
ら、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんのため、

特に必要があると認められる場合

法第５条
第６項

係 留 施 設 の
使 用 の 制 限

又は禁止

当該船舶の係留が船舶交通を阻害する場合、当該船舶に
対する係留施設の能力が十分でない場合又は当該船舶が係

留する岸壁付近において当該船舶の回頭水域が十分でない
場合等、船舶交通の安全のため必要があると認められる場合

法第８条
第３項

修 繕 中 又 は
け い 船 中 の

船 舶 に 対 す
る必要な員数

の 船 員 の 乗
船命令

台風、異常気象等により、現に乗船している人員のみでは
保船を継続することが困難であり、危険を防止するため必要

があると認められる場合

法第２４条
第３項

同条第１項及
び第２項違反

者 に 対 す る
除去命令

投棄物等による港内又はその付近の水深の減少、推進器
等の損傷をもたらすおそれのある障害物の浮遊等、船舶交通

を阻害するおそれがあると認められる場合

法第２６条 漂流物、沈没
物 等 の 除 去

命令

漂流物、沈没物等による港内又はその付近の水深の減
少、推進器等の損傷をもたらすおそれのある障害物の浮遊

等、船舶交通を阻害するおそれがあると認められる場合

法第３６条
第２項

強 力 な 灯 火
の制限

強力な灯火により、船舶をげん惑させ、又は航路標識等の
識別を妨げる等、船舶交通の妨げとなるおそれがあると認めら

れる場合

則第４条

第２項

同条第１項に

規 定 す る 船
舶 以 外 の 船

舶 に 対 す る
びょう地の指

定

気象・海象の状況、港内のふくそう状況、工事・作業の実施

等により一時に多数の船舶が出入りして混雑する状況等か
ら、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんのため、

特に必要があると認められる場合
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処分基準
○海上交通安全法（昭和４７年法律第１１５号）

条項 処分内容 処分基準

法第３１条

第２項

工事・作業等

の届出がなさ
れ た 場 合 の

措置等

（１） 届出がなされた工事・作業等が船舶交通に危険を及ぼす

おそれのある場合の基準
① 灯火及び標識の設置、警戒船の配備等の措置により、船

舶交通の危険を防止できると認められる場合は、当該措置
をとるべきことを命ずる。

② 工事・作業等の着工の時期、時間帯、海域等の制限によ
り、船舶交通の危険を防止できると認められる場合は、当該

制限を命ずる。
③ 上記①及び②によっても船舶交通の危険を防止できない

と認められる場合は、工事・作業等の禁止を命ずる。
（２） 届出がなされた工事・作業等が係留施設を設置するもので

ある場合においては、当該係留施設に係る船舶交通が他
の船舶交通に危険を及ぼすおそれのある場合の基準

① 灯火及び標識の設置等の措置により、当該係留施設に係
る船舶交通が他の船舶交通に及ぼす危険を防止できると

認められる場合は、当該措置をとるべきことを命ずる。
② 係留施設の構造の変更等の設置行為の制限により、当該

係留施設に係る船舶交通が他の船舶交通に及ぼす危険を
防止できると認められる場合は、当該制限を命ずる。

③ 上記①及び②によっても、当該係留施設に係る船舶交通が
他の船舶交通に及ぼす危険を防止できないと認められる場

合は、工事・作業等の禁止を命ずる。

法第３２条 違 反 者 に 対
す る 措 置 命

令

法第３１条第１項違反者についての基準
法第３１条第１項の規定に違反した場合は、船舶交通の危険

を防止するため必要な限度において、工事若しくは作業の中止
又は工作物の除去を命ずる。

また、当該中止又は除去に際し、船舶交通の危険を防止する
ために必要と認められる場合は、警戒船の配備等の措置をとる

べきことを命ずる。

法第３３条

第３項

海 難 発 生 時

の措置命令

船長が法第３３条第１項の規定による措置をとらなかったとき

又は同項の規定により船長がとった措置によっては船舶交通の
危険を防止することが困難であると認められるときは、当該船舶

の所有者等に対して当該船舶若しくは物件の除去又は則第２８
条各号の措置をとるべきことを命ずる。

また、船舶等を移動させることができない場合、則第２８条に
規定する灯浮標のみでは船舶交通の危険を防止することが困

難であると認められる場合等にあっては、当該船舶等を除去す
るまでの間、警戒船の配備等の措置をとるべきことを命ずる。
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処分基準
○航路標識法（昭和２４年法律第９９号）

条項 処分内容 処分基準

法第３条

第２項

所 有 者 又 は

管 理 者 の 責
に 帰 す べ き

事 由 等 に 基
づく障害除去

命令

管理体制の不備等に起因する異常が発生し、船舶交通の安

全が阻害されていると認められること

法第４条
第１項

法第３条第２
項 以 外 の 障

害除去命令

港湾情勢の変化等に適合しておらず、船舶交通の安全が阻
害されていると認められること

法第８条

第２項

灯 火 等 の 誤

認 防 止 の 措
置命令

航路標識と誤認される状況が発生しており、船舶交通の安全

が阻害されていると認められること

法第９条
第２項

航 路 標 識 の
機 能 障 害 防

止措置命令

灯火若しくは施設の視認又は音波若しくは電波の到達が妨
げられており、船舶交通の安全が阻害されていると認められるこ

と

法第１０条

第２項
第３項

植 物 の 除 去

命令

灯火若しくは施設の視認が妨げられており、船舶交通の安全

が阻害されていると認められること
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処分基準
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

（昭和４５年法律第１３６号）

条項 処分内容 処分基準

法第１５条 廃 棄 物 排 出

船 の 登 録 の
取消し

法第１１条の登録を受けた船舶の設備及び構造が則第１２条

の５の技術上の基準に適合しなくなったと認められ、かつ、是正
措置が直ちに講じられないとき。
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※ 姫路港でよく使用される港湾コードのみ、抜粋しています。

  その他の港については、輸出入・港湾関係情報処理センター㈱のホームページ https://

www.fusho-portal.com/でご確認できます。
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※ 姫路港・相生港・赤穂港・家島港・網手港・室津港・坂越港の岸壁コードです。

  その他の港については、輸出入・港湾関係情報処理センター㈱のホームページ https://

www.fusho-portal.com/でご確認できます。
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港則法に定める危険物

※ 危険物の指定・除外の見直しが行なわれている場合がありますので、製造者が発行する

データシートなどで、港則法に定める危険物に該当することをご確認ください。
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姫路港の各港区ごとに停泊すべき船舶（港則法施行規則第３条別表第１ 抜粋）

第

一

区

東区西防波堤、同防波堤西端から西外防波堤西端まで引いた

線、同防波堤、同防波堤東端から東区東防波堤突端まで引い

た線、同防波堤、灘浜大橋及び陸岸により囲まれた海面（航路

を除く。）

各種船舶及び

けい留施設にけ

い留する場合に

おける危険物を

積載した船舶

第

二

区

東区第一区境界線、東区東防波堤突端から九十度に港界線ま

で引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

東

区

第

三

区

西外防波堤西端から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、

東区第二区境界線及び東区第一区境界線により囲まれた海面

（航路を除く。）

各種船舶及び

危険物を積載し

た船舶

第

一

区

東区西防波堤、東区第一区境界線、西外防波堤西端から中島

地区埋立地南護岸南東端まで引いた線、飾磨東防波堤、同防

波堤西端から飾磨西防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同

防波堤開口部を結んだ線、同防波堤北端（以下Ａ地点という。）

から零度に新日本製鉄広畑東地区埋立地南側護岸まで引いた

線及び陸岸により囲まれた海面並びに夢前川最下流床止えん

堤、水尾川西浜橋、船場川最下流旧鉄道橋、野田川向島橋及

び市川潮止堰各下流の河川水面（航路を除く。）

各種船舶及び

係留施設に係

留する場合にお

ける危険物を積

載した船舶

飾

磨

区

第

二

区

Ａ地点から百八十度に港界線まで引いた線、飾磨区第一区境

界線、東区第三区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

（航路を除く。）

各種船舶及び

危険物を積載し

た船舶

第

一

区

新日本製鉄広畑西地区埋立地西側護岸南端（北緯三十四度四

十六分五秒東経百三十四度三十六分四十一秒）（以下Ｂ地点と

いう。）から広畑東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸

岸により囲まれた海面（航路を除く。）

各種船舶及び

けい留施設にけ

い留する場合に

おける危険物を

積載した船舶

広

畑

区

第

二

区

Ｂ地点から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、飾磨区第

二区境界線、広畑区第一区境界線及び陸岸により囲まれた海

面（航路を除く。）

各種船舶及び

危険物を積載し

た船舶

姫

路

網

干

区

第

一

区

網干西灯台（北緯三十四度四十五分四十三秒東経百三十四度

三十五分十三秒）から二百五十度に引いた線、同灯台からＢ地

点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに汐入川水

門、西汐入川水門、大津茂川大吉橋、網干川東雲橋及び揖保

各種船舶及び

けい留施設にけ

い留する場合に

おける危険物を
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川本町橋各下流の河川水面 積載した船舶

第

二

区

網干西灯台から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、広畑

区第二区境界線及び網干区第一区境界線により囲まれた海面

各種船舶及び

危険物を積載し

た船舶

第

一

区

西区西防波堤、同防波堤突端から西区東防波堤突端まで引い

た線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに中川中川橋

及び元川元川橋各下流の河川水面

各種船舶及び

けい留施設にけ

い留する場合に

おける危険物を

積載した船舶

西

区

第

二

区

東区、飾磨区、広畑区、網干区、西区第一区及び航路を除いた

港域内海面

各種船舶及び

危険物を積載し

た船舶
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港内工事・作業許可申請書

平成○○年○月○日

  姫路港長 殿

                         申請者住所 姫路市飾磨区須加２９４－１

                        氏   名 ○○建設株式会社姫路営業所

                                所長 須加 太郎

１ 目的及び種類

  老朽した○○岸壁を修復するため、コンクリートケーソン等の現施設を撤去し、地盤改良、

基礎捨石の投入後、ケーソン据付け及び上部工等の付帯工事を実施するものです。

  〔発注者 兵庫県中播磨県民局 姫路港管理事務所〕

２ 期間及び時間

  平成○○年○月○日～平成○○年○月○日（予備日○月○日～○月○日）

  毎日 日出～日没、ただし陸上から施工する上部工は０６００～２２００の間実施

３ 区域又は場所

  姫路港○○区第１区、○○岸壁前面海域（Ｐ－○、作業区域図のとおり）

   次の各点を順次に結んだ線及び陸岸により囲まれた海域

   イ 姫路港○○防波堤灯台から○○○度○○分○○秒、○○○メートルの地点

   ロ イ点から○○○度○○分○○秒、○○○メートルの地点

   ハ ロ点から○○○度○○分○○秒、○○○メートルの地点

   ニ ハ点から○○○度○○分○○秒、○○○メートルの地点

４ 方法

  Ｐ－○～Ｐ－○のとおり

５ その他

  事故防止措置など、Ｐ－○～Ｐ－○のとおり

工事･作業許可申請（岸壁修復工事）の記入例

印

印
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工事・作業許可申請書を編集する順序として

１ 作業区域図

  工事・作業船の配置に基づき、最大の範囲となる状況で決定すること。

２ 施工区域図

  今回の申請で、実際に着手する範囲を記載する。

３ 施工平面図・施工断面図

  発注者から指示を受けて着手をする、出来形を示す図面とし、複雑な構造となる場合は色

分けし、文書と関連させて添付すること。

  その際には、現状と完成した際の状況を明らかにしておくこと。

４ 工程表

  施工する工種順に期間を示し、陸上部分の工事・作業を含む場合は、海上部分の工事・作

業と色分けすること。

※ 作業区域図からページ数を記載しておくこと。

４ 方法

(1) 工事・作業の概要

老朽した○○岸壁（前面水深ＤＬ－○○ｍ、延長○○ｍ、天端高ＤＬ＋○ｍ）を新設する

ため、ケーソンなどを撤去後に新たに基礎部の地盤を改良し、基礎を構築した後、ケーソ

ンを設置して上部を築造するもので、ＳＣＰ船・クレーン台船・ガット船などを使用して、下

部工及び上部工を施工するものです。

(2) 工事・作業方法

① 深浅測量工

（作業日数：約○日、使用船舶：測量船１隻/日、作業船１隻/日、警戒船１隻/日）

測量船１隻を陸上の作業員の誘導により東～西方向に間隔○○ｍ、速力約○○ノットで

航走させ、音響測深機により現状水深を測量します。

  なお、岸壁から○ｍ以内の側傍は、作業船を使用して作業員がレッドにより測量します。

（Ｐ－○の作業状況図 参照）

→各状況図は、平面・断面図により記載してください。（以下、同じ。）

② 撤去工

（作業日数：約○日、使用船舶：クレーン台船１隻/日、土運船１隻/日、曳船１隻/日、押

船１隻/日、警戒船１隻/日）

  陸上からクレーン車にて係船柱、防舷材、上部ブロックを撤去し、背後に仮置きした後、

バックホーで土砂、コンクリート殻（小割り）を撤去し、背後に野積みします。   

なお、アスファルトは分別して陸上処分地へ運搬処理します。

  クレーン台船を作業状況図のとおり配置し、岸壁背後の裏込土及びケーソン中詰土砂を

撤去し、底開式土運船（押航式、全長○○ｍ）により○○埋立地まで運搬して埋立用材と

して投入します。
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   （Ｐ－○の作業状況図、土砂運搬経路図 参照）

③ ケーソン撤去工

  （作業日数：約○日、使用船舶：クレーン台船１隻/日、曳船１隻/日、潜水士船１隻/日、

警戒船１隻/日）

クレーン台船を撤去状況図のとおり配置し、ケーソン○○函を吊上げ撤去し、○○埋立

地のケーソン仮置場へ吊り運搬し仮置きします。

吊上げ時はフーカー式潜水士○名により玉掛け等の作業を行います。

なお、運搬全長は○○ｍとし、別途警戒船○○隻を配備するほか、航路などで大型船

と競合しないよう関係団体などと運航調整を行います。

（Ｐ－○のケーソン撤去状況・運搬図、ケーソン仮置作業図 参照）

④ 捨石撤去工

  （作業日数：約○日、使用船舶：ガット船１隻/日、警戒船１隻/日）

ガット船を作業状況図のとおり配置し、ケーソン下部の捨石（約○○㎥）を撤去し、○○

埋立地に運搬し、基礎石に流用するため投入します。

（Ｐ－○の捨石撤去状況図 参照）

⑤ 地盤改良工

  （作業日数：約○日、使用船舶：ＳＣＰ船１隻/日、曳船１隻/日、ガット船１隻/日、ガットバ

ージ１隻/日、測量船１隻/日、ボーリング台船１隻/日、警戒船１隻/日）

サンドコンパクション船（ＳＣＰ船）○隻を作業状況図のとおり配置し、北側から南側へ海

底下○○ｍまで砂杭○○本を打設します。

砂は家島方面からガット船により搬入し、ガットバージに瀬取り後、ＳＣＰ船に供給します。

  なお、地盤改良の終了後○箇所において、地盤改良状況を確認するため、ボーリング

台船を使用してボーリング調査を行います。

全ての作業終了後に測量船１隻で音響測深機により測深測量を行います。

  （Ｐ－○のＳＣＰ工作業状況図、ボーリング調査状況図、測量作業状況図 参照）

⑥ 盛上土撤去工

（作業日数：約○日、使用船舶：グラブ式浚渫船１隻/日、曳船１隻/日、土運船１隻/日、

警戒船１隻/日）

ＳＣＰ工施工後にグラブ式浚渫船１隻を入域させ、盛上土撤去作業状況図のとおり配置

し、ＤＬ－○○ｍまで盛上土を撤去します。

撤去土は底開式土運船（曳航式、全長○○ｍ）により○○埋立地へ運搬し、埋立用材と

して投入します。

  なお、Ｐ－○のとおり土砂溶出検査を実施し、有害物質を含有していないことを確認して

おります。

（Ｐ－○の盛上土撤去作業状況図、運搬経路図 参照）

⑦ 捨石投入工

  （作業日数：約○日、使用船舶：ガット船１隻/日、潜水士船１隻/日、警戒船１隻/日）
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家島方面からガット船により捨石を運搬して投入し、潜水士（フーカー式）によりＤＬ－○

○ｍに均して基礎を築造します。

（Ｐ－○の均し作業状況図、運搬経路図 参照）

⑧ ケーソン据付工

  （作業日数：約○日、使用船舶：クレーン台船１隻/日、曳船１隻/日、潜水士船１隻/日、

警戒船１隻/日）

○○埋立地に仮置中のケーソン○○函をクレーン台船により吊運搬して、据付図の要

領により所定の位置に据付けます。

運搬時の曳航全長は○○○ｍとし、別途警戒船○隻を配備して延べ○○日行います。

据付時はアクアラング式潜水士○名により位置を確認しながら行います。

（Ｐ－○のケーソン運搬図、ケーソン据置図参照）

⑨ 上部工

  （作業日数：約○日、使用船舶：クレーン台船１隻/日、コンクリートミキサー船１隻/日、台

船１隻/日、ガット船１隻/日、曳船１隻/日、測量船１隻/日、警戒船１隻/日）

陸上で製作した型枠をクレーン台船によりケーソン上部に設置し、作業員により鉄筋工

を施した後、コンクリートミキサー船により上部コンクリートを打設します。

  ○日養生した後、台船を係留したうえで型枠を撤去し、ガット船により背後に山土（約○

○㎥）を投入します。

  クレーン付台船により、防舷材・車止めなどを取付けた後、測量船１隻により作業海域の

音響測深を行い、水深ＤＬ－○○ｍが確保されていることを確認します。

  （Ｐ－○の上部工作業状況図、コンクリート打設状況図、型枠設置・撤去状況図、測量作

業状況図、付属工実施状況図 参照）

５ その他

  事故防止措置

(１) 本工事の作業責任者を○○○○と定め、作業全般の安全管理に対して監督させます。

   連絡先 昼間 ○○○－○○○○（○○建設㈱姫路作業所）

         夜間 ０９０－○○○○－○○○○（○○携帯）

(２) 施工にあたっては、毎週○曜日に隣接施工者と工程、土砂投入手順、工事・作業船の

運航経路などを調整します。

また、工事・作業に従事する作業員には、毎朝開催する朝礼において、本事故防止措

置を徹底するとともに、工事・作業船には本事故防止措置の写、作業マニュアル・工事・

作業船運航管理規程・社内の指示事項などを手渡して事故防止を徹底します。

(３) 工事・作業の施工及び工事・作業船の運航にあたっては、港則法・海上衝突予防法など

の関連法令及び「工事・作業船運航管理規程」に従って運航管理を行います。

(４) 作業中は、「警戒船管理運用要領」に基づき警戒船○隻を配備し、作業区域に接近す

る船舶などに対して赤旗、拡声器などにより注意を喚起します。
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なお、ケーソン吊運搬作業時には別途警戒船○隻を配備します。

警戒業務管理者氏名・専従警戒要員氏名・警戒船船名などは、Ｐ－○に一覧表として添

付します。

(５) 潜水士船には、海上衝突予防法に規定する国際信号書に定めるＡ旗を表す信号板を

掲げ、岸壁から入水を行う場合は、岸壁上にＡ旗を表す信号板と「潜水作業中」の横断幕

を掲げ、潜水士とは水中電話で連絡体制を確保します。

なお、すべての作業船には当社の社旗を掲揚します。

(６) 作業船のアンカーワイヤーの水深－○ｍの位置に、アンカーブイ（黄色、俵型）を設置し、

水深○ｍ以上の可航幅を○○○ｍ以上確保しますが、アンカーワイヤーが一般船舶の航

行に支障をきたすおそれがある場合は、アンカーワイヤーを緩めるか作業を一旦中止し

作業船を退避させます。

(７) 隣接する○○岸壁は大型船舶が入港しますので、毎日午後○時に○○海運㈱担当者

と作業内容及び入出港船舶の調整を行います。

   なお、調整に係る作業船退避要領及び連絡責任者などは、Ｐ－○に添付します。

(８) 気象の変化に留意し、気象警報が発令された場合又は次のいずれかの基準に達した場

合は工事・作業を中止し、工事・作業船を○○海域へ避難させます。

     作業中止基準

     一般作業の場合         潜水作業の場合

   風速 １０ｍ/ｓ以上     風速  ８ｍ/ｓ以上

    波高  １ｍ以上       波高  0.5ｍ以上

    視程  ２㎞以下       視程  ２km 以下

                   潮流  1 ノット以上

    以上のほか、津波注意報が発表されたとき、海上風警報が発表されたとき、姫路港長の

指示があったときにも、工事・作業は中止とします。

(９) 事故などの緊急事態が発生した場合は、Ｐ－○の緊急連絡系統図により姫路港長に通

報するとともに、工事・作業を中断して応急措置を施します。

(１０) 作業船が作業区域に夜間停泊する際は、停泊灯を点灯するほか、他船の航行に支障

を与えないよう、照明で甲板などを間接照射するとともに、保船要員を乗船させます。

また、アンカーワイヤーの水深－○ｍの位置には灯浮標（型式○－○型、単閃黄光毎

４秒に１閃光、光達距離○ｋｍ、灯高○○ｍ）を設置し、所有者・連絡先を明記のうえ流

出させないよう維持管理しますが、流出させた場合は姫路港長に連絡し速やかに回収し

ます。

(１１) ケーソンの据付け時及び仮置き時は、ケーソンの上部に○○ｍ間隔で標識灯（型式○

－２型、単閃黄光毎４秒に１閃光、光達距離○ｋｍ、水面高○ｍ）を設置します。

なお、標識灯の維持管理はＰ－○の「標識管理要領」に基づき実施します。

(１２) 撤去土砂の埋立地への投入に当たっては、発注者と協議し、埋立地施工管理者である

○○㈱と調整のうえ、Ｐ－○の「土砂投入要領」に基づき土運船を運航して投入します。
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(１３) 工事･作業の内容、ケーソン曳航計画などについては、船舶運航者・代理店などの海事

関係者へ周知します。

(１４) 本工事・作業の着手前に、磁気探査工を行い、危険物は発見されていません。

なお、磁気探査資料をＰ－○に添付します。

（１５） 姫路港長からの指示があれば、その内容に従います。

（１６） 工事・作業に伴って発生する廃棄物及び油類などが、海面に落下・流出しないように

瀬取り中などは脱落防止シートを展張するボーリング作業中は、櫓上にブルーシートで

養生のうえ回収缶を備え置き、作業に伴って発生する汚泥・油・廃棄物などはすべて回

収し、陸上で適正に処理する、ほか、○○岸壁の当社事務所にオイルフェンス○○ｍ・

油吸着材○○㎏・油処理剤○○ℓなどを備え置きしています。

（１７） ○○埋立地の埋立用材に流用する土砂については、Ｐ－○のとおり土砂溶出検査を

実施し、有害物質を含有していないことを確認しています。

（１８） 海洋施設設置届は、平成○○年○○月○○日の届出済みです。

（１９） ボーリング櫓の頂部には、昼間は赤旗、夜間は標識灯（モールス符号、白光、毎８秒

にＵ（・・－）、光度○カンデラ、光達距離○ｋｍ）を設置します。

（２０） 台風接近時・海上の荒天が予測される場合は、余裕を持ってボーリング櫓を撤去し、

○○岸壁へ陸揚げします。

（２１） 潜水作業と重複して重量物吊上げ・据付けなどの作業を行う場合は、事前に作業手

順・連絡要領・潜水士の退避確認要領の打合せを徹底し、作業責任者が作業現場にお

いて監督のうえ作業します。

（２２） 工事・作業の内容を周知するため、別添のとおりリーフレットを作成し、海事関係者・代

理店関係者などへ配布します。

（Ｐ－○の周知先一覧表 参照）

（２３） 本工事・作業の施工に関し、海域利用者に工事・作業内容を説明し、了解を得ていま

す。

（２４） 工事・作業許可書は、現場に携行します。

（２５） 許可内容に変更が生じる場合は、事前に港内工事・作業内容変更許可申請を行い、

工事・作業が完了した場合は、速やかに完了届を提出します。

  

※ 以下、使用船舶一覧表・標識管理要領などの各種要領、警戒業務管理者・専従警戒要員

などの一覧表、緊急連絡系統図・土砂の溶出及び底質検査結果、契約書又は発注証明の

順で編集しておく。



- 200 -

港内作業許可申請書

平成  年  月  日

姫路港長 殿

申請者住所 姫路市飾磨区須加２９４－１

氏   名 ○○建設株式会社姫路営業所

                                所長 須加 太郎

１ 目的及び種類

  ○○岸壁築造工事の事前調査を目的とした、海上ボーリング作業です。

〔発注者 兵庫県中播磨県民局 姫路港管理事務所〕

２ 期間及び時間

  平成○年○月○日～平成○年○月○日

  日出から日没までの間

      

３ 区域又は場所

  姫路港○○区第○区、○○護岸前面海域

○○灯台から○○度○○ｍのボーリング地点を中心とした半径１０ｍの円内海域  

（Ｐ－○、作業区域図のとおり）

４ 方 法

（作業日数：約○日、使用船舶：起重機船１隻/日、警戒船１隻/日）

(１) 陸上部で組み立てたボーリング櫓を○○岸壁から、起重機船により現場海域まで吊り運搬

します。

(２) 陸上の基点から、ボーリング位置を測量し起重機船により設置します。

(３) ボーリング櫓上から海底下○○ｍまで掘削し、土質サンプルを採取します。

(４) ボーリング櫓は、作業完了後に起重機船で撤去し、搬出した岸壁へ陸揚げします。

５ その他

  事故防止措置

(１) 本作業の作業責任者を○○○○と定め、作業全般の安全管理に対して監督させます。

   連絡先 昼間 ○○○－○○○○（○○建設㈱姫路作業所）

         夜間 ０９０－○○○○－○○○○（○○携帯）

作業許可申請書（ボーリング作業）の記入例

印

印
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(２) 施工にあたっては、毎週○曜日に隣接施工者と工程、作業船の運航経路などを調整し

ます。

また、作業に従事する作業員には、毎朝開催する朝礼において、本事故防止措置を徹

底するとともに、作業船には本事故防止措置の写、作業マニュアル・作業船運航管理規

程・社内の指示事項などを手渡して事故防止を徹底します。

(３) 作業の施工及び作業船の運航にあたっては、港則法・海上衝突予防法などの関連法

令及び「作業船運航管理規程」に従って運航管理を行います。

(４) 作業中は、「警戒船管理運用要領」に基づき警戒船○隻を配備し、作業区域に接近す

る船舶などに対して赤旗、拡声器などにより注意を喚起します。

なお、ケーソン吊運搬作業時には別途警戒船○隻を配備します。

警戒業務管理者氏名・専従警戒要員氏名・警戒船船名などは、Ｐ－○に一覧表として添

付します。

(５) 作業船のアンカーワイヤーの水深－○ｍの位置に、アンカーブイ（黄色、俵型）を設置し

水深○ｍ以上の可航幅を○○○ｍ以上確保しますが、アンカーワイヤーが一般船舶の航

行に支障をきたすおそれがある場合は、アンカーワイヤーを緩めるか作業を一旦中止し

作業船を退避させます。

(６) 隣接する○○岸壁は大型船舶が入港しますので、毎日午後○時に○○海運㈱担当者

と作業内容及び入出港船舶の調整を行うほか、本作業の施工に関し、海域利用者に作

業内容を説明し、了解を得ています。

   なお、調整に係る作業船退避要領及び連絡責任者等はＰ－○に添付します。

(７) 気象の変化に留意し、気象警報が発令された場合又は次のいずれかの基準に達した場

合は作業を中止し、作業船を○○海域へ避難させます。

     作業中止基準

    風速１０ｍ/ｓ以上、波高１ｍ以上、視程２㎞以下                      

    以上のほか、津波注意報が発表されたとき、海上風警報が発表されたとき、姫路港長の

指示があったときにも、作業は中止とします。

(８) 事故などの緊急事態が発生した場合は、Ｐ－○の緊急連絡系統図により姫路港長に通

報するとともに、作業を中断して応急措置を施します。

(９) 作業の着手前に、磁気探査工を行い、危険物は発見されていません。

なお、磁気探査資料をＰ－○に添付します。

（１０） 姫路港長からの指示があれば、その内容に従います。

（１１） ボーリング作業中は、櫓上にブルーシートで養生のうえ回収缶を備え置き、作業に伴

って発生する汚泥・油・廃棄物などはすべて回収し、陸上で適正に処理する、ほか、○

○岸壁の当社事務所にオイルフェンス○○ｍ・油吸着材○○㎏・油処理剤○○ℓなどを

備え置きしています。

（１２） 海洋施設設置届は、平成○○年○○月○○日の届出済みです。

（１３） ボーリング櫓の頂部には、昼間は赤旗、夜間は標識灯（モールス符号、白光、毎８秒
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にＵ（・・－）、光度○カンデラ、光達距離○ｋｍ）を設置します。

（１４） 台風接近時・海上の荒天が予測される場合は、余裕を持ってボーリング櫓を撤去し、

○○岸壁へ陸揚げします。

（１５） 港内作業許可書は、現場に携行します。

（１６） 許可内容に変更が生じる場合は、事前に港内作業内容変更許可申請を行い、作業

が完了した場合は、速やかに完了届を提出します。

  

※ 以下、使用船舶一覧表・警戒業務管理者・専従警戒要員などの一覧表・緊急連絡系統

図・契約書又は発注証明の順で編集しておく。
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港内作業許可申請書

平成  年  月  日

   姫路港長 殿

申請者住所 姫路市飾磨区須加２９４－１

氏   名 ○○建設株式会社姫路営業所

                                所長 須加 太郎

１ 目的及び種類

  ○○岸壁築造工事の事前調査を目的とした、深浅測量・潜水調査です。

〔発注者 兵庫県中播磨県民局 姫路港管理事務所〕

２ 期間及び時間

  平成○年○月○日～平成○年○月○日

  日出から日没までの間

       

３ 区域又は場所

  姫路港○○第○区、○○護岸前面海域（Ｐ－○、作業区域図のとおり）

４ 方 法

(１) 深浅測量

（作業日数：約○日、使用船舶：測量船１隻/日、警戒船１隻/日）

測量区域のうち護岸法線から○○ｍ以内の区域は、測量船上からレッドで測量し、      

○○ｍより沖側の区域は測量船音響測探機により測量します。

測量船は、護岸上から六分儀で測量点へ誘導し、２０ｍ間隔で護岸法線に対して直角方

向に沖側から５ｍ毎の水深を測量します。

（Ｐ－○の作業状況図 参照）

(２) 潜水調査

（作業日数：約○日、使用船舶：潜水士船１隻/日、警戒船１隻/日）

護岸から○○ｍ以内の調査区域を赤旗で明示し、潜水士船（フーカー式潜水士、１名）

を使用して、護岸の水面下の状態・海底堆積物の状況などを目視調査し、工事施工上の

障害物などがあれば適宜写真撮影します。

（Ｐ－○の作業状況図 参照）

作業許可申請書（深浅測量・潜水調査）の記入例

印

印
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５ その他

事故防止措置

(１) 本作業の作業責任者を○○○○と定め、作業全般の安全管理に対して監督させます。

   連絡先 昼間 ○○○－○○○○（○○建設㈱姫路作業所）

         夜間 ０９０－○○○○－○○○○（○○携帯）

(２) 施工にあたっては、毎週○曜日に隣接施工者と工程、作業船の運航経路などを調整し

ます。

また、作業に従事する作業員には、毎朝開催する朝礼において、本事故防止措置を徹

底するとともに、作業船には本事故防止措置の写、作業マニュアル・作業船運航管理規

程・社内の指示事項などを手渡して事故防止を徹底します。

(３) 作業の施工及び作業船の運航にあたっては、港則法・海上衝突予防法などの関連法令

及び「作業船運航管理規程」に従って運航管理を行います。

(４) 作業中は、「警戒船管理運用要領」に基づき警戒船○隻を配備し、作業区域に接近す

る船舶などに対して赤旗、拡声器などにより注意を喚起します。

警戒業務管理者氏名・専従警戒要員氏名・警戒船船名などは、Ｐ－○に一覧表として添

付します。

(５) 潜水士船には、海上衝突予防法に規定する国際信号書に定めるＡ旗を表す信号板を

掲げ、岸壁から入水を行う場合は、岸壁上にＡ旗を表す信号板と「潜水作業中」の横断幕

を掲げ、潜水士とは水中電話で連絡体制を確保します。

なお、すべての作業船には当社の社旗を掲揚します。

(６) 作業船のアンカーワイヤーの水深－○ｍの位置に、アンカーブイ（黄色、俵型）を設置し

水深○ｍ以上の可航幅を○○○ｍ以上確保しますが、アンカーワイヤーが一般船舶の航

行に支障をきたすおそれがある場合は、アンカーワイヤーを緩めるか作業を一旦中止し

作業船を退避させます。

(７) 隣接する○○岸壁は大型船舶が入港しますので、毎日午後○時に○○海運㈱担当者

と作業内容及び入出港船舶の調整を行うほか、本作業の施工に関し、海域利用者に作

業内容を説明し、了解を得ています。

   なお、調整に係る作業船退避要領及び連絡責任者等はＰ－○に添付します。

(８) 気象の変化に留意し、気象警報が発令された場合又は次のいずれかの基準に達した場

合は作業を中止し、作業船を○○海域へ避難させます。

     作業中止基準

     一般作業の場合         潜水作業の場合

    風速 １０ｍ/ｓ以上     風速  ８ｍ/ｓ以上

    波高  １ｍ以上       波高  0.5ｍ以上

    視程  ２㎞以下       視程  ２km 以下

                   潮流  1 ノット以上

    以上のほか、津波注意報が発表されたとき、海上風警報が発表されたとき、姫路港長の
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指示があったときにも、作業は中止とします。

(９) 事故などの緊急事態が発生した場合は、Ｐ－○の緊急連絡系統図により姫路港長に通

報するとともに、作業を中断して応急措置を施します。

(１０) 作業区域を明示する旗は、作業開始前に投入し毎日作業終了時には撤去して、夜間・

休工日に放置しないように管理します。

(１１) 姫路港長からの指示があれば、その内容に従います。

（１２） 港内作業許可書は、現場に携行します。

（１３） 許可内容に変更が生じる場合は、事前に港内作業内容変更許可申請を行い、作業が

完了した場合は、速やかに完了届を提出します。

※ 以下、使用船舶一覧表・警戒業務管理者・専従警戒要員などの一覧表・緊急連絡系統

図・契約書又は発注証明の順で編集しておく。
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港内行事許可申請書

平成  年  月  日

姫 路 港 長 殿

申請者住所 姫路市飾磨区須加２９４－１

氏    名  飾磨ヨットクラブ

         会長 姫路 太郎

１ 目的及び種類

  帆走操船技術の向上及び会員相互の親睦を目的としたクルーザー型ヨットによるヨットレー

ス

（参加予定隻数：約○○隻）

２ 期間及び時間

  平成○年○月○日

  午前○時から午後○時までの間

３ 区域又は場所

  姫路港○○区第○区、○○沖合い

○ ○灯台から○○○度○○○ｍの地点を中心とする半径○○○ｍの円内海域

（Ｐ－○、行事実施区域図のとおり）

４ 方 法

  （使用船舶：作業船１隻/日、警戒船１隻/日）

(１) レースに先立ち、作業船を使用してスタート地点と風上側の回頭地点にマークブイ各１

基を○㎏アンカーにより設置します。

   （Ｐ－○のマークブイ設置位置図、マークブイ構造図 参照）

(２) 参加艇はレース開始の３０分前までにスタート地点海域に集結します。

(３) 参加艇は本部艇のスタート旗と汽笛による合図により、本部艇とスタート地点のマークブ

イを見通したスタートラインから同時にスタートし、回頭地点とスタート地点のマークブイの

外側を反時計回りに２往復半帆走して、全参加艇がゴールライン（スタートラインと同じ）を

通過した時点で終了とします。

(４) レース終了後、マークブイは作業船により引揚げ撤去し、各艇はそれぞれの定係地へ帰

港します。

行事許可申請書（ヨットレース）の記入例

印

印
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５ その他

(１) 行事実施海域の本部艇には行事責任者○○○○を配置し、事故防止等の指揮監督に

あたります。

連絡先  ○○○－○○○○（○○マリーナ、事務所）

           ０９０－○○○○－○○○○（行事責任者、携帯電話）

(２) 行事実施中、Ｐ－○の警戒船をレース海域周辺に配備し、接近船舶があれば赤旗、拡

声器などにより注意喚起するとともに、海中転落者及び航行不能艇などの救助にあたり

ます。

(３) 行事の実施にあたっては、港則法・海上衝突予防法などの関連法令を遵守し、本部艇

と警戒船は、トランシーバーにより常時連絡設定しておきます。

(４) 気象・海象に注意し、次の基準に達した場合又は警戒船が航行出来ない場合は行事を

中止します。

   風速○○ｍ/s 以上、波高○ｍ以上、視程○ｋｍ以下

    このほか、津波注意報が発表されたとき、海上風警報が発表されたとき、姫路港長の指

示があったときにも、行事は中止とします。

(５) 参加者全員に救命胴衣を着用させます。

(６) 事故発生など緊急時は、直ちに応急措置を講ずるとともに、Ｐ－○の緊急連絡系統図に

より、姫路港長へ速やかに連絡します。

(７) レースの中止、終了時は速やか姫路港長へ電話で報告します。

(８) 同日、隣接海域でヨットレースを実施する○○ヨットクラブと協議し、行事海域が重複しな

いよう調整済です。

(９) 本行事の実施については、海域利用者に行事内容を説明し、了解を得ています。

（１０） 行事実施海域の航行船舶に支障がある場合は、行事を一旦中止し安全な海域へ退避

し、行事責任者が安全を確認した後に行事を再開します。

（１１） 設置するマークブイには、所有者名及び連絡先を明記のうえ流出させないよう維持管

理しますが、流出させた場合は姫路港長に連絡し速やかに回収します。

(１２) レース参加艇には、次のクラブ旗、レース旗を掲揚します。

   使用船舶一覧表

使用目的 船 名 総ﾄﾝ数 馬力 乗組員
専従警戒

要員

船舶検査

済票番号
連絡手段

本部艇    ㌧ PS 名

警戒船    ㌧ PS 名

警戒船    ㌧ PS 名

警戒船    ㌧ PS 名

参加艇の隻数及び参加人員は、確定次第送付します。
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緊急時の連絡体制

    各艇間の連絡方法

     視覚信号、口頭、トランシーバー

     業務無線 （２７MHz）

     アマチュア無線（２９・５０MHz）

     クラブ旗、レース旗

    添付書類

     位置図、マークブイの図

レース参加艇

警 戒 船

☎  -  -

本 部 艇

☎  -  -

姫路海上保安部 交通課

  ☎ 079-231-5065

緊急時  ☎１１８

陸上本部

○○○ スポーツ協会

☎  -  -    

○○

ヨットクラブ
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○○○○工事警戒船管理運用要領

１ 目的

  この要領は、○○株式会社が施工する「姫路港○○岸壁築造工事」の実施に際し、当社が

配備する警戒船の業務を的確に実施し、もって工事施工海域及びその周辺海域における

船舶交通の安全と工事の円滑な遂行を図り、事故防止に万全を期することを目的とする。

２ 警戒船の配備

(１) 本工事の実施期間中は、○隻の警戒船を配備する。

(２) 配備する警戒船は、次のとおりとする。

（使用する警戒船が多い場合は、「Ｐ－○の一覧表のとおり」とする。）

船名 総ﾄﾝ数 速力 長さ 幅 定員
検査済票

番号
連 絡 手 段

ﾄﾝ ﾉｯﾄ m m 人

ﾄﾝ ﾉｯﾄ m m 人

ﾄﾝ ﾉｯﾄ m m 人

(３) 配備期間及び配備時間は、次のとおりとする。

  配備期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日

  配備時間 ○○時～○○時

３ 警戒船の指揮及び通信連絡体制

(１) 警戒業務管理者及び警戒業務管理補助者

  ① 警戒業務を的確に実施するため、次のとおり警戒業務管理者及び同補助者○名を置く。

職   名 氏  名 年齢 警戒業務経験 管理講習受講証

警戒業務管理者 才 年
（受講場所）第○○○号

（受講年月日）

警戒業務管理

補助者
才 年

（受講場所）第○○○号

（受講年月日）

警戒業務管理

補助者
才 年

（受講場所）第○○○号

（受講年月日）

警戒業務管理

補助者
才 年

（受講場所）第○○○号

（受講年月日）
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② 警戒船の連絡指揮系統は次のとおりとする。

(２) 警戒船の船長

（使用する警戒船が多い場合は、「Ｐ－○の一覧表のとおり」とする。）

船   名 氏   名 船長経験年数 海技免状の種類

年

年

(３) 専従警戒要員

   警戒船には、次のとおり警戒業務に従事する要員（以下「専従警戒要員」という。）を乗船

させ、警戒業務管理者の指揮のもと、本要領に定めるところにより警戒業務の実施にあた

らせる。

（従事する専従警戒要員が多い場合は、「Ｐ－○の一覧表のとおり」とする。）

氏   名 警戒業務経験 業務講習受講証

年
（受講場所）第○○○号

（受講年月日）

年
（受講場所）第○○○号

（受講年月日）

作業責任者

氏 名

電 話

警戒業務管理者．同補助者

氏 名

電 話
警 戒 船

指示

報告

指示

報告
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(４)  通信連絡体制

   警戒業務に関する通信連絡系統は次のとおりとする。

４ 警戒区域

  警戒船が警戒する海域及び警戒船の配置位置は、工事作業区域周辺海域とする。

  (Ｐ－○ 参照)

５ 警戒船の性能及び装備

  警戒船は、速力○○ﾉｯﾄ以上とし、「警戒船」と表示した旗を掲げるとともに、次の機器など

を装備する。

  ・ 連絡設備－電話、トランシーバー

  ・ 監視機材－双眼鏡

  ・ 注意喚起機材－赤旗（１ｍ×１ｍ）、汽笛（サイレン）、拡声器、探照灯

  ・ その他－海図、警戒船管理要領、緊急連絡系統図、海事法令集

６ 警戒業務実施要領

(１) 警戒船は、工事・作業の現場海域付近において、次の業務を行わなければならない。

  ① 工事作業や航行制限の内容に関する情報を通行船舶へ提供すること。

  ② 工事作業に従事する船舶の交通を整理すること。

  ③ 工事作業区域に異常接近しようとする船舶に対して、注意を喚起すること。

☎ ☎

本 社 発注者 関係官庁等 関係団体

現場

事務所
作業責任者

作業船

運 航

管理者

警戒業務

管理者

一般船舶

警戒船

☎ ☎・FAX

☎・拡声器

☎

トランシーバー トランシーバー
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  ④ 区域内の関連施設、工事作業従事船などに異常接近しようとする船舶の監視及び関係

者へ通報すること。

  ⑤ 工事作業区域の標識、工事・作業船、関連施設の異常の有無を監視するとともに関係

者へ通報すること。

  ⑥ 警戒区域付近で発生した海難事故に対し、人命救助・被害の拡大防止に必要な措置を

行うこと。

(２) 船長及び専従警戒要員は協力して、次の事項を実施しなければならない。

  ① 警戒業務が的確に実施できるよう、船体・機関・機器などの保全に努め、警戒業務に必

要な知識のかん養及び各種訓練を実施すること。

  ② 部署配置表・緊急連絡系統図・作業予定表などを見えやすい場所に備え付けておくこと。

  ③ 警戒業務記録簿を備え付け、警戒業務管理者から指示事項、入手した情報などを記録

すること。

  ④ 警戒業務管理者から、毎日、工事作業の状況・作業船運航計画・気象情報などを入手

すること。

(３) 警戒業務の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

  ① 一般船舶に対しては、情報を伝達するなど安全航行に協力するものであり、他船に対す

る指示・航法上の優先権を有するものでないこと。

  ② 警戒船は、港則法・海上衝突予防法などの関係法令を遵守して、航行の安全を確保し

なければならない。

  ③ 警戒船は、周囲の見張りを厳重にし、レーダー・双眼鏡などを活用して、工事・作業区域

に異常接近するおそれのある船舶を早期に把握しなければならない。

  ④ 緊急の場合のほかは、警戒区域を離れたり、錨泊してはならない。

(４) 警戒の方法

  ① 警戒船は、警戒区域を適宜巡回して付近航行船舶・作業船などの運航状況を把握する

とともに、標識などの関連施設の監視、気象・海象の把握を行い、毎３時間ごとに警戒業

務管理者へその状況を報告しなければならい。

  ② 工事・作業船が一般船舶の航行を妨害するおそれがある場合は、警戒業務管理者へ通

報するとともに工事・作業船の交通整理を行わなければならない。

  ③ 一般船舶が工事作業区域に異常接近するおそれがあると認められた場合は、直ちに当

該船舶に近づき、赤旗を振り、拡声器・汽笛・探照灯などの適切な手段により注意を喚起

しなければならない。

  ④ 探照灯を照射する場合は、相手船を眩惑させないよう使用し、危険箇所を照射するなど

して、早期に相手船に危険の所在を知らせるよう努めなければならない。

  ⑤ 異常が発生した場合は、直ちに警戒業務管理者へ通報するとともに、被害の拡大防止

のため必要な措置を行わなければならない。

  ⑥ 侵入船舶があった場合は、工事・作業区域外への退避を求め、誘導するなどの措置を

講ずるとともに、警戒業務管理者へ通報し必要な事項を記録しなければならない。
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  ⑦ 工事・作業区域に設置された標識・工作物などの関連施設を監視し、異常を発見した場

合は、その状況を警戒業務管理者に通報しなければならない。

  ⑧ 付近海域で海難が発生した場合は、直ちに現場に急行するとともに、警戒業務管理者

に通報し必要な救助措置を講じなければならない。

７ 警戒業務管理体制

(１) 警戒業務管理者は、主として次の業務を行わなければならない。

  ① 警戒業務の総括及び実施に関すること。

  ② 警戒船の運用計画警戒業務に必要な情報を専従警戒要員に伝達すること。

  ③ 警戒船・作業責任者・海上保安官署などとの連絡に関すること。

  ④ 工事作業の内容を専従警戒要員に周知すること。

  ⑤ 専従警戒要員・警戒船船長など、乗組員に対する教育・訓練に関すること。

(２) 警戒業務管理者は、次の事項に留意し的確な業務を実施しなければならない。

  ① 警戒業務管理者が事務所を離れる場合は、警戒業務管理補助者の中から職務代行者

を指名すること。

  ② 警戒業務管理者は、警戒船の運用を計画し、警戒船船長に指示すること。

  ③ 警戒業務管理者は、作業責任者との連携を図り、必要な情報は相互に提供して円滑な

警戒業務の実施に努めること。

なお、警戒船から通報があった事項についても、迅速・的確に処理すること。

  ④ 工事・作業船の海難・他船の侵入・標識の流失や消灯など、海上交通の安全を阻害す

る事態などが発生した場合は、直ちに関係官庁へ報告すること。

  ⑤ 警戒業務を開始するにあたっては、専従警戒要員への初任教育を行うとともに、毎月 1

回、研修・訓練を計画のうえ実施すること。

  ⑥ 作業中の海難・他船の侵入などの事故については、後日調査・研究を行い、再発防止

に努めること。

  ⑦ 警戒業務管理者は、自ら関係法令などの知識の習得に努めなければならない。

(３) 警戒業務管理補助者は、警戒業務管理者を補佐するとともに、不在時はその職務を代

行しなければならない。
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第５章 港内の台風・津波対策、海難防止活動など、船舶の安全航行に関する

資料集 

～～播磨灘の安全をみんなで守りましょう！～～ 
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姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会規約 

 

平成２６年３月７日改正 

 

（名 称） 

第１条 この会は、姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会（以下「委員

会」という。）という。 

 

（目 的） 

第２条 この委員会は、姫路港、相生港及び赤穂港における台風、津波等の異常

気象（以下「台風等」という。）による船舶等の災害を防止し、もって港内の

安全確保に寄与することを目的とする。 

 

（業 務） 

第３条 この委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につ

いて検討し、必要な措置を決定する。 

 ① 台風等の来襲が予測される場合の入出港船舶及び在泊船舶の対応策の策

定に関すること。 

 ② その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

（委員会） 

第４条 この委員会は、委員長、副委員長、委員及び海事・港湾関係者をもって

構成する。 

２ 委員長はこの委員会を代表し、議事その他の会務を統括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

４ 委員長及び副委員長は、海上保安協会姫路支部の役員のうちから支部長が

指名する。 

５ 委員は海事・港湾関係者のうちから委員長が指名する。 

６ 委員長は必要に応じて、オブザーバーを置くことができる。 

 

（役員の任期） 

第５条 役員の任期は３年とし、再任を妨げない。 

 

（委員会の招集） 

第６条 この委員会は、委員長が必要と認めたとき又は姫路港長及び姫路海上保

安部長（以下「港長等」という。）から要請があったときに招集する。 
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２ 委員長は、台風の影響等により緊急に対策を検討する必要性があると認める

ときは、常任委員会を召集し、第３条に掲げる事項について検討することがで

きる。 

 

（常任委員会） 

第７条 常任委員会は、委員のうちから委員長が指名した委員及びオブザーバー

等若干名をもって構成する。 

２ 常任委員会は、委員長が必要と認めたとき又は港長等から要請があったとき

に開催する。 

３ 常任委員会の決定事項は、委員会の決定事項とみなし、速やかに各委員に通

知する。 

 

（対策の実施等） 

第８条 この委員会は、決定した事項を港長等に申し入れるものとする。 

２ この委員会は、港長等が前項の申し入れに基づいて発する勧告を関係官公庁

及び関係団体等に速やかに通報し、その実施を推進する。 

 

（実施要綱の制定等） 

第９条 この規約を実施するため、姫路港・相生港・赤穂港台風・津波災害防止

措置実施要綱を定める。 

２ この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

港長等、姫路港、相生港、赤穂港各港湾管理者と協議して定める。 

 

（規約の改正） 

第１０条 この規約の改正は、委員の３分の２以上の賛成により実施する。 
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姫路港･相生港･赤穂港台風･津波災害防止措置実施要綱 

 

平成２６年３月７日改正 

 

（目的） 

第１条 この実施要綱は、姫路港安全対策部会台風・津波対策委員会規約第９条

第１項の規定に基づき、姫路港、相生港、赤穂港（以下、「姫路港等」という。）

における台風・津波災害防止措置の実施に関して必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（態勢） 

第２条 姫路港等における台風･津波災害防止措置の具体的な内容について、台

風に関する事項は「姫路港･相生港･赤穂港台風対策実施要領」、津波に関する

事項は、「姫路港･相生港･赤穂港津波対策実施要領」により規定し、港内在泊

船が迅速に避難活動等に取組める態勢等を整備するものとする。 

 

（連絡組織） 

第３条 各構成員への連絡系統は、別表１～４に定める「台風・津波対策通報連

絡系統」（以下、「連絡系統」という。）のとおりとする。 

２ 連絡を受けた各組織の通報担当者は、速やかに連絡系統に従い次の組織に

連絡するものとする。 

３ 連絡系統に変更があった場合には、速やかに変更内容を各系統の関係者に

通報するものとする。 

 

（異常気象に対する措置） 

第４条 台風、津波以外の「異常に発達した低気圧に関する情報」等にかかる措

置については、「姫路港･相生港･赤穂港台風対策実施要領」に準じて措置する

ことができるものとする。 
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姫路港・相生港・赤穂港台風対策実施要領 

平成２６年３月７日改正 

１ 目的 

この要領は、台風又は発達した低気圧（以下、「台風等」という。）が姫路港、

相生港、赤穂港（以下、「姫路港等」という。）に影響を及ぼすおそれがある場

合における船舶の対応措置区分及び船舶に対する避難勧告等の伝達方法等に

ついて定めることを目的とする。 

 

２ 対応措置区分及び措置内容 

区分 発令基準 措 置 内 容 

警
戒
態
勢 

台風等が播磨灘に接近す

るおそれがあり、姫路港

等が強風域に入ることが

予想されるとき。 

① 各船舶は台風等の動向に留意し、必要に

応じて乗組員の待機、機関の準備等速やか

に避難できる態勢を整えること。 

② 関係先との連絡手段を確保すること。 

大
型
船
等
避
難
態
勢 

姫路港等が台風の暴風域

に入るおそれがあるとき

。 

（台風の勢力、進路速力

により変動するが、台風

最接近の概ね２４時間以

上前） 

① 総トン数1万トン以上の船舶は、原則と

して港外へ避難すること。 

② 総トン数1万トン未満の船舶は、避泊場

所を選定し、時期を失することがないよ

う避難準備を開始すること。 

③ 総トン数1,000トン以上の船舶は、原則

として入港を見合わせること。 

④ 修繕中の船舶等は、係留の強化、保船要員

の確保等保船に万全に措置をとること。 

⑤ 工事作業船等は、作業を中止し安全な場所

へ避難すること。 

全
船
舶
避
難
態
勢 

姫路港等が台風の暴風域

に入るおそれが高いとき

。 

発達した低気圧により姫

路港等に在泊する船舶に

重大な影響が及ぶおそれ

があるとき。 

 すべての船舶は、安全な場所へ避難し、保

船等万全の措置をとること。 

解
除 

姫路港等が台風等の影響

圏外になったと判断される

とき。 

 避難した船舶は、気象の状況、港内の状況

等に留意し避難態勢を解除できる。 
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注１：委員会における対応処置区分の検討は、別紙の「台風対応処置区分の検

討手順」によるものとする。 

注２：港長等は、姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会における「警

戒態勢」、「大型船舶避難態勢」又は「全船舶避難態勢」の決定を受けて、

港則法の規定に基づく「警戒勧告」、「大型船舶避難勧告」又は「全船舶

避難勧告」（以下、｢勧告｣という。）について検討し発出することとなる。 

注３：船舶が避難勧告に応じない場合で、港長等が当該船舶の港内在泊が港内

の安全確保に著しく支障があると認めたときは、港則法第３７条第３項

及び第３７条の５の規定に基づき港長等から移動若しくは退去命令が

出されることがある。 

 

３ 台風情報の早期入手及び事前の関係者との調整 

船舶及び船舶運航者・岸壁管理者・荷役責任者などは、台風接近のおそれが

ある場合は、テレビ、ラジオ、インターネット及び次表の情報入手手段等によ

り情報を収集し、台風避難にかかる必要な措置について事前に関係者間で調

整を図っておくこと。  

種 類 周 波 数 等 

海上保安庁の 

無線放送 

和英併用で放送 

無線電話 

呼出名称 こうべほあん 

           おおさかマーチス 

 使用電波  １６／１２ｃｈ 

ＭＩＣＳ 

ホームページ 

姫路海上保安部ＭＩＣＳ（沿岸域情報提供システム）に

掲載 

 

４ 勧告等の情報伝達方法 

 （１）情報伝達手段 

イ 姫路港・相生港・赤穂港台風・津波災害防止措置実施要綱別表１～

４「台風・津波対策通報連絡系統」により電話、ＦＡＸ又はメールによ

り伝達する。 

ロ  各組織の通報担当者は、関係船舶及び船舶運航者等に勧告内容について

周知徹底する 

ハ 上記のほか、次表のとおり情報伝達される。 

伝達手段 伝 達 方 法 

ＭＩＣＳ 

ホームページ 

姫路海上保安部ＭＩＣＳ(沿岸域情報提供システム）に

掲載される。 

無線電話 こうべポートラジオ(国際ＶＨＦ神戸海岸局）から、問

合せのあった船舶に伝達される。 

巡視船艇 姫路海上保安部の船艇より拡声器等により周知される。 
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 （２）情報伝達の内容 

勧告等の情報は、別添｢情報伝達例文（台風）」の内容で伝達する。 

 

５ 避難場所 

避難船舶の整頓を図るため、下記の避難場所を推奨する。 

イ 総トン数1,000 トン以上の船舶  各港の沖合 

ロ 総トン数1,000 トン未満の船舶  各港の沖合及び防波堤内水域 

 

６ 通信手段の確保 

避泊した船舶は、無線の常時聴取或いは船舶電話等通信手段を確保する。 
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台風対応処置区分の検討手順 

 

（１）委員会・常任委員会開催準備 

事務局（姫路海上保安部）は、姫路における台風の予想最接近時刻に注意を払い、

予想最接近時刻の概ね30時間前から３回分（30時間前、27時間前、24時間前）の台

風情報を入手する。 

この台風情報入手のタイミングが夜間、休日となりそうな場合は、事前に委員長と

相談して前後に調整する。 

 

（２）委員会・常任委員会開催 

上記台風情報の２回目の入手後に委員会又は常任委員会を開催する。 

下記基本原則をベースに、台風の大きさ、予想される風向などを勘案して取るべき

態勢の検討を行い、決定した対応処置区分を港長に申し入れる。 

 

 ・姫路が予報円中央部に位置する場合 

             ↓ 

         暴風圏内に入る可能性が高い  → 全船舶避難態勢 

 

 ・姫路が予報円外縁部及び暴風警戒域に位置する場合 

             ↓ 

         暴風圏内に入る可能性がある  → 大型船等避難態勢 

 

 ・姫路が台風の強風域に位置する場合   → 警戒態勢 

      （強風域の外縁部に位置する場合、申し入れなしとすることも検討） 

 

２回分の情報では判断が定まらない場合、３回目の台風情報によって判定する判定

基準※を設定し、３回目の情報で判断を確定する。 

 

※判定基準の例 

（例１）３回目の情報で、これまでの予想進路より北に振れた場合は全船舶避難態勢、

これまでの予想進路と同じ或いは南に振れた場合は大型船避難態勢とする。 

（例２）３回目の情報で、これまでの予報よりも勢力が発達するとの予報が出た場合は

大型船等避難態勢、これまでの予報と同じ或いは弱まるとの予報が出た場合は警

戒態勢とする。 

 

別紙 
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情報伝達文(台風） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

 

警 戒 勧 告 
TYPHOON/LOW PRESSURE 

ALERT RECOMMENDATION BY LAW 
 

姫 路 港 長           

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

 

台風   号（発達した低気圧）の接近に伴い、港則法第３７条第４項及び同法第３７条の

５の規定に基づき、姫路港・相生港・赤穂港在泊船舶に対し下記の措置をとるよう勧告しま

す。 

勧告日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 

 

記 

１ 船舶は台風等の動向に留意し、必要に応じて乗組員の待機、機関の準備

等速やかに避難できる態勢を整えること。 

２ 関係先との連絡手段を確保すること。 

Typhoon No.      (developed low pressure) is approaching.  

1. All ships are requested to monitor the movement of the typhoon and take 

appropriate actions for immediate evacuation such as having the crew and 

engine ready.  

2. All ships are requested to maintain contact with their agents. 
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情報伝達文(台風） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

大 型 船 等 避 難 勧 告 
EVACUATION RECOMMENDATION BY LAW 

FOR LARAGE VESSELS 
姫 路 港 長           

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

  

台風   号の接近に伴い、港則法第３７条第４項及び同法第３７条の５の規定に基づき、

姫路港・相生港・赤穂港在泊船舶に対し台風接近までに下記の措置をとるよう勧告します。 

 

勧告日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 

 

記 

１ 総トン数１万トン以上の船舶は、原則として港外へ避難すること。 

２ 総トン数１万トン未満の船舶は、避泊場所を選定し、時期を失することがな

いよう避難準備を開始すること。 

３ 総トン数１，０００トン以上の船舶は、原則として入港を見合わせること。 

４ 修繕中の船舶等は、係留の強化、保船要員の確保等保船に万全の措置

をとること。 

５ 工事作業船等は、作業を中止し安全な場所へ避難すること。 

Typhoon No.     is approaching.  

1. Vessels 10,000 G/T or more are requested to move out of the port limit. 

2. Vessels less than 10,000 G/T are requested to be ready for evacuation. 

3. Vessels more than 1,000 G/T are requested not to enter the port. 

4. Vessels under repair are requested to take appropriate actions such as 

increasing mooring lines. 

5. Work boats are requested to stop their work and evacuate to a safe place. 
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情報伝達文(台風） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

全 船 舶 避 難 勧 告 
EVACUATION RECOMMEDNATION BY LAW 

FOR ALL VESSELS 
 

 姫 路 港 長           

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

 

台風   号の接近に伴い、港則法第３７条第４項及び同法第３７条の５の規定に基づき、

姫路港・相生港・赤穂港在泊船舶に対し台風接近までに下記の措置をとるよう勧告します。 

 

勧告日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 

 

記 

 

  すべての船舶は、安全な場所に避難し、保船等万全の措置をとること。 

Typhoon No.     is approaching.  

All vessels are requested to evacuate to a safe place and take appropriate 

actions against the typhoon. 
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情報伝達文(台風） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

 

警 戒 勧 告 解 除 
CANCELLATION OF TYPHOON/LOW PRESSURE 

ALERT RECOMMENDATION BY LAW 
 

 

姫 路 港 長           

Captain of the Port, Himeji 

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

  

  

姫路港・相生港・赤穂港が台風   号（発達した低気圧）の影響圏外となっ

たので、下記時刻をもって警戒勧告を解除します。 

Typhoon No.     has passed. (The low pressure has passed.) 

Typhoon/Low Pressure Alert Recommendation was cancelled in Himeji port, 

Aioi port, Ako port at the following time. 

記 

解除日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 
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情報伝達文(台風） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

 

避 難 勧 告 解 除 
CANCELLATION OF 

EVACUATION RECOMMENDATION BY LAW 
 

 

姫 路 港 長           

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

  

  

姫路港・相生港・赤穂港が台風   号の影響圏外となったので、下記時刻

をもって避難勧告を解除します。 

Typhoon No.     has passed. 

Evacuation Recommendation was cancelled in Himeji port, Aioi port, Ako port 

at the following time. 

記 

解除日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JＳＴ 
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姫路港・相生港・赤穂港津波対策実施要領 

 

平成２６年３月７日改正 

 

１ 目 的 

この要領は、津波発生時において、姫路港、相生港、赤穂港（以下、「姫路

港等」という。）在港船舶等が、姫路港長及び姫路海上保安部長（以下、「港長

等」という。）から発せられる勧告(以下、｢勧告｣ という。）区分に対応した船

舶の措置内容及び勧告の伝達方法等について定めることを目的とする。 

 

２ 勧告区分及び措置内容 

港長等は、次表のとおり気象庁から発表される注意報、警報の種類に応じて

勧告を発出することになっている。 

船舶及び船舶運航者等は、地震発生情報を入手したときは速やかにテレビ、

ラジオ、携帯電話、メール、ワンセグ放送、ウェザーサ－ビス等あらゆる手段

を用いて気象庁発表の津波情報を収集し、港長等からの勧告が伝達されない

場合においても勧告に対応した措置を講じるものとする。 

 

気象庁が発表する 

警報・注意報の種

類 

港長等が発

出する勧告

区分 
措 置 内 容 

津波注意報 

（予想される津波の

高さが高いところで0

.2ｍ以上、１ｍ以下

の場合であって、津

波による災害のおそ

れがある場合。） 

津波警戒勧告 １ 一般船舶 

津波情報を収集し、船舶に応じた係留の強化、

出港準備等津波対策に留意すること。 

２ 危険物船 

津波情報を収集し、船舶に応じた係留の強化、

出港準備等津波対策を講じること。更に、必要の

ある場合は荷役を中止し、速やかに港外の安全な

海域へ避難すること。 

津波警報 

大津波警報 

（津波警報：予想さ

れる津波の高さが高

いところで１ｍを超

え、３ｍ以下の場合

。 

大津波警報：予想さ

れる津波の高さが３

津波避難勧告 在港各船は、乗組員の生命の安全確保を第一に

考慮し次のとおり対応すること。 

１ 一般船舶 

(1) 速やかに荷役・作業を中止し、津波到達予想

時刻等を考慮のうえ安全な海域へ避難すること

。 

(2) 修繕中の船舶等は、係留の強化を行うなど

保船に万全の措置をとること。 

(3) 小型船舶は、津波到達予想時刻等を考慮のう

え安全な海域への避難又は乗組員等の陸上避難

に余裕のある範囲で係留強化等流出防止措置を

講じること。 
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大津波警報：予想さ

れる津波の高さが３

ｍを超える場合。） 

に余裕のある範囲で係留強化等流出防止措置を

講じること。 

２ 危険物船 

直ちに荷役を中止し、速やかに港外の安全な海域

へ避難すること。 

津波注意報、津波警

報、大津波警報解除 

港長等が港内

の安全を確認

した後、津波

警戒勧告、津

波避難勧告を

解除する。 

入港する船舶は、港内の航行規制等の状況を把握

し、安全に留意すること。 

注１：上記勧告解除後においても、港長等は、状況に応じて、｢航行自粛勧告」

｢航行制限」｢航泊禁止｣の措置を講じることがあるので留意すること。 

注２：措置内容における「一般船舶」とは、危険物船以外の船舶をいい、「危

険物船」とは港則法に基づく危険物積載船舶をいう。 

 

３ 勧告等の情報伝達方法 

（１）情報伝達手段 

イ 姫路港・相生港・赤穂港台風・津波災害防止措置実施要綱別表１～４「台

風・津波対策通報連絡系統」により電話、ＦＡＸ又はメールにより伝達す

る。（通信連絡系統の被害がなく使用可能な場合に限る。） 

ロ 各組織の通報担当者は、関係船舶及び船舶運航者等に勧告内容について

周知徹底する。 

ハ 上記のほか、次表のとおり情報提供される。 

伝達手段 伝 達 方 法 

無線電話等  イ 第五管区海上保安本部から 

・国際ＶＨＦ(使用電波１６／１２ｃｈ）にて放送される。 

・委員会構成員に対し一斉にＦＡＸ送信される。 

（いずれも南海トラフを震源域とする地震津波に伴う「津波避難

勧告」に限る。） 

 ロ こうべポートラジオから国際ＶＨＦ(使用電波16／11ｃｈ）に

より、問合せのあった船舶に伝達される。 

ＭＩＣＳ 

ホームページ 

姫路海上保安部ＭＩＣＳ（沿岸域情報提供システム）に掲載される

。 

巡視艇等 姫路海上保安部の船艇より拡声器等により周知される。 

注：大規模地震・津波の襲来により、停電又は通信手段の確保が困難となるこ

とも想定し、日頃から、荷役作業開始前に船陸間において津波発生時にお

ける情報入手及び避難措置等について確認に努めること。 
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（２）情報伝達の内容 

   勧告等の情報は、別添「情報伝達例文（津波）」の内容で伝達する。 

 

４ 避難場所     

（１）船舶の大きさ、運航状態等により対応が異なることから、在泊船舶は津波

の高さ、津波到達予想時刻等を勘案のうえ、乗組員の生命の安全を第一に考

慮し避難場所を選定すること。 

（２）港外に避難する船舶は、播磨灘航路や明石海峡航路など船舶交通が輻輳す

る海域などを除いた場所において、津波到達予想時刻、緊急離岸に要する時

間、速力等を勘案し、十分な水深が確保された安全な海域を海図などから事

前に確認しておくこと。 

 

５ 本要領の船陸関係者各個マニュアル等への反映、訓練の実施等 

本委員会関係者は、本要領に基づく所要の措置について、関係船舶及び関係

事業所等の津波対応マニュアル等に反映するとともに、津波防災訓練の実施

等により、船陸関係者の津波被害を最小限に食い止めるための態勢を確立す

るよう努めるものとする。 

 



姫路港・相生港・赤穂港津波対策実施要領 4 / 9 

 

 情報伝達文(津波） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

津 波 警 戒 勧 告 
TSUNAMI ALERT RECOMMENDATION BY LAW 

 

姫路港長 

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

 

気象庁から兵庫県瀬戸内海沿岸に津波注意報が発表されたので、港則法第３７条第４

項及び同法第３７条の５の規定に基づき、姫路港・相生港・赤穂港在泊船舶に対し下記の

とおり勧告します。 

勧告日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 

 

記 

各船舶は、津波情報を収集し、船舶に応じた係留の強化、出港準備等津

波対策に留意すること。 

危険物積載船については、必要がある場合は荷役を中止し、速やかに港

外の安全な海域に避難すること。 

Tsunami Advisory for ports in Hyogo Prefecture has been issued. All vessels 

are requested to obtain information about the tsunami, and take appropriate 

actions such as increasing mooring lines and having the engine ready for 

immediate maneuver. All vessels with dangerous cargo are requested to stop 

their cargo work and evacuate to a safe place outside the port limit.  
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情報伝達文(津波） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

 

津 波 避 難 勧 告 
TSUNAMI EVACUATION RECOMMENDATION BY LAW 

 

姫路港長 

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

 

気象庁から兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報（大津波警報）が発表されたので、港則法

第３７条第４項及び同法第３７条の５の規定に基づき、姫路港・相生港・赤穂港在泊船舶に

対し下記のとおり勧告します。 

勧告日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 

 

記 

１ 在港各船は、乗組員の生命の安全確保を第一に考慮し対応すること。 

２ 一般船舶は、速やかに荷役・作業を中止し、津波到達予想時刻等を考慮

のうえ安全な海域へ避難すること。 

３ 修繕中の船舶等は、係留の強化を行うなど保船に万全の措置をとること。 

４ 小型船舶は、津波到達予想時刻等を考慮のうえ安全な海域への避難又は

乗組員等の陸上避難に余裕のある範囲で係留強化等流出防止措置を講じ

ること。 

Tsunami Warning for ports in Hyogo Prefecture has been issued. All 

vessels are requested to take appropriate actions to ensure the safety of 

the crew, and to evacuate to a safe place if it is advisable. 
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情報伝達文(津波） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

 

航 行 自 粛 勧 告 
NO NAVIGATION RECOMMENDATION BY LAW 

 

姫 路 港 長           

Captain of the Port, Himeji 

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

 

 

○○○地震津波の到来に伴い船舶交通の危険を防止するため、港則法第

３７条第４項及び同法第３７条の５の規定に基づき、下記時刻をもって姫路港・

相生港・赤穂港に発出している津波避難勧告を航行自粛勧告に切り替えます。 

Evacuation Recommendation was changed to No Navigation 

Recommendation in Himeji port, Aioi port, Ako port at the following time. 

 

記 

 

切換日時：        年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 
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情報伝達文(津波） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

 

津 波 警 戒 勧 告 解 除 
CANCELLATION OF 

TSUNAMI ALERT RECOMMENDATION BY LAW 
 

姫路港長 

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

 

 

下記時刻をもって姫路港・相生港・赤穂港の津波警戒勧告を解除します。 

Tsunami Alert Recommendation was cancelled in Himeji port, Aioi port, Ako 

port at the following time. 

 

記 

 

解除日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 
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情報伝達文(津波） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

 

津 波 避 難 勧 告 解 除 
CANCELLATION OF 

TSUNAMI EVACUATION RECOMMENDATION BY LAW 
 

姫路港長 

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

 

 

下記時刻をもって姫路港・相生港・赤穂港の津波避難勧告を解除します。 

Tsunami Evacuation Recommendation was cancelled in Himeji port, Aioi port, 

Ako port at the following time. 

記 

解除日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 
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情報伝達文(津波） 

ＦＡＸ送信表    平成   年   月   日   時   分 

宛先 
姫路港・相生港・赤穂港台風・津波対策委員会 関係各位 

報道機関 各位 

発信者 姫路海上保安部交通課  電話０７９－２３１－５０６５ 

台風・津波対策委員会各位におかれましては、連絡系統により関係船舶に伝達

願います。報道機関におかれましては、周知にご協力をお願いします。 

 

 

航 行 自 粛 勧 告 解 除 
CANCELLATION OF 

NO NAVIGATION RECOMMENDATION BY LAW 
 

姫路港長 

Captain of the Port, Himeji  

姫路海上保安部長 

Chief, Himeji Coast Guard Office 

 

 

下記時刻をもって姫路港・相生港・赤穂港の航行自粛勧告を解除します。 

No Navigation Recommendation was cancelled in Himeji port, Aioi port, 

Ako port at the following time. 

 

記 

 

解除日時：       年（Y）    月（M）    日（D）     ：    JST 


